
平成２９年第４回西予市議会定例会会期日程表 

会期１２月１日（金）～１２月２１日（木） （会期２１日間） 

月 日 曜日 日 程 備 考 

１２月 １日 金 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

・各委員会協議会 

１２月 ２日 土 休 会 

１２月 ３日 日 休 会 

１２月 ４日 月 休 会 

１２月 ５日 火 休 会 

１２月 ６日 水 休 会 

１２月 ７日 木 本 会 議 ・一般質問（午前９時開会） 

１２月 ８日 金 本 会 議 ・一般質問（午前９時開会） 

１２月 ９日 土 休 会 

１２月１０日 日 休 会 

１２月１１日 月 本 会 議 
・一般質問（午前９時開会） 

・質疑・委員会付託 

１２月１２日 火 休 会 

１２月１３日 水 常任委員会 

１２月１４日 木 常任委員会 

１２月１５日 金 常任委員会 予備日 

１２月１６日 土 休 会 

１２月１７日 日 休 会 

１２月１８日 月 休 会 

１２月１９日 火 休 会 ・討論通告〆切 

１２月２０日 水 休 会 

１２月２１日 木 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成２９年第４回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２９年１２月１日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開 会 平成２９年１２月１日 

 午前１０時００分 

１．散 会 平成２９年１２月１日 

 午前１１時４２分 

１．出 席 議 員 

 １番 宇都宮 久見子 

 ２番 信 宮 徹 也 

 ４番 加 藤 美 香 

 ５番 中 村 一 雅 

 ６番 河 野 清 一 

 ７番 佐 藤 恒 夫 

 ８番 山 本 英 明 

 ９番 竹 﨑 幸 仁 

１０番 小 玉 忠 重 

１１番 源   正 樹 

１２番 井 関 陽 一 

１３番 菊 池 純 一 

１４番 中 村 敬 治 

１５番 二 宮 一 朗 

１６番 兵 頭   学 

１７番 小 野 正 昭 

１８番 宇都宮 明 宏 

１９番 森 川 一 義 

２０番 藤 井 朝 廣 

２１番 酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

 ３番  宇都宮 俊 文 

１．会議録署名議員 

６番  河 野 清 一 

 ７番  佐 藤 恒 夫 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 管 家 一 夫 

副 市 長 河 野 敏 雅 

教 育 長 保 木 俊 司 

総務企画部長 宗   正 弘 

会 計 管 理 者 山 口 正 人 

公営企業部長 三 好 敏 也 

産業建設部長 山 岡 薫 彦 

生活福祉部長 酒 井 信 也 

教 育 部 長 松 川 伸 二 

明 浜 支 所 長 山 下   玉 

野 村 支 所 長 尾 下 孝 二 

城 川 支 所 長 高 橋   司 

三 瓶 支 所 長 中須賀 敏 幸 

消防本部消防長 西 川 傳 

総 務 課 長 宇都宮 裕 

財 政 課 長 山 住 哲 司 

監 査 委 員 正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長 道 山 升 文 

 議 事 係 三 好 祐 介 

１．議 事 日 程 別紙のとおり 

１．会議に付した事件 別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過 別紙のとおり 
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 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

 （６番 河野清一、７番 佐藤恒夫） 

２ 会期の決定 

（１２月１日～１２月２１日 ２１日間） 

３ 認定第 １号 平成２８年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ２号 平成２８年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第  ３号 平成２８年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ４号 平成２８年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第  ５号 平成２８年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第  ６号 平成２８年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第  ７号 平成２８年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第  ８号 平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

認定第  ９号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第 １０号 平成２８年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第 １１号 平成２８年度西予市水道

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １２号 平成２８年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １３号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

４ 議案第 ９３号 財産の無償譲渡について 

 議案第 ９４号 財産の無償譲渡について 

５ 議案第 ９５号 西予市認定こども園条例

制定について 

６ 議案第 ９６号 西予市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号

の利用に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 ９７号 西予市一般職の任期付職

員の採用に関する条例及

び西予市職員の勤務時

間、休憩等に関する条例

の一部を改正する条例制

定について 

議案第 ９８号 西予市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第 ９９号 西予市企業立地の促進等

による地域における産業

集積の形成及び活性化に

関する法律に基づく固定

資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１００号 西予市農村地域工業等導

入地区における固定資産

税の特別措置に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

議案第１０１号 西予市乳幼児及び児童医

療費助成条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１０２号 西予市保育所条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

議案第１０３号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１０４号 西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定
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について 

議案第１０５号 西予市単独市営住宅条例

の一部を改正する条例制

定について 

７ 議案第１０６号 西予市野村茅葺き民家交

流館の指定管理者の指定

について 

議案第１０７号 西予市大野ヶ原育成牧場

の指定管理者の指定につ

いて 

８ 議案第１０８号 愛媛県市町総合事務組合

規約の変更について 

議案第１０９号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

からの脱退に伴う財産処

分について 

９ 議案第１１０号 平成２９年度西予市一般

会計補正予算（第７号） 

１０ 議案第１１１号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第４号） 

議案第１１２号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第３号） 

議案第１１３号 平成２９年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

議案第１１４号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

追加議案 

１ 議案第１１５号 移動診療車の取得につい

て 
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本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 認定第 １号 平成２８年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ２号 平成２８年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第  ３号 平成２８年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ４号 平成２８年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第  ５号 平成２８年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第  ６号 平成２８年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第  ７号 平成２８年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第  ８号 平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

認定第  ９号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第 １０号 平成２８年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第 １１号 平成２８年度西予市水道

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １２号 平成２８年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １３号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

４ 議案第 ９３号 財産の無償譲渡について 

 議案第 ９４号 財産の無償譲渡について 

５ 議案第 ９５号 西予市認定こども園条例

制定について 

６ 議案第 ９６号 西予市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号

の利用に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 ９７号 西予市一般職の任期付職

員の採用に関する条例及

び西予市職員の勤務時

間、休憩等に関する条例

の一部を改正する条例制

定について 

議案第 ９８号 西予市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第 ９９号 西予市企業立地の促進等

による地域における産業

集積の形成及び活性化に

関する法律に基づく固定

資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１００号 西予市農村地域工業等導

入地区における固定資産

税の特別措置に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

議案第１０１号 西予市乳幼児及び児童医

療費助成条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１０２号 西予市保育所条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

議案第１０３号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１０４号 西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定

について 

議案第１０５号 西予市単独市営住宅条例
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の一部を改正する条例制

定について 

 ７ 議案第１０６号 西予市野村茅葺き民家交

流館の指定管理者の指定

について 

   議案第１０７号 西予市大野ヶ原育成牧場

の指定管理者の指定につ

いて 

 ８ 議案第１０８号 愛媛県市町総合事務組合

規約の変更について 

   議案第１０９号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

からの脱退に伴う財産処

分について 

 ９ 議案第１１０号 平成２９年度西予市一般

会計補正予算（第７号） 

１０ 議案第１１１号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第４号） 

   議案第１１２号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第１１３号 平成２９年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１１４号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

 

追加議案 

 １ 議案第１１５号 移動診療車の取得につい

て 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 おはようございます。ただいまの出席議

員は２０名であります。これより平成２９年第４

回西予市議会定例会を開会いたします。 

 管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

 管家市長。 

○管家市長 皆様、おはようございます。平成２

９年西予市議会第４回定例会開会に当たりまし

て、一言ご挨拶を申し上げます。 

 いよいよ師走に入りました。寒さとともに気ぜ

わしさを感じるころとなりましたが、議員の皆様

におかれましては、公私ともご多忙のところご出

席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 先日の乙亥大相撲では、日本相撲協会の混乱の

影響により、日程や招待力士の変更を余儀なくさ

れ、市民及び関係者の皆様には大変ご心配やら、

ご迷惑をおかけしたところでございますが、初日

は入場者数にも影響が出ましたけれども、一転、

２日目は熱気に包まれ、大関高安関、輝関を迎

え、人気の稚児の土俵入りなどが行われ、盛会の

うちに終えることができ、安堵しているところで

ございます。 

 さて、国または地域社会に対し顕著な功績を挙

げた人や、公共的業務に長年従事してきた人に贈

られる平成２９年度秋の叙勲で、地方自治功労と

して旧野村町議会議員を４期１２年１１カ月、西

予市議会議員を３期１２年務められ、それぞれの

議長などを歴任されました山本昭義氏が旭日章授

章を、同じく旧城川町議会議員を３期８年１１カ

月、西予市議会議員を３期１２年務められ、それ

ぞれの議長などを歴任されました梅川光俊氏が旭

日双光章を受賞されました。お二人ともに豊富な

経験と卓越した見識をもって、旧町及び西予市の

振興・発展に多大なる貢献をいただきました。こ

こに改めまして、敬意と感謝を申し上げますとと

もに、受賞をお喜び申し上げます。 

 さて、１１月１４日から１６日にかけて、日本

ジオパーク委員会による４年に一度のジオパーク

再認定に向けての現地審査が行われました。３名

の審査員により、行政やジオガイド、地域づくり

関係者に対し、認定時に提示された課題に対する

取り組み内容、現在の活動状況等についてのヒア

リングや意見交換が行われました。再審査に向け

ての準備、対応など関係者の皆様には、格別なご

支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。３日

目の審査員講評におきましては、地質、地形の特

徴やその成り立ちと人々とのかかわりをわかりや

すく説明、紹介できるストーリーを明確化するよ

うご指摘をいただく一方で、地域の皆さんのジオ

パーク活動に対する積極的な取り組み姿勢、子ど

もたちへの教育の浸透、西予市の特徴である多様

性といった面に対して、高評価をいただいたとこ

ろであります。今月２２日に再認定の可否が決ま

ることになっておりますが、これまで、西予市が

まちづくりの担い棒として、市民の皆様のご理

解、ご協力を得ながら進めてまいりました四国西

予ジオパークの取り組みや、地域での活動が高く

評価され、再認定に結びつくことを切に願ってい

るところであります。 

 さて、本定例会でございますが、契約２件、条

例制定１件、条例改正１０件、指定管理者の指定

２件、補正予算５件など合計２２件を上程し、ご

審議をお願い申し上げるものでございます。な

お、議案の提案理由につきましては、上程の際に

説明を申し上げますので、何とぞ慎重にご審議を

いただき、ご承認、ご決定賜りますようお願いを

申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきま

す。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配信のとおりでありますのでお目通

し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、６番河野清一君、７

番佐藤恒夫君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から１２月２１日までの２

１日間といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、今回の会

期は、本日から１２月２１日までの２１日間と決

定いたしました。 
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  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、閉会中の継続審査とな

っております認定第１号「平成２８年度西予市一

般会計歳入歳出決算の認定について」から認定第

１３号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計決算の認定について」までの１３件を

一括議題といたします。 

 西予市決算審査特別委員会における審査の経過

と結果について、委員長の報告を求めます。 

 西予市決算審査特別委員会委員長、源正樹君。 

○源西予市決算審査特別委員会委員長 西予市決

算審査特別委員会審査報告。平成２９年１０月２

３、２５、３０日の３日間、委員会を開催し、第

３回定例会で当委員会に付託されました認定第１

号「平成２８年度西予市一般会計歳入歳出決算の

認定について」、認定第２号「平成２８年度西予

市授産場特別会計歳入歳出決算の認定について」

から認定第１３号「平成２８年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算の認定について」まで

の１２の特別会計及び公営企業会計について審査

を行い、全て認定と決しました。 

 審査の概要については、お手元の報告書より抜

粋をして報告を申し上げます。 

 まず、認定第１号「平成２８年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」からご報告いた

します。消防総務課所管分「常備消防施設整備事

業」について、ヘリポート地点の増加数について

の質疑があり、消防署管内で前回より６カ所増設

したとの答弁がありました。 

 教育総務課所管分「生徒国際交流事業」では、

平成２８年度から派遣人数が減少していることに

ついて議論が交わされました。理由として、応募

者が少なくなり、参加生徒に目的意識の差が生

じ、さまざまな影響が考えられるためとの説明が

ありました。 

 まちづくり推進課所管分「せいよ地域づくり交

付金事業」についてでは、収益事業に取り組んで

いる地域はあるのかとの質疑がありました。城川

町遊子川地区の食堂ゆすかわの取り組み、宇和町

多田地区での地元米を活用したお酒の製造、野村

町野村地区では乙亥会館内で喫茶店等の営業開始

など、法人格を掲げて活動している地域があり、

住民自治が収益事業を上げていくという活動が少

しずつ芽生えてきている。このような活動が派生

するように、引き続き支援をしていきたいとの答

弁がありました。民間運営路線バスや生活公共交

通バス等の地域公共交通のあり方について議論が

ありました。西予市地域公共交通形成計画を策定

し、愛媛県も県全体の公共交通網形成計画を策定

しようとしている。市内だけでなく県全体を考え

た上で、より使いやすく効率的な体系を検討され

ており、市として、他地域と結ぶ幹線の交通機関

として公共交通を使用し、活性化していくような

意見も提出していきたいとの答弁がありました。 

 総合政策課所管分「オフィス改革事業」では、

事業の成果について質疑がありました。書類棚等

を取り除いてできたスペースを有効活用し、協議

する場所を設けることで、課を越えて職員が集ま

り、いろいろな企画立案が可能となったとの答弁

がありました。また、業務の効率化が図られたこ

とで残業時間が減少し、以前に比べて、職員間で

コミュニケーションが図られ、意識改革につなが

っているとの説明もありました。 

経済振興課所管分「米博物館リノベーション事

業」では、民間のノウハウを生かした効果につい

て質疑があり、カフェ起業希望者を対象にした珈

琲教室や、直営カフェの開館など指定管理者が計

画を立て事業を行ってはいるが、全てが実施され

てる状況ではない。米博物館で行われている事業

の周知不足については、担当課として課題として

認識しており、意見交換を行いながら有効活用で

きるよう、ともに進めていきたいとの答弁があり

ました。 

 農業水産課所管分「伊予生糸推進事業」では、

生産目標３トンを目指す取り組みはとの質疑があ

り、目標を目指すには繭の生産施設が足りず、製

糸工場の機械も古くなり、買い替えの時期が来て

いる状況であるなどの問題があり、生産計画や施

設整備等を検討している状況である。販売先につ

いては、伊勢神宮への納品と合わせ、今後新規開

拓していきたいと考えてるとの答弁でした。 

 建設課所管分「危険空家除却事業」について、

放置されている危険空家の除却について質疑があ

りました。相続者や所有者をたどっていき、判明

すれば補助事業を利用しての除却をお願いする。

不明の場合は協議会にかけ、最終的に市が行政代

執行で除却することも考えられるとの答弁でし

た。 

 市民課所管分「マイナンバーカード交付事業」

では、交付率日本一を目指していたが、現在の状
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況はとの質疑がありました。平成２９年８月末現

在の申請件数は７，３１１件、交付件数は６，４

９７件、交付率１６．３％は全国第５位であり、

今後も啓発を進めていきたいとの答弁がありまし

た。 

 認定第２号「平成２８年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」では、平成２８

年度末をもって閉場となった三瓶授産場について

説明があり、閉場後の取り組みについて質疑があ

りました。国の政策として、地域共生社会への実

現に向けた複合的な施設の取り組みが展開される

予定となっており、三瓶町の福祉の拠点となる事

業展開ができないか検討しているところであると

の答弁がありました。 

 認定第１１号「平成２８年度西予市水道事業会

計決算の認定について」では、市内の水道施設耐

震化率について質疑があり、２８年度末で基幹管

路で１０．１％、浄水場で３３．４％、配水池で

２２．７％であり、予算は限られるが少しずつで

も耐震化に取り組みたいとの答弁がありました。 

 認定第１２号「平成２８年度西予市病院事業会

計決算の認定について」では、西予市民病院の外

来患者数は平成２７年度と比較し、約４，３００

人増加しているが、野村病院と比較すると低くな

っていることについて質疑があり、開院後、外

来、入院患者数とも毎年増加しているが、宇和町

内に開業医が多いことも影響し、野村病院と比較

すると平均外来患者数は少ない状況である。患者

数の減少は経営的に影響するものであり、接遇研

修や交流イベントを開催するなど、引き続き努力

をしていきたいとの答弁がありました。そのほ

か、療養病床の利用状況や透析患者の推移状況な

ど、多岐にわたり意見を交わしました。 

 そのほか、各分野において、多岐にわたり詳細

に質疑応答が行われ、平成２８年度の決算の総括

と次年度に向けた意見が交わされました。 

 以上、当委員会の審査の概要について申し上げ

ましたが、理事者におかれましては、審査におい

て出された質疑や意見に対し、新年度の予算編成

において可能な限り対応するよう検討するととも

に、予算措置のあり方など十分に精査をしていた

だきたいと思います。引き続き、限られた財源を

有効かつ効果的に活用するため、費用対効果の見

極めと、財政、健全財政の堅持に努められるよう

要望をしたいと思います。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年１２月１日、西予市決算審査特別委

員会委員長 源正樹。 

○議長 以上で、委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

 まず、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第１号「平成２８年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」は、委員長報告のとお

り認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第１号は原

案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号から認定第１３号までの１２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第２号「平成２８年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」から認定第１３

号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の認定について」までの１２件は委員

長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第１３号までの１２件は原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９３号「財産の

無償譲渡について」及び議案第９４号「財産の無

償譲渡について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第９３号及び議案第９

４号「財産の無償譲渡について」関連がございま
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すので、一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本市が設置する多田保育園及び石城保育園につ

きましては、公募選定により市内の社会福祉法人

に移管することとし、平成２９年第３回定例会に

おいて、両施設を廃止する議決をいただいたとこ

ろでございます。譲渡先につきましては、施設の

継続的な安定運営を図るため、平成３０年４月１

日を期日として、多田保育園及び石城保育園を、

社会福祉法人西予総合福祉会へ無償譲渡するもの

であります。譲渡先となります社会福祉法人は児

童福祉施設を始め、総合的な施設運営に関して長

年にわたる実績を有しており、保育所の運営にお

いても安心してお任せできるものと考えておりま

す。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第９５号「西予市

認定こども園条例制定について」を議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第９５号「西予市認定

こども園条例制定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 現在、西予市保育所等施設整備計画に基づき、

土居保育所及び魚成保育所を統合、移転し、平成

３０年４月から、新たに保育所型認定こども園と

しての開園を進めております。 

 この認定こども園は、保育所に幼稚園の教育機

能を備えることで、幅広く子どもの受け入れが可

能となるとともに、一時預かり事業や、子育て相

談などを実施することで、安心して子育てができ

る環境をつくり出し、子育て支援の拠点となる役

割を果たすものでございます。本条例は、就学前

の子どもに対する教育と保育を一体的に推進する

ことを目的とした認定こども園の設置及び運営に

関する必要な事項を定めるため、制定するもので

ございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９６号「西予市

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」から議案第１０５号「西予市単独市営住宅条

例の一部を改正する条例制定について」までの１

０件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 議案第９６号「西予市行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、市が特定個人情報を独自に利用する

場合や、社会保障、税、災害対策等関係法令に基

づいて事務を執行する際に、当該情報を利用する

場合において特定の事務を定めることで、各種申

請時における添付書類の省略を行うなど、市民サ

ービスの向上を図るために制定しております。今

回、西予市教育委員会が取り扱う就学援助に関す

る支援事務に対して、特定個人情報を提供し、さ

らなる市民サービスの向上を図るため、本条例の

一部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第９７号「西予市一般職の任

期付職員の採用に関する条例及び西予市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、明浜出張所及び城川出張所にお

いて、平成３０年度から救急業務の２４時間体制

を実施するに当たり、准救急隊員として一般職の

任期付職員を採用するため、所要の改正を行うも

のであります。主な改正内容でございますが、一

般職の任期付職員を採用するに当たり、地方公務

員法の規定に基づき、給料月額及び手当等の給与

を定めるとともに、勤務時間等の整備を図るもの

でございます。 

 続きまして、議案第９８号「西予市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、雇用保険法等の一部を改正する

法律による地方公務員の育児休業等に関する法律

の一部改正に基づき、就業促進及び雇用継続を通

じた職業の安定を図るため、西予市職員の育児休
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業等に関する条例において、所要の改正を行うも

のであります。主な改正内容でございますが、非

常勤職員について、当該子の養育の事情を考慮

し、特に必要と認められる場合として、条例で定

める場合に該当するときは、２歳に達する日まで

育児休業をすることができるようにするものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第９９号「西予市企業立地の

促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づ

き、対象となった事業者に対して、固定資産税を

３年間課税免除するものでありますが、今回の改

正は、同法の改正に伴い、条例の題名、条項及び

用語の改正を行うとともに、関係する西予市企業

誘致条例についても所要の改正を行うものでござ

います。 

 続きまして、議案第１００号「西予市農村地域

工業等導入地区における固定資産税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、農村地域工業等導入促進法に基づ

き、適用を受けるものに対し、固定資産税を３年

間課税免除するものでありますが、今回の改正は

同法の改正に伴い、対象業種を現行の工業、道路

貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業に限定せ

ず、産業全般に拡大されたことから、条例の題

名、条項及び用語の改正を行うとともに、関係す

る西予市企業誘致条例についても、所要の改正を

行うものでございます。 

 以上、５議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第１０１号「西予市乳

幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 中学生までの医療費無料化につきましては、平

成３０年度に向けた助成範囲の拡充について前向

きに検討を重ねてまいりました。今後の方針とい

たしましては、段階的に医療費助成の拡充を進め

ることとし、今回は、小学生、中学生の通院に係

る一部負担金が月に２，０００円を超える場合に

おいて新たに助成を行い、子育て世代の経済的な

負担軽減を図るため、本条例の一部を改正するも

のです。 

 続きまして、議案第１０２号「西予市保育所条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本市が設置する土居保育所及び魚成保育所は、

西予市公立保育所のあり方に関する方針に基づ

き、保護者及び地域の皆様と協議を重ね、統合移

転の検討を進めてまいりました。その結果、両保

育所を廃止し、平成３０年４月１日から、就学前

の子どもに対する教育と保育を一体的に行う認定

こども園を開設することとしたため、本条例の一

部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第１０３号「西予市国民健康

保険診療所条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、国民健康保険法に基づき、西予市国

民健康保険直営診療所を市内８カ所に開設し、地

域住民の医療の確保に努めてまいりました。しか

しながら、過疎、少子化の進展に伴う診療収入の

減少、さらには施設及び医療機器等の老朽化によ

り、安定した経営による医療サービスの提供が困

難になりつつあることから、一部診療所の廃止を

行うものであります。今回の改正は平成３０年３

月末に俵津歯科診療所、高山歯科診療所及び狩江

診療所を廃止し、平成３０年７月末に惣川診療所

及び遊子川出張診療所を廃止するものでありま

す。なお、惣川及び遊子川地区につきましては、

移動診療車による巡回診療を実施することで、引

き続き、地域住民に医療を提供していく予定であ

ります。 

 以上、３議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議案第１０４号「西予市営

住宅管理条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図る関係法律の整備に関す

る法律が施行され、公営住宅法が改正されたこと

に伴い、本条例の一部を改正するものでありま

す。現在、市営住宅の入居者には、毎年収入申告

を義務づけていますが、今回の法改正により認知
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症患者等が住宅入居者である場合における収入申

告義務が緩和されることになりました。また、本

市では西予市市営住宅ストック総合計画、並びに

西予市公営住宅等長寿命化計画に基づき、施設の

建て替え、用途廃止及び維持管理を行っておりま

す。今回、本計画に基づき用途廃止を行うととも

に、施設名称の変更を行うため、本条例の一部を

改正するものであります。 

 続きまして、議案第１０５号「西予市単独市営

住宅条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、建築後３０年以上が経過し、老

朽化した既存施設の用途廃止を行うとともに、西

予市公共施設等総合管理計画に基づき、廃止され

る７つの教員宿舎を単独市営住宅として有効活用

するほか、所要の整備を図るため、本条例の一部

を改正するものであります。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願いいたします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１０６号「西予

市野村茅葺き民家交流館の指定管理者の指定につ

いて」及び議案第１０７号「西予市大野ヶ原育成

牧場の指定管理者の指定について」の２件を一括

議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議案第１０６号「西予市野

村茅葺き民家交流館の指定管理者の指定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、西予市野村町惣川天神地区に江戸時

代後期に建築された庄屋屋敷であり、昭和４３年

に旧野村町の有形文化財に指定され、平成１０年

に改修された茅葺き民家交流館土居家のほか、農

村体験交流館、農村文化伝承棟により構成されて

おります。これらの施設を保存活用することによ

り、地域が有する歴史、生活文化の保存伝承に努

めるとともに、都市生活者の農村体験や地域滞在

を促進し、農林業の振興と農山村地域の活性化を

図る施設として位置づけられている施設でありま

す。今回、本施設の指定管理者の候補といたしま

して、西予市産業建設部指定管理者審査委員会に

て審査した結果、非公募により、惣川自治振興会

を選定しましたので、その指定について、議会の

議決を求めるものであります。その理由といたし

ましては、惣川自治振興会がこれまで当該施設を

活用した交流人口の増加を図るための各種イベン

トの開催や、地域ＰＲ活動などさまざまな事業を

実施した実績があり、施設の設置目的達成に関す

るノウハウが蓄積されていること、また、西予市

が目指している地域活性化の拠点としての負託に

応え得る人的、組織的な力を持った団体であるこ

となど、惣川自治振興会が公共の役割に広く寄与

することが可能であるとともに、効率化かつコス

ト低減の面でも、その能力を十分に有しており、

この施設の管理を行わせることが適当と判断した

ものであります。なお、惣川自治振興会の概要及

び事業計画につきましては、別紙の参考資料をご

参照ください。 

 続きまして、議案第１０７号「西予市大野ヶ原

育成牧場の指定管理者の指定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 当施設は旧野村町において、昭和４５年に国営

草地改良事業により、四国カルスト大野ヶ原の草

地改良事業が実施され、大野ヶ原牧場が設置され

たものであります。施設の目的といたしまして

は、生乳生産の基礎となる育成段階の牛を大野ヶ

原育成牧場において約２年近く飼養し、人工授精

により受胎後酪農家へ引き渡すことで、生産者の

生産コストを低減し、足腰の強い、生涯生産乳量

の多い乳用牛を生産することが可能となり、市内

畜産農家の生産性向上、経営体質の強化、担い手

の育成確保を図り、合理的な営農活動の推進をす

るものであります。今回、本施設の指定管理者の

候補といたしまして、西予市産業建設部指定管理

者委員会にて審査した結果、非公募により、東宇

和農業協同組合を選定しましたので、その指定に

ついて議会の議決を求めるものであります。その

理由といたしましては、平成２２年度から運営管

理を行っており、目的達成に関するノウハウが蓄

積されていること、当施設における育成牛の飼養

管理は生き物を生産者から預かり、人工授精によ

り受胎後、生産者へ引き渡すといった年間休日の

ない牧場管理、牛の飼養管理、人工授精など特殊

な技術を有していること、また、東宇和農協は県

内最大の畜産産業の中核であり、仔牛育成所を運

営し飼養能力が高いこと、加えて、西予市の生乳

は全量東宇和農協が集荷し、生産者と密接に連携

していること、以上の点により、東宇和農業協同
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組合にこの施設の管理運営を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第１０８号「愛媛

県市町総合事務組合規約の変更について」及び議

案第１０９号「愛媛県市町総合事務組合の共同処

理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分につい

て」の２件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 議案第１０８号「愛媛県市町

総合事務組合規約の変更について」及び議案第１

０９号「愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務

構成団体からの脱退に伴う財産処分について」関

連がございますので、一括して提案理由のご説明

を申し上げます。 

 愛媛県市町総合事務組合の構成団体である東温

市を日本国内で交通事故により災害を受けた構成

団体の住民、またはその遺族の生活の共済に関す

る共同処理事務構成団体から脱退させるととも

に、脱退に伴う財産処分を検討するため、地方自

治法第２８６条第１項及び第２８９条の規定によ

り、関係組合市町と協議を行う必要があることか

ら、同法第２９０条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第１１０号「平成

２９年度西予市一般会計補正予算（第７号）」を

議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第１１０号「平成２９年度西予

市一般会計補正予算（第７号）」について、提案

理由についてご説明を申し上げます。 

 その前に、平成３０年度税制改正に伴う、地方

財政への影響に関しまして少し触れたいと思いま

す。先般、総務省では、内部の検討会における地

方消費税の清算基準、配分見直しの改革案を示し

ました。現在の地方消費税は販売額が７５％、残

り２５％を人口と従業者数の割合で配分してお

り、販売店を多く有する大都市圏に偏りが出る配

分割合となっております。検討会案では、この偏

在性を少なくするためには、販売額が５割強、人

口が５割弱と、人口に応じた配分に重点を置いた

内容となっております。当市のように市内の商業

施設が少なく、市外へ買い物に出かける度合いが

高い地域にとりましては、増収となることが期待

をされます。大都市圏からの反発も当然あります

が、社会保障経費に係る恒久財源である消費税の

性質からも、また自主財源の乏しい、財政力の低

い地方の自治体における貴重な財源確保のために

も、改革案の実現を強く望むところであります。

また、地球温暖化対策として、市町村が実施する

森林整備事業費等の財源となる森林環境税の創設

についても、平成３０年度税制改正の中で結論を

得るとしております。当市は面積の約８割を森林

が占めておりますが、木材価格の低迷や林業従事

者の高齢化、担い手不足などにより、林業を取り

巻く環境は非常に厳しい状況が続いております。

そうした中で、当市では、林道及び作業道の整

備、担い手育成、林業事業体への支援等を積極的

に行い、森林の有する多面的機能の発揮と林業の

活性化に努めているところであります。検討され

ております森林環境税は、地域における森林整備

の推進、林業振興の強力な後押しになるととも

に、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策に大きく

貢献できるものであると考えます。税額や対象事

業、自治体への配分基準、また、本県のように、

既に独自で森林環境税を導入している場合の二重

課税の問題など多くの課題が残っている状況であ

りますが、早期導入が図れることを期待するもの

であります。今後、厳しい財政状況が見込まれる

中にありまして、国の税制改正によりまして、地

方の財源確保、拡充が進むことを期待するととも

に、得られた財源につきましては、慎重かつ的

確、計画的に有効活用してまいりたいと考えてい

るところであります。 

 さて、今回の補正予算でございますが、国、県

補助事業において、要綱改正等による補助金単価

の改正及び実績見込みによる事業費、並びに財源

の調整、突発的な施設修繕及び次年度に実施予定

の事業に係る準備経費、台風により被災した施設

の災害復旧費等を計上するものであります。 

 主な内容といたしましては、総務費では、平成
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３０年度のジオパーク拠点施設建設に伴い、城川

支所周辺の駐車場整備を事前に行う必要があり、

その測量設計費等に要する経費。 

 民生費では、私立保育所、幼稚園等の入園児に

係る給付費の加算及び実績見込みによる負担金の

増額。 

 農林水産業費では、中山間地域等直接支払制度

事業における交付面積及び超急傾斜加算面積の変

更による交付金の増額。 

 土木費では、国庫支出金の内示額の変更に伴う

道路改良事業等の財源調整及び事業費の調整。 

 消防費では、平成３０年度より運用開始予定の

准救急隊員制度に伴う職員研修及び貸与する被服

等の経費であります。 

 教育費では、公共施設等総合管理計画に基づ

き、教員住宅の一部を市営住宅に移管するための

修繕費等に要する経費であります。 

 災害復旧費で１０月２２日の台風２１号によ

り、河川護岸、市道路肩等が崩壊したことによ

り、被災箇所の復旧工事費、そのようなものを計

上いたしております。 

 これらの事業の主な財源につきましては、災害

復旧費国庫負担金、子ども・子育て支援交付金、

県負担金及び補助金、地方債のほか、財政調整基

金を繰り入れ、収支均衡を図るものであります。

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既決

いただいております歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ、１億１，４０４万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、２７８億５，６５９万７，

０００円と定めるものであります。また、債務負

担行為の追加として、平成３０年度に実施予定の

事業及び指定管理施設の管理運営事業など８事業

につきまして、限度額を設定しております。地方

債補正では、主に道路改良事業等の財源調整及び

災害復旧事業に伴う限度額の変更を行っておりま

す。 

 以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては、担当課長から補足説明を

させますので、よろしくご審議を賜り、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 山住財政課長。 

○山住財政課長 それでは、予算書に沿いまし

て、歳出から補足説明を申し上げます。 

 予算書の１２ページをお開き願います。 

 総務費１項５目財産管理費、市有財産維持管理

事業７１９万円でありますが、平成３０年度中に

開始予定のジオパーク拠点施設の建設に伴い、予

定地の城川支所庁舎前の駐車場が使えなくなるこ

とから、これにかわる駐車場を整備するための測

量設計費及び暫定的な駐車場整備に係る経費を計

上いたしております。８目電算管理費、電算シス

テム開発導入事業６２０万円でありますが、法改

正等によります障害者総合支援システム、生活保

護システム、旧姓併記によるマイナンバーカード

システムの改修に係る経費を計上するものであり

ます。 

 １３ページをお開き願います。 

 民生費１項１目社会福祉総務費、福祉避難所機

能強化・整備促進事業９６万２，０００円であり

ますが、市が指定しております福祉避難所に対し

まして、災害発生時の避難訓練等に必要な用具を

支給するもので、その用具の購入に係る経費を計

上するものであります。２項１目児童福祉総務

費、放課後児童健全育成事業７６２万２，０００

円でありますが、子ども・子育て支援交付金交付

要綱の改正による国及び県の補助単価の上昇と実

績見込みを反映したことにより、増額分の運営委

託料を計上するものであります。また、子育て支

援センター事業３１６万２，０００円の減額でご

ざいますが、三瓶地域の子育て支援センターにお

きまして、当初計画いたしておりました一時預か

り事業を同地域のひまわり保育園が実施すること

となり、子育て支援センター事業に計上しており

ました業務委託料を減額し、実績見込み額とし

て、保育支援事業１５８万３，０００円に組み替

え、計上するものでございます。さらに、保育所

（園）管理事業４２６万６，０００円では、多田

及び石城保育園におきまして、和式から洋式への

トイレ改修、老朽化した大型炊飯器等の更新に係

る経費、保育所等施設整備事業１１５万６，００

０円では、平成３０年７月に開園予定のしろかわ

保育所の高圧受電設備におきまして、法定点検結

果に基づき修繕に係る経費を計上するものであり

ます。２目児童措置費、教育・保育給付費支給事

業１，７４７万１，０００円でありますが、私立

保育所、幼稚園、認定こども園の入園児に係る給

付費におきまして、積算基礎となる公定価格の増

額、処遇改善加算適用による増額等に伴い、実績

を見込み、給付費の増額分を計上するものであり

ます。 
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 １４ページをお開き願います。 

 農林水産業費１項３目農業振興費、農用地利用

集積事業４０万円でありますが、宇和町伊延西地

区におきまして、集落営農の法人化設立に係る支

援補助金を計上するものであります。７目中山間

地域等直接支払制度事業費２４２万２，０００円

でありますが、当事業の交付金対象となる交付面

積及び超急傾斜加算面積が増加したことにより、

交付金の増額分を計上するものであります。 

 １５ページをお開き願います。 

 ９目農業施設管理費、明浜農産物集出荷施設管

理運営事業２４万４，０００円でありますが、当

集出荷場に設置いたしております、かんきつ等を

冷凍する冷凍庫が老朽化により故障したことか

ら、取り替えに係る経費を計上するものでありま

す。土木費２項２目道路橋梁維持費、道路橋梁維

持修繕事業１，５８６万６，０００円であります

が、野村地区において例年の実績を踏まえ、今後

不足が見込まれます積雪時の除雪経費としての重

機借上料を増額し、また、城川地区におきまして

舗装路面の損傷が著しく、地区住民の一般車両通

行に支障を来している市道の舗装に係る工事請負

費を計上するものであります。３目道路新設改良

費でありますが、各路線間等におきまして、事業

量及び事業費を調整するものでございます。 

 １６ページをお開き願います。 

 消防費１項１目常備消防費、消防職員教育研修

事業４８万２，０００円でありますが、平成３０

年度から明浜及び城川出張所における救急２４時

間体制への整備に向けて、准救急隊員制度を活用

した人員配置を行うため、その人員の愛媛県消防

学校での研修に係る経費等を計上するものであり

ます。また、消防吏員制服等貸与事業２１２万

１，０００円でありますが、平成３０年度から着

任をいたします消防吏員及び准救急隊員等の採用

人数が増加したことに伴い、不足する制服等貸与

品の購入費を計上するものであります。４目災害

対策費、防災行政無線・情報システム整備事業２

２４万７，０００円でございますが、宇和地区の

防災行政無線設備におきまして、親局の直流電源

装置が故障し支障を来すため、更新に係る経費を

計上するものであります。教育費１項４目教員住

宅管理費、教員住宅維持管理事業１９８万５，０

００円でありますが、利活用の見込めない教員住

宅を廃止するとともに、一部を市営住宅に移管し

有効活用を図るため、住宅の修繕等に係る経費を

計上するものであります。 

 １７ページをお開き願います。 

 ２項１目学校管理費、小学校施設修繕事業８４

万円でありますが、多田小学校のグラウンドにお

きまして、台風１８号の影響により、水路で処理

しきれず、あふれ出た雨水等が流入し、グラウン

ドを侵食したため、真砂土の補充と整地に係る経

費を計上するものであります。２項２目教育振興

費、準要保護児童負担事業１１０万５，０００円

及び３項２目教育振興費、準要保護生徒負担金事

業２１９万４，０００円でありますが、国の補助

要綱改正に伴い、平成３０年４月からの就学予定

児童及び生徒に対し、平成２９年度中に新入学学

用品費等を支給するための経費を計上するもので

あります。 

 １８ページをお開き願います。 

 災害復旧費６項１目道路橋梁河川災害復旧費、

道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）３，３７５

万円でありますが、台風２１号の影響により被災

した河川護岸、市道路肩等を復旧するための経費

として、委託費及び工事請負費を計上するもので

あります。諸支出金２項１目基金費、財政調整基

金事業５万円をはじめとする基金の積み立てであ

りますが、年度途中の積み増し等により、当初予

定をしておりました額より増額したため、それに

伴って増収となった預金利子収入の積立金を計上

するものであります。 

 予算書は前に戻っていただきまして、９ページ

をお開き願います。 

 続きまして、主な歳入についてご説明を申し上

げます。 

 分担金及び負担金２項１目民生費負担金、私立

保育所保護者負担金、減額の１９５万３，０００

円でありますが、第３子無償化措置等、事業実績

見込みにより減額するものであります。国庫支出

金１項１目、民生費国庫負担金、子どものための

教育・保育給付費国庫負担金３９６万５，０００

円でありますが、教育・保育給付費支給事業の実

績見込みにより、また、５目災害復旧費国庫負担

金１，９３４万３，０００円は災害復旧事業費の

補正に合わせ計上するものであります。２項国庫

補助金では、国の補助金内示によりまして、ま

た、１目民生費国庫補助金で障害者総合支援事業

費国庫補助金４５万３，０００円、子ども・子育

15



 

 

て支援交付金２０１万５，０００円、生活困窮者

就労準備支援事業費等国庫補助金４８万円、ま

た、８目総務費国庫補助金で、社会保障・税番号

制度システム整備費国庫補助金４２５万５，００

０円など増額いたしまして、国庫支出金合計では

３，０５１万１，０００円の増額となっておりま

す。 

 １０ページをお開き願います。 

 県支出金１項２目民生費県負担金、子どものた

めの教育・保育給付費県負担金１９８万３，００

０円でありますが、民生費国庫負担金と同様に教

育・保育給付費支給事業の実績見込みにより計上

するものであります。県支出金２項県補助金で

は、県の補助金内示により、１目総務費県補助金

で新ふるさとづくり総合支援事業費県補助金９８

万３，０００円、２目民生費県補助金で、福祉避

難所機能強化・整備促進事業費補助金２４万円、

子ども・子育て支援事業費県補助金２０１万５，

０００円。子どものための教育・保育給付費県補

助金１４２万９，０００円。４目農林水産業費県

補助金で、農地集積推進事業費県補助金４０万

円、中山間地域等直接支払事業費交付金１８１万

５，０００円などを増額し、県支出金合計では、

８８６万５，０００円の増額となっております。

このほか、財産収入１項２目の預金利子収入、各

事業の事業費調整等による特定財源としての地方

債、基金繰入金などの調整を行うものでありま

す。 

 ５ページをお開き願います。 

 債務負担行為補正といたしまして、平成３０年

度の広報印刷製本費、また、生活交通バス運行業

務委託、今年度中に契約相手先を決定する必要が

あるもの。また、今年度末で指定管理期間が満了

となります公共施設のうち、平成３０年度以降の

指定管理委託に係るもの、合計８件につきまし

て、期間及び限度額等を設定するものでありま

す。 

 ６ページをお開き願います。 

 事業費の調整等に伴い、地方債補正を行ってお

ります。起債の目的別では、旧合併特例事業１，

０５０万円、災害復旧事業１，１２０万円を増額

し、また、過疎対策事業１０万円を減額し、限度

額を設定するものであります。 

 ２ページをお開き願います。 

 市債の総額は今回の補正によりまして、２，２

５０万円増額し、３９億４，４０２万３，０００

円となっております。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時１６

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時３

０分） 

   （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、議案第１１１号「平

成２９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）」から議案第１１４号「平成２９年度

西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」までの４件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第１１１号「平成２９

年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。今回の補正の主な内容につきましては、国民

健康保険制度改正に伴う国庫補助金の交付決定に

より歳入予算の組み替えを行うもので、歳入歳出

予算の総額に変更はございません。 

 次に、診療施設勘定予算の補正の主な内容につ

きましては、平成３０年３月末をもって廃止する

俵津歯科診療所、高山歯科診療所及び狩江診療所

の既存のリース機器解約金になります。 

 これによりまして、既決をいただいております

歳入歳出予算に、それぞれ３８８万７，０００円

を増額し、診療施設勘定予算の歳入歳出予算の総

額を３億３，０７０万４，０００円と定めるもの

であります。 

 続きまして、議案第１１２号「平成２９年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第３号）」につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、介護サービス利用者

数及び利用回数等の増加に伴う介護サービス給付

費の増額、並びに総合事業審査支払件数の増加に

伴う手数料を増額するものであります。これによ

りまして、既決いただいております歳入歳出予算

に、それぞれ１，６８６万３，０００円を増額

し、歳入歳出予算の総額を５８億１，４８０万

８，０００円と定めるものであります。 
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 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議案第１１３号「平成２９

年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回の補正は、平成３０年度の永長、神野久、

田之筋、中川、石城、多田、明間の各浄化センタ

ー、中継ポンプ施設維持管理業務における債務負

担行為を設定するものであります。現在稼働中で

あります当該施設の維持管理業務につきまして

は、引き続き、平成３０年４月１日から業務を実

施する必要があることから、今年度内に当該業務

の受託業者決定等の事務を進める必要があるた

め、第１表のとおり、債務負担行為を設定するも

のであります。 

 続きまして、議案第１１４号「平成２９年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、平成３０年度の西予市浄化セン

ター維持管理業務における債務負担行為を設定す

るものであります。現在、稼働中であります西予

市宇和、野村両地域の浄化センターの維持管理業

務につきましては、引き続き、平成３０年４月１

日から業務を実施する必要があることから、今年

度内に、当該業務の受託業者決定等の事務を進め

る必要があるため、第１表のとおり、債務負担行

為を設定するものであります。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時３６

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時３

７分） 

○議長 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１５

号「移動診療車の取得について」を本日の日程に

追加し、追加日程として議題にいたしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって本件を本日

の日程に追加し、追加日程とすることに決定いた

しました。 

  （追加日程１） 

○議長 追加日程第１、議案第１１５号「移動診

療車の取得について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第１１５号「移動診療

車の取得について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 西予市国民健康保険直営診療所の惣川診療所及

び遊子川出張診療所につきましては、先ほど上程

させていただきましたとおり、平成３０年７月末

に廃止を予定しております。この廃止に伴いまし

て、無医地区となる惣川及び遊子川地区におきま

しては、より効率的かつ効果的な医療を提供し、

将来にわたって安心して医療を受けていただける

よう、移動診療車の運行による巡回診療を実施す

る運びとなりました。この度、購入いたします移

動診療車はマイクロバスタイプを採用し、診察用

ベッドはもとより、最新の血液分析装置、超音波

診断装置、心電計など、最新の医療機器を搭載す

ることで、より質の高い診療が可能となる仕様と

しております。今回購入に当たりましては、去る

１１月２８日に指名競争入札を行い、小川ポンプ

工業株式会社愛媛支社支社長眞部治夫氏が、２，

６７８万４，０００円で落札と決定し、備品購入

仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を求

めるものであります。なお、移動診療車の詳細な

性能及び主要装備につきましては、別紙参照資料

をご参照ください。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号は会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号「移動診療車の取得について」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１５号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 １２月７日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時４２分 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 質問に入る前に、一言お喜

びと要請をさせていただきます。 

 去る１０月２日、重要無形文化財保持者、いわ

ゆる人間国宝になられ、また、１２月１日には、

愛媛文化スポーツ功労賞、翌２日には、西予市名

誉市民授与式が行われ、西予市名誉市民になられ

ました吉田和生氏に、まことに僭越ではございま

すけれども、文楽に関係する一人として、深甚な

る敬意と満腔の祝意を申し上げますとともに、ご

同慶にたえないところであります。 

 さて市長、そこでですが、要請をさせていただ

きます。 

 昨年の秋、叙勲において長年の自治功労賞によ

り、栄えある旭日中綬章をお受けになられた元県

議会議長土居一豊先生及び東宇和・三瓶町合併協

議会の幹事長として、さらに西予市初代市長とし

て３期１２年、西予市の礎のためにご尽力をされ

ました三好幹二前市長のお二人を、西予市名誉市

民として強く要請をし、進言をいたすものであり

ます。 

 ご案内のとおり、お二人はこのご功績を上げる

とき枚挙にいとまがなく、最もふさわしい名誉市

民になる方であると、私は強く信じておりますの

で、ぜひ、お願いを申し上げる次第であります。 

 さて、議長の許可がありましたので、今回は通

告に準じて個人情報について、民生・児童委員に

ついて、入札について、財政について、大きく分

けて以上の４件につき質問をいたします。 

 どなたが言われたのか忘れましたけれども、正

面の理、側面の情、背後の恐怖、特にこの恐怖に

ついては、文字どおり私の後ろにおられる方々並

びにケーブルテレビをごらんになっている市民の

方々を思いますとき、今でも多少の緊張感とプレ

ッシャーを感じながら質問をいたします。 

 管家市長、あなたは昨年の５月１６日、市長に

就任以来、１年６カ月余りが経過をし、陸上競技

の４００メートルトラックに例えると、既にトッ

プコーナーを通過し、第２コーナーあたりかと思

われます。夢と希望を抱きながら就任をされ、１

年半余りが経過をいたしました今日、市長の職責

に充実感とともに多少の不安、苦しさ、辛さもあ

り、行政の厳しさを痛感されているんではないか

と老婆心ながら拝察をいたしております。 

 第１の個人情報について質問をいたします。 

 個人情報については、平成２０年１２月議会

で、後で質問をいたします民生委員については、

平成２２年３月に一般質問をいたしたところであ

りますが、思うところあって再度質問をいたしま

す。 

 さて、この個人情報は、高度の情報、通信社会

の進展に伴い、個人の情報の利用が著しく拡大し

ていることから、個人の情報の適切な取り扱いに

関し、その基本理念と政府の基本方針の作成、そ

の他個人情報の保護に関する基本となるべき事項

を定め、新たなる産業の創出、活力ある経済社

会、豊かな国民生活の実現に資することがその目

的であり、本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、また犯罪等により不利益が生じ

ないよう、不当な差別、偏見などにその取り扱い

に不利益が生じないよう、その取り扱いを特に配

慮したものであり、私は、ざっくり言えば、当

初、民間企業の営利の目的のため、個人の情報を

制限し、個人の利益を守るのが当初の大きな趣旨

ではなかったのかなと、このように思われます。 

 国から県を通じ、各市町村に通達され、当市も

西予市個人情報保護条例を平成１６年１２月２７

日、条例第２７４号にて制定をされております

が、次の民生委員、児童委員の質問と絡みもあり

ますので、そこで、まず、国と当市の個人情報の

取り扱いについて相違点があるのかお伺いをいた

します。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 皆さんおはようございます。本日は

一般質問に当たりまして早朝より傍聴においでい

ただきまして心から感謝を申し上げます。 

 きょうとあす、来週月曜日の３日間にわたりま

して８名の議員の皆様から一般質問をお受けする

ことになっております。 
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 先ほど、小野議員さんのほうから名誉市民のこ

とに対しましてご提言をいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 先ほどご提言をいただきました元愛媛県議会議

長の土居一豊先生、そして初代市長であります三

好幹二市長に対して、名誉市民を贈呈してはどう

かというご意見でございました。議員各位のご意

見や、市民各位のご意見を拝聴しながら今後検討

させていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 それぞれの質問に対しまして、真摯に回答させ

ていただきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

 市政運営の根本に関することに関しましては、

私が回答することといたしまして、それ以外の専

門的分野につきましては、副市長、教育長、各部

長を中心として回答をさせていただきたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきますよう、よ

ろしくお願いをいたします。どうかよろしくお願

いいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 おはようございます。 

 ただいま小野議員からご質問のありました国と

西予市の個人情報の取り扱いの相違はあるのかと

いうご質問にお答えをしたいと思います。 

 西予市では、総務省の提示をします個人情報の

収集制限、そして利用制限、個人参加、適正管

理、責任明確化、この五つの原則を基本としまし

て、西予市個人情報保護条例を制定をし、個人情

報の適切な管理運用に努めているところでござい

ます。 

 個人情報の取り扱いの事務につきましては、個

人情報取り扱い事務台帳によりまして、一元的な

管理を行うとともに、個人情報の収集目的以外

に、個人情報を利用することを原則禁止をし、例

外的に収集目的以外の目的に利用する場合につい

ては、個人の同意がある場合、または、法令に定

めがある場合等、限定した理由に限るなど、国の

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

に沿った取り扱いを行っているとこでございま

す。 

 したがいまして、基本的には取り扱いについ

て、相違はないというふうに考えているとこでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 ただいま宗総務企画部長の

答弁では、相違点がないということでありました

けれども、やはり市民といたしましては、少し弾

力性のある対応をしてもらいたいというのが偽ら

ざる心境ではないかと思うんですね。規定は規

定、しかし、行政側、上司にとっては忠実にその

業務を行うのが優秀な職員かもわかりませんです

けれども、それをかたくなに守ると、市民にとっ

てはちょっと窮屈過ぎるかなと。 

 それと、またもう一つ、以前にも申し上げまし

たけれども、各職員、各支所によって考え方、相

違点がちらっとあるやに見受けられますので、や

はりその辺は市長以下担当部長がよく指導をされ

て、支所に統一をしていただいて、あるときには

支所長の権限に任すなりして統一的な方向で、ぜ

ひ市民に個人情報については接していただきたい

なと、このように要請をいたしておきます。 

 次に、地方公共団体はその保有する個人情報の

性質、当該個人の情報を保有する目的等を勘案

し、その保有する個人情報の適切な取り扱いの確

保に必要な精査を講じなければならないとなって

おり、また、除外項目として、人の生命、身体、

財産の保護の必要があり、本人の同意が困難なと

き、並びに公衆衛生上、また、児童の健全育成の

推進のため、特に必要な場合、本人の同意が困難

なときは除くと、国の規定ではそのようになって

いるのではないかと思考をいたしております。 

 それはさておきといたしまして、本来の個人情

報の保護とは、本市は別の方向に行っているでは

ないか、いわゆる行政ファーストに解釈し過ぎて

いないか、お伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、個人情報の保護とは別の方向に行っ

ているのではないかというご質問をいただきまし

た。 

 個人情報の保護条例におきましては、特定の個

人が識別をされ、また、それだけでは特定の個人

は識別はされなくても他の情報と照合することに

よりまして、特定の個人が識別がされるものを保

護の対象となる個人情報として定めているもので

ございます。 

 また、市が適切適正に収集した個人情報であり

ましても、個人情報の目的外利用や外部提供は個
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人の権利、利益の保護に反するおそれがあるた

め、原則禁止をしておりますけれども、先ほどご

質問の中にありましたように、効率的な行政運営

や住民サービスの向上のために、目的外利用をす

ることがやむを得ないという場合もございますの

で、法令等により、個人情報の目的外利用等が義

務づけられている場合のほか、法令等の趣旨、あ

るいは目的からして、目的外利用等ができると解

釈をされるという場合には、例外的に適切な対応

を図ることが必要であるというふうに考えており

ます。 

 個人情報の保護等、適正かつ効果的な活用につ

きましては、十分考慮しながら取り扱いを行って

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 一番最初の質問とちょっと

ダブりますし、発言、まだおりますけれども、受

け取る市民にしてみたら、どうしても行政をかた

くなに守ってるではないかなというふうに見受け

られる点があるわけですよね。そこに、先ほど言

いましたように弾力的にしていただいたらなと、

規則は規則です。しかし、規則の中に法律行為、

これを罰し、事実行為これを罰せずということが

あります。違法行為はいけません。脱法行為はえ

えんです。そこにやっぱり職員の知恵が働くんで

はないかなと、このように思います。知恵を出し

て、それはだめですよと、ぽんとはねるんではな

しに、一呼吸置いて一段階置いて、市民のために

対応していただきたいことを要請をしておきま

す。 

 大きな２点目として、民生・児童委員の対応に

ついてお伺いをいたします。 

 民生委員法によりますと、第１条に「民生委員

は社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立

って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の

増進に努める」とあります。 

 国においては、平成２４年７月１７日、厚労省

社会援護局地域福祉課長より事務連絡として、都

道府県民生主管部担当課に民生委員、児童委員に

ついては、日ごろより多大なご協力をいただいて

おります。としながら、さて近年、民生委員、児

童委員については、地域における多様な生活課題

の顕在化により、近年ますます期待される役割が

大きくなっているところでありますが、市・区・

町・村においては、個人情報保護が肝心なところ

です。 

 過度に敏感な考え方をすることにより、民生委

員、児童委員の活動ベースともなるべく、要援護

者の情報が適切に提供されてないという声があ

り、参考事例を示した上で、「民生委員、児童委

員の皆様に、必要な個人情報が適切に提供され、

平時における民生委員、児童委員の活動に支障が

生じないよう、地域福祉活動が推進されるよう配

慮願いたい」とありますが、そこでお伺いをいた

します。 

 厚労省の課長からの要援護者に係る情報の把

握、共有及び安否確認などの円滑な実施につき、

県を通じ、各市町村に周知されたいとなっており

ます。 

 当市は、この件、周知をされているのか、ま

ず、お伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 改めまして、おはようござ

います。 

 お尋ねの要援護者に係る情報の把握、共有及び

安否確認などの円滑な実施については、平成１９

年８月１０日に厚生労働省より地方自治法第２４

５条の４第１項の規定に基づく技術助言として、

都道府県へ通知されており、当市にも愛媛県を通

じて通知されております。 

 これによりまして、当市も日ごろから高齢者や

障がい者などの災害による避難時に支援が必要と

なる人の情報収集、共有が不可欠であり、こうし

た取り組みを推進することにより、災害に強い福

祉のまちづくりを目指すことが求められておりま

すので、当市としても、民生・児童委員の皆様並

びに各関係機関と連携をとりながら、災害時に支

援の必要な方々の情報、共有に努めているところ

でございます。 

 お尋ねの周知の部分でございますが、平成１９

年度でございます。また、５町全部で毎月民生委

員の集まりをされるところもあれば、２カ月に１

回のところもありまして、ここで完全に周知され

たかどうかということにつきましては、把握がち

ょっと難しい状況でございますので、回答とさせ

ていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 部長、言葉尻をとるようで

大変失礼ですけども、周知ということは、あまね
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く知り徹底することを言います。あまねく知り徹

底することですね。周知されてないということで

すので、徹底もされてないんでしょう。 

 このことを踏まえて次の質問に入りますが、さ

らに、厚労省の社会援護局福祉課は、同じく平成

２４年７月１７日付で、自治体から各民生委員、

児童委員の個人情報の提供に関する事例集におい

て、積極的に個人情報を提供している本県、松山

市など全国７市町の好事例集を紹介をし、活用を

勧めております。 

 そこでお伺いをいたしますが、当市はこのこと

を周知をし、民生・児童委員の方々に対し、必要

な情報を提供し、平時における民生・児童委員の

活動に支障が生じないよう、配慮をされているか

どうかお伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 現在、西予市では、１６４

人の民生・児童委員の皆様に日夜活躍をしていた

だいております。 

 任期は３年間であり、担当地区に居住する住民

のよき相談役、また地域のリーダーとして、的確

な行動をとっていただいており、地域住民と確た

る信頼関係を築いていただいているところでござ

います。 

 市といたしましては、各担当地区の委員活動に

必要な情報については、西予市個人情報保護条例

に基づき、西予市民生委員、児童委員に対する個

人情報の提供に関する要綱を平成２４年に制定を

し、この要綱に基づき提供をいたしております。 

 また、緊急に対応が必要な事例など、個々に相

談事例があった場合には、要綱に定めのない情報

についても提供するよう努めております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 次ですが、国が個人情報を

行っている広報などを見ても、民生委員、児童委

員は福祉事務所の協力機関として職責を担うもの

とされております。 

 活動の円滑な実施のために、個人情報の提供を

受ける必要があり、民生委員、児童委員には、民

生委員法において、守秘義務が課せられておるこ

とも踏まえて、各主体からその活動に必要な個人

情報が適切に提供されていることが望ましいと言

われております。 

 これは消費者庁企画課個人情報保護推進室発行

の「よくわかる個人情報保護法」の一部にありま

す。 

 また、西予市民生・児童委員に対する個人情報

の提供に関する要綱は、平成２４年３月議会で酒

井宇之吉議員が一般質問により作成をされ、先ほ

ど部長が答弁をされましたけれども、平成２９年

４月１日に一部変更削除をされております。 

 そこで質問をいたします。 

 当市の民生・児童委員に対する個人情報の提供

に関する要綱、内容はどのようになっておるのか

お伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 先ほどの答弁でも申し上げ

ましたとおり、西予市民生委員、児童委員に対す

る個人情報の提供に関する要綱を平成２４年に制

定をし、提供する個人情報の内容、提供の申請方

法、提供の方法、遵守事項などを定めておりま

す。 

 先ほど言っていただいたように、平成２９年４

月１日には、より活動していただく民生・児童委

員さんの立場に立ったものとするため、要綱の一

部を改正したものでございます。 

 これからも、民生・児童委員の皆様のご意見を

お聞きし、個人情報保護条例との整合性も図りな

がら、臨機応変に運用してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 部長が臨機応変にと言われ

ましたけれども、提供は、差し出して相手の用に

供することであり、ということは、先に差し出す

のが提供なんです。当市は申請様式ですね。ここ

に様式、これ要綱ですよ、６項目。申請になって

ますね。印鑑をついて申請ですね。申請とは、部

長、国や公共機関に向かって許可を願い出ること

が申請なんです。当市は申請なんです。提供とは

どうしても考えにくい。 

 これも、６項目には、平成２９年４月１日に改

正になったんかな。６項に、その他市長が特に必

要を認める事項、これは住基に限られると、絞っ

とるんじゃないですかね、住基、と私はそういう

ふうに解釈しとるんですが。 

 松山市なんか、相当な範囲提供しとるんです。

これは先ほど言いました好事例集の市町村の松山

市の例なんです。そこらをよく勘案をして、よそ
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がされとるんですから、やはりいいとこはまね

て、民生・児童委員の方々が仕事がしやすいよう

に、情熱をもってできるように、もっと言えばや

る気が起きるような方策をとっていただきたいな

と、このように思います。 

 そして、民生・児童委員は毎月１回活動報告の

提出の義務があるのは御存じのとおりだと思いま

す。 

 ちょっと古いんですけれども、平成２４年の厚

生労働省の福祉要請報告によりますと、全国の総

活動件数は、年間３，３８５万件、うち相談及び

支援活動は７１７万件、内容は、高齢者が５５．

４％、子どもに関することが２０．４％、その他

１８．６％であります。 

 また、平成２５年度の民生・児童委員さん１人

当たりの平均では、訪問、連絡、相談支援数が２

９２件、平均活動日数では年間１３０．７日とな

っております。 

 この仕事は、やらなければそこそこでいいんで

す。やろうと思えば大変忙しい、また、大変困難

な仕事でもあり、奥の深い仕事であります。 

 私ごとで恐縮ですけれども、私も、議員になる

前、１期３年間、民生委員を経験しております。

当時、南予の新人民生委員が宇和島市に集まりま

して、グループ研修会がありまして、その後、グ

ループトークがあるんですね、そのグループトー

クの後に、グループごとに標語を出しなさいとい

う宿題がありまして、グループごとに標語はつく

りました。なぜかグループの代表の私の標語が選

ばれまして、そして全体会で発表しました。その

内容は、受け手なし、なり手なし、成った私はお

人よし、これですよ、ないんです。なり手がな

い、受け手がない、成った人はお人よし、この仕

事は、反面お人よしでなければできんのです。教

科書どおりではいけんのです。先ほど言いました

ように、やらなければやらんでいいし、やろうと

思えば大変奥の深い責任の重い仕事が、この民

生・児童委員の役職であると、私は思ってます。 

 そこでお尋ねします。 

 民生・児童委員の方々が、意欲を持ち充実した

活動をしていただくためにも、要綱の見直しが必

要だと思いますが、その考えは、先ほどの質問と

同じですけれども、ありますか、どうかお伺いを

いたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 小野議員がおっしゃられま

した、松山市あたりの要綱も見てみました。 

 その中で、うちの住基関係のことと、うちの６

番目に、市長が認めるものと、必要と認めるもの

というようなところがありますので、臨機応変に

対応できるものと考えておりますが、議員がおっ

しゃる申請になっておるぞというところをちょっ

と説明させていただきますと、これは民生委員さ

んを守るために市がつくった要綱でございます。 

 これは、勘違いされる場合も多々ありまして、

今までも、申請なんかしよったら間に合わへんが

というようなお声を聞いておりますが、間に合わ

んようなときは申請を先にしなさいというような

ことは言うなというようなことで、指導もしてお

りますし、臨機応変にそこらは対応してほしいと

いうことで、職員にも今後も指導していきたいと

思っております。 

 ただ、この申請をしたことによって、民生委員

さん、今、ニュース等でもごみ屋敷みたいな人で

も、勝手に手が出せないような時代でございま

す。民生委員さんが善意でされたことも、何で私

の情報が知っておるんぞというようなことになっ

たときに、そのときには、いや、市にも申請を出

して、市からも許可をいただいておりますよとい

うことが言えるような要綱にしてあげときたいな

という思いでつくったものでございます。 

 ただ、何回も繰り返しますが、申請をして、今

危ないぞという子どもやお年寄りを助けることは

不可能でございますので、そういう場合には、臨

機応変に先に対応をする。そして、職員には、民

生委員さんが先頭に立って問題を解決するようで

はだめだと、先に市の職員が民生委員さんの先に

行けというような指導を今後してまいりたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 物事には裏と表があり、功

と罪があるのは世の中の道理であります。部長が

先ほど言われましたように、臨機応変ということ

ですので、ここから見るとまことにかた苦しいよ

うな申請様式になっております、印鑑もつかない

けません、そこらはまた臨機応変にしていただき

まして、何回も言うようですけども、民生・児童

委員の方々が、意欲をもって仕事がしやすいよう

に、これはほかでもない民生委員、児童委員のた

めではないんです。そういう対象者のためになる
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わけですから、ひとつよろしくご配慮、指導をし

てください。 

 次の質問に入ります。 

 南海・東南海地震が近年高い確率で発生される

とよく言われております。 

 今後は、災害時における対応が重要・不可欠だ

と考えます。 

 先ほどの部長の答弁にも災害に強いまちづくり

という答弁がありましたけれども、そこで質問を

いたしますが、関係部課の連携はどうなっている

のか、情報の共有はできているのか、お伺いをい

たします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 この件に関しましても、私

のほうから回答させていただきますが、私のほう

は民生委員の委員さんの立場に立った上での回答

をさせていただきます。 

 災害時の要援護者の対応につきましては、西予

市地域防災計画に定められた行動を迅速に行える

よう、全庁的な取り組みのもとで机上訓練や研修

会を開催し、防災意識の向上に努めております。 

 福祉課といたしましては、災害時要援護者避難

支援制度に関する要綱を定め、手上げ方式で災害

時に支援の必要な方の台帳を作成し、支援に当た

っていただく地域支援者に登録者の情報を提供す

ることといたしております。 

 また、市内１６カ所にあります福祉避難所の開

設についても、福祉部局が担当することとなって

おります。 

 現在、今年度から取り組んでおります災害対策

マネジメントの構築事業の中で、災害時にも継続

して行わなければならない通常業務の洗い出し及

び各部局が担当すべき災害対応業務の明確化を進

め、災害対応業務ごとのマニュアル作成を行って

おるところでございます。 

 また、来年度当初予算におきましては、要援護

者が地図上で示せるようなシステムを構築するよ

うに計上をお願いをしているところでございます

し、現在は手上げ方式の要援護者しかリストとな

ってない、市がつくった分にはなってないようで

すが、そこらあたりも民生・児童委員さんや区長

さんや周りの方、老人クラブの方々と相談をしな

がら、そういう災害時において、支援が必要な人

の情報というものを集めていきたいと考えており

ます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 民生委員の仕事というの

は、生活弱者の所管は生活福祉部だけではないと

思うんですね。やはりそれぞれの消防なり、危機

管理室、そういうふうな方々との連携は強く要る

んではないかなと、このように思います。 

 そこで、担当部課だけでなく、先ほど言いまし

たように、民生・児童委員の方々と関係部課です

ね、先ほどは民生委員との連携ですけども、今度

は関係部課、先ほど言いました消防や危機管理室

等の連携はできているのか、お伺いをいたしま

す。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 質問自体、民生委員のこと

の質問でずっと続いておりますので、私のほうか

ら、このことについても回答させていただきま

す。 

 危機管理課は、日常業務において自然災害にお

ける危機管理に必要な情報収集、計画書の策定、

訓練の実施等、全ての部署を横断的に調整する業

務を行っております。 

 また、災害本部においては、本部長が判断する

ための動的情報の収集・整理、国・県との連携、

連絡調整を行うこととしております。民生・児童

委員さんとの連携についても、窓口を一本化して

福祉課で行っておるところでございます。 

 また、民生委員さんの立場で申し上げますと、

行政だけではなく、社会福祉協議会や地域包括支

援センター、各社会福祉法人とのかかわりもとて

も大切だと思っておりますので、双方の連携をと

りながら対応したいと考えております。 

 以上です。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 先ほどもちょっと触れまし

たけれども、部長のほうから答弁されましたです

けど、２８年度の成果報告書を見てみますと、２

７年度、２８年度の危機管理課、消防本部は、そ

の計画はされておりますけども、実施はゼロにな

ってます。成果報告書によりますと、２９年度の

実績はどうなっているのか、されたかどうか、民

生委員さんとの相談、連絡、お伺いをします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 先ほどの答弁にも５町、必

ず月に１回、２カ月に１回というような民生委員

さんの集まりがありまして、そこの部分であった
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かどうかの把握は、今現在しておりませんので、

後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 どうも２８年、２９年とさ

れてないような感じがしてなりませんので、して

なければ早く民生委員の代表なり、民生委員の

方々と各関係部課が連携を密にして、連絡をして

いただいたらと、このように思います。 

 大洲市さんなんかは、先ほど言いましたよう

に、災害に強いまちづくりということで、条例の

制定をして、そういうこと日ごろから対応をして

おります。ここに持ってますけども、それはいい

として、そういうお考えが西予市にもあるか、条

例制定ですね、災害に強いまちづくりというふう

な条例を作成して、関係部課、それから民生委員

さんとの、そういう条例作成の考えがあるかどう

かお伺いをします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 要援護者に係る情報の把

握、名簿の作成等につきまして、平成１９年８月

１０日付で要援護者の把握、共有及び安否確認な

どの円滑な実施についてという通知を受けて、平

成２１年には、西予市災害時要援護者避難支援制

度に関する要綱は制定をしております。 

 この制定、平成２１年は愛媛県でもいち早くで

きているものと、私ども考えておりますが、今後

のお尋ねの条例制定につきましては、総務部局と

も相談をしながら、今後の検討とさせていただき

たいと思います。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 災害に強いまちづくりのた

めにも、特に生活弱者のためにも、ぜひそういう

条例づくりを作成をしていただいて、日ごろから

そういうところに目を向けていただいたらと思い

ます。 

 次に、入札についてお伺いをいたします。 

 以前、よく聞いた言葉に、風が吹けばおけ屋が

もうかると、よく言われております。 

 例えば、家１軒建てるのに、何千アイテムの品

物が必要になります。地域経済の浮揚の礎となっ

ているのも過言ではありません。公共工事も地域

の景気浮揚に大きな役割を示しているのはご案内

のとおりであります。 

 安倍総理の三本の矢は、まだ西予市地域には、

その効果がなく、見えておりません。 

 そんな中でも市民の方々は、懸命に頑張って税

金を払っていただいております。このとうとい血

税が、市は適切に有効に使わせていただく義務と

責任があるのではないかなと、私は強く思ってい

ます。 

 そこでお伺いをいたしますが、公共工事の発注

に際して、その事業が費用対効果が、みんながよ

かったなと、あれ、何であんなとこにするんだと

言われないような効果が勘案されて発注をしてる

のかどうか、まずお伺いをいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 改めまして、おはようござ

います。 

 小野議員からの工事の発注に際して費用対効果

を勘案されているのかというご質問につきまし

て、入札までの工事設計や事業計画に関する部分

につきましては、私のほうからご答弁を申し上げ

ます。 

 工事に限らず、市が行います全ての事業単位ご

とに、第２次西予市総合計画及び西予市まち・ひ

と・しごと総合戦略並びに各年度における予算編

成方針に基づきまして、事業単位ごとの評価を行

っているところでありますが、その中で費用対効

果につきましても確認・勘案をしているところで

ございます。 

 議員からご質問のありました経済波及効果につ

きましては、その事業そのものが直接的な経済対

策関係の事業の場合は、それを考慮した算定はご

ざいますけども、経済波及効果が事業の間接的な

目的・効果である場合には、費用対効果以外の事

業の評価の中において、そのことも含めまして、

総合的に判断をしているところでございます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 そういうふうに言われます

けれども、私が見るところ、平成２９年度の西予

市発注工事の一覧表によりますと、以前に宇都宮

久見子議員が一般質問されました市道石城地区２

０９号線の道路改良工事、この箇所は、旧宇和町

時代に東西線というふうな名称で滑走路の計画も

あった場所ではないかなと、このように思いま

す。 

 また、船舶が盛んな、船舶輸送が盛んな折に

は、三瓶町の経済道路として計画されたようにも

聞いておりますけれども、現在ではご案内のよう

に北側には主要県道八幡浜宇和線、南側には主要
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県道宇和三瓶線の２車線の立派な県道がありま

す。果たしてあの真ん中の道路に２車線の道路が

要るのかな、これは不思議でなりません。費用対

効果があるのかな、また、いわゆる旧町地区の２

７７号線だと思いますけども、これは法華津道路

に行く道ですね。これは以前、国道で主要県道幹

線道路でしたけれども、今、立派な５６号線が下

におります。そういうところあたりも、果たして

あそこに１台、一日何台の車が通るんかな、そこ

になぜ、そういう大切な血税を入れるんかなとい

う声が市民の方々から聞こえてまいります。 

 やはり、先ほど言いましたようにとうとい血税

を使うわけですから、市民が欲している場所、こ

れはどうしても要る、将来的に役に立つなという

ところに有効な税の活用をしていただきたいな

と、後から申しますけれども、９月の総務委員会

の答弁にも、公共工事、市の単独工事は抑制しな

ければならないという答弁があったようですけれ

ども、ぜひ、その辺を勘案をして、工事を発注し

ていただきたいなと思います。 

 そこで次のお伺いをしますけれども、市内業者

の下請について、その対応についてお尋ねをいた

します。 

 市内の元請業者が下請に出す場合に、どのよう

な配慮と指導をされているのかお伺いをいたしま

す。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 改めまして、おはようございま

す。 

 ただいまのご質問につきまして、私のほうから

お答えをさせていただきます。 

 工事発注の際の下請業者への対応についてのご

質問でございますけれども、このことにつきまし

ては、平成２６年第３回定例会における小野議員

さんからの一般質問で九鬼前副市長が、このこと

について少し触れられておりますので、重複した

回答もあろうかと思いますけれども、お許しをい

ただき、お答えをさせていただきます。 

 ご案内のとおり、工事発注といいますのは金銭

が絡むことでありまして、法律等に基づき厳正に

執行することが大原則であります。西予市では、

その大原則を遵守しつつ地場産業の育成、発展に

取り組んでいるところでございます。 

 まず、下請につきましては、建設業法第１６条

では、下請発注額が一定以上の金額であれば、特

定建設業の許可が必要であること、第２２条で

は、一括下請を禁止をしてあります。また、第２

４条の６では、元請業者は下請業者が建設業法、

建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などの

法令に違反しないように指導に努めなければなら

ないとされているところでございますが、当市に

おいては、発注に際しては、元請業者から提出さ

れる下請予定届出書、下請施工通知書を確認し、

あわせて提出される下請業者の施工分担関係がわ

かる施工体制台帳等をもとに、工事期間中を通し

て下請業者への適正な配慮など、建設業法に沿っ

て適正に執行ができるように指導をしているとこ

ろでございます。 

 そのような中、西予市では元請業者との工事契

約の際に、契約書の中で特約事項を設け、その第

３条第１項で請負者は請負代金額の２分の１以上

の額にかかる工事を、下請負人に請け合わせて施

工しようとするときは、あらかじめ発注者の承認

を得なければならない、下請負人が自己の請負代

金額の２分の１以上の額に係る工事を、第一下請

負人でございますが、そこに請け合わせて施工し

ようとするときも、同様とすることとしておりま

す。 

 また、その第３条第３項で、請負者は工事の一

部を下請負人に請け負わせて施工するときは、西

予市内に主たる営業所を有する者を優先して選定

するものとすると規定をしております。 

 なお、この下請の市内業者の選定につきまして

は、直接市が下請業者と契約をする立場にはあり

ませんので、元請業者の秩序ある健全な市場取引

としての競争性にも配慮しながら、できるだけ市

内業者を優先して使ってくださいという方針を示

して、元請業者に促しているところが現状でござ

います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 副市長が言われましたよう

に、以前にもこの質問をしました。しましたけれ

ども、どうも、私が見るところ、守られていない

ので、再度質問をしました。 

 やはり、特殊工事とか、市内にそういう業者が

いなければ、仕方がありませんけれども、市内に

そういう有資格者、適格業者がいるにもかかわら

ず、ある工事については、事務的経費、いわゆる

管理費を除いた工事全体を１００％、１００％や
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ないですね、９０％ぐらい丸投げに等しい形で他

の地区の他市の業者に渡している工事が多々目に

つきます。これは、私だけではありません。市民

の方からも、どうしてあれはというようなことが

あります。何回も言いますけども、市民の血税を

使うわけですから、やはり地区の建設業者、市内

の建設業者が下請できるような指導と監督をさら

に強化をしていただきたいな、もっと言いたいん

ですけども、時間が９分になりました。 

 それで、次の質問に移りますけれども、まず、

先に経済収支比率と書いてありますけれども、先

に財政力についてお伺いをします。 

 この財政力は、ご案内のとおり、１を基準にし

て財政力を判断する指数であります。平成１８年

度は０．２８２、平成２５年度が０．２４３、平

成２７年度と２８年度が０．２４で、わかりやす

くざっくり言えば、平成２８年度の我が家の会計

が、１００万円の生活費が要るのに対して、私の

給料は２４万円しかないと、大ざっぱに言えばこ

ういうことで、当市はますます財政力が低下の傾

向になっておると思います。 

 そこで、まずお伺いしますが、財政力向上の施

策についてお伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまの小野議員の財政力

向上のための施策はというご質問をいただきまし

た。 

 ただいま議員のほうからもご指摘いただきまし

たように、西予市の財政力指数、現在は０．２４

というところでございます。 

 これ、県下の１１ある市の中では最下位でござ

います。また、全国７９１の市の中で、下から２

０番以内というふうな状況にもあります。 

 財政力指数の低い団体におきましては、自主財

源が少ないということで、当然に行政運営に要す

る経費における依存財源の割合が高くなることか

ら、地方交付税の減額が非常に財政運営に大きく

影響をしているというふうなことになります。 

 先ほどの普通交付税の縮減も今から出てまいり

ますので、これについても非常に懸念をしている

ところでございます。少しでも財政力指数を上げ

ていきたいというふうなことで考えておりますけ

ども、交付税の減額による影響を少なくしたいと

いうふうに思っておりますけれども、財政力指数

を上げていくということは、自主財源であります

税収を上げていかないといけないというふうなこ

とになります。 

 西予市における経済の情勢、あるいは人口の減

少化、高齢化が進展する中で、所得、そういう中

での所得から考えますと、一朝一夕に大きく上昇

させることはなかなか困難であるというふうなこ

とでありますけれども、企業誘致の積極的な推進

であったり、また、産業振興、また、雇用創出に

よる市民所得の向上などによりまして、着実に市

税の確保とか増収を図っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 部長の答弁で、２番目の質

問の答弁も重複したように思いますけれども、２

８年度の決算状況、これ、決算特別委員長の報告

にありましたけども、不納欠損額は一般会計で

１，５４９万９，０００円、特別会計で１，３６

７万円であり、合計２，９１９万９，０００円に

なっております。 

 市長は、去る９月の補正予算に関連して、財政

的優遇措置が段階的に縮減される地方交付税の普

通交付税、昨年に比較して、たしか全国ベースで

３．３％、また、愛媛県の市町村の平均では４．

０％の減、本市前年度は比較すると率にして４．

４％、５億２，０６６万６，０００円のマイナス

の１１２億５，１１４万の交付だったと記憶をい

たしております。 

 さらに、一般会計の説明の中でも２９年度の国

の内示では、約４億円の地方交付税の減額が見込

まれて、大変厳しい財政状況だと言われておりま

す。 

 そこでお伺いいたしますけども、先ほど部長の

答弁と重なりますけれども、財政力の向上のため

にどういうふうな方策を職員に対応させているの

か、指導しているのか、お伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、財政力指数を高めるためにというこ

とでありますけども、市税への収納率、これに力

を入れていきたいというふうなことも考えている

ところでございます。 

 平成２８年度の市税と国保税の徴収実績を見て

みますと、調定額は４１億７，１２８万円ありま

して、そのうち収入済みが３９億８，８５２万円
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でございます。収納率は９５．６％というふうな

ことになっております。 

 この収納率は、前年度と同額というふうな、同

程度というふうなことでございますが、目標とし

ておりました前年度を下回らないというふうな収

納率は達成しているところでございます。 

 市・県民税、そして固定資産税の租税の収納率

につきましては、９６．６％で、県内の市の中で

は５番目ということになっております。 

 なお、また国保税の収納率につきましては、９

２．３％でありまして、これは県内の中で１位と

いうふうなことで、高い収納率となっているとこ

ろでございます。 

 自主財源の確保と、納税者間の負担の公正・公

平性、それを確保するために、限られた財源の中

で、今後さらに収納率を高めていきたいというふ

うに考えておるとこでございます。 

 地方税法に基づきまして、厳正な滞納整理を行

うとともに、今以上に口座振替なども推進をして

いきたいというふうに考えておりますし、効果

的・効率的な収納体制の整備に努めまして、納税

者の方から見て信頼される税務の行政あたりも必

要になってくるというふうに思っておりまして、

なお一層の質の向上も目指していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 丁寧な答弁で時間がなくな

りました。 

 先ほど、部長の答弁では収納率の答弁ありまし

た。私も全国平均、県平均、市のやつ持ってま

す。 

 確かに、全国市町村では上位クラスにおります

けど、以前、三瓶の町長は、優秀な職員は必ず税

務課に行かせて税の人からお金をもらう難しさ、

大切さを学ばせておると。学ばせるように行かせ

ておりました。その経験した職員が西予市になっ

て数名、部長職に登用されています。 

 やはり、人様からいかにお金をいただくか、そ

して、いかに大切なお金を使うか、そのために

も、やはり、そういう配慮を当時の町長さんはさ

れたように思います。 

 そこで、収納率もただ机に座っているのでな

く、当時の町長は出向いて行けと、何回も行け

と。そうして、おまえが来たらしょうないわいと

いうぐらいまでにせよと言うて指導されたようで

す。 

 そして、もう一つ、法人税の確保ですけれど

も、ご案内のように、平成３１年の４月にちぬや

が開業します。 

 今、愛媛ちぬやも恐らく本店を西予市に置いと

ると思いますけども、法人税法でいきますと本店

登記でなければ法人税は入りません。 

 ですから、ぜひ今度できる西予市の工場も本店

を西予市に置いて法人税が西予市に入るように、

そういう努力をしていただきたいな。 

 そして、従業員もぜひ市民から多く採用してい

ただきまして住民税にはね返ってくるような方策

をしていただきたい。 

 先ほど言いましたように、我々議員は市民の代

弁者、それから行政のチェックと政策提言ですか

ら、そういう提言をしておきます。 

 そして、平成２８年度の監査委員の指導報告の

意見書にもありますように。 

○議長 簡潔にお願いします。 

○１７番小野正昭君 はい。はい。滞納となって

いる、先ほど言いましたけれども、徴収は徹底的

にしていただきまして、実効性のある、そして、

よりよい解消を図っていただきたい。 

 不納欠損がないようにしていただきたい。いわ

ゆる、正直者がばかを見ないようにしていただき

たいなと思います。 

 暮らして安心が体感できる西予市づくりのため

に管家市長の一層の叡智と努力と並びに指導力を

心から期待をして時間が少し超過をし、経常収支

率の質問ができなんだですけども、部長、ごめん

なさい。次期に回します。 

 以上で、このたびの一般質問を終わりたいと思

います。ご清聴ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時０４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

 次に、１５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でござい

ます。 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、

１２月定例会においての一般質問をさせていただ

きます。 

 先ほど、小野議員も最後のほうに言われました
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けれども、時間がなかなか１時間という設定が難

しいところがありますので、理事者の皆さんにお

かれましては項目もちょっと今回多くなっており

ますので、答弁を縮小していただいて、要点のみ

の答弁ということでお願いをしたいなと思ってお

ります。 

 今回、私の質問は大きく三つですけれども、１

点目、追跡質問という形でさせていただいており

ます。 

 これは、今までの一般質問において何回か繰り

返した質問もありますけれども、何とか皆さんか

ら、できそうかなと思うような答弁をいただいて

る中の質問項目が、それがどうなっているのかと

いうことをちょっと質問させていただきたいと思

いますので、端的にお答えをいただきたいなと思

っております。 

 まず１点目、公用車にドライブレコーダーをつ

けたらどうかというふうな質問もさせていただき

ました。 

 当初は、職員の方の事故等が結構ちょこちょこ

あるということで、それも含めて、今、犯罪が多

い。そして、認知症の方の行方不明が多いという

ふうなことも含めて、せっかく公用車がたくさん

走ってるんだから、そこにドライブレコーダーを

つければどうかという質問をさせていただきまし

た。 

 その質問をした後から、ニュース等を確認して

みますと、ドライブレコーダーから、または市の

中の設置したカメラから犯罪が解決したというふ

うなこともたくさん出ておりますので、より一層

強く思いを深くしたわけですけれども、この１

点、ドライブレコーダー。 

 当時、できるところからするというふうな答弁

をいただいておって、まだできてないように思う

んですけれども、このドライブレコーダーに対し

ての設置の効果の認識と今、どういうふうな方向

で進めておられるのかお伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 二宮議員のご質問にお答えを

したいと思います。 

 ドライブレコーダーの設置と、どのように進め

ているかということで、設置の経過も含めて答弁

をしたいと思っております。 

 まず、設置効果の認識でありますけれども、こ

れにつきましては、昨年の１２月議会において答

弁をいたしましたとおりでありますけれども、運

転者の安全意識の向上が期待されることによる交

通事故の防止や、また、万が一事故が発生した場

合の証拠映像が記録されることによる事故処理の

効率化。また、昨今話題となっておりますあおり

運転を初めとする悪質運転に巻き込まれてしまっ

た場合のトラブルの回避など、多方面での効果が

期待されているところでございます。 

 それに加えまして、ドライブレコーダーの性能

にもよりますけれども、駐車中の当て逃げとか車

上荒しなど、エンジンを切った状態でも録画でき

るものもございます。 

 これによりまして、防犯カメラとしての役割も

備えたタイプもありますので、性能面、価格面に

伴って今後ますますの需要が高まっていくものと

いうふうに考えているところでございます。 

 それで、西予市としましても、ドライブレコー

ダーの有効性といいますか、を十分認識をしてお

りまして、順次導入を進めているところでござい

ます。 

 既に消防、そして救急等の緊急車両、これにつ

きましては現在１５台導入しておりまして、その

ほかの公用車につきまして、３台設置をしている

ところでございます。 

 特に消防車両につきましては、運行に関する苦

情等の確認や現場状況の確認に役立っておりまし

て、また、これは一般の公用車につきましても効

果が期待できるというふうに考えているところで

ございます。 

 一度に全車両につきまして導入するというふう

なことはなかなか財政的にも厳しいという状況に

ありますので、車両の用途によって設置の要否で

あったり、また優先順位を判断する必要もあろう

かというふうに考えております。 

 まず、更新予定の公用車につきましては、ドラ

イブレコーダーの設置を標準的な仕様とするとい

うふうなことを基本に考えております。 

 また、既存の公用車につきましても、その運行

の状況であったり、設置効果等見きわめながら順

次導入していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 緊急車両以外はその他３台

というお答えをいただきましたが、その３台はど

32



 

この部門の車に設置されているのか、お伺いをい

たします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 これにつきましては、野村支

所の公用車に３台設置をしております。 

 本庁の車がまだないわけですけども、本庁の

車、今年度、また来年度にかけて車の更新時期の

車も何台かありますけども、その更新時期には設

置をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 その設置に関して、管理運

用とかに関しての要綱とかいうのは準備をされて

おるんでしょうか。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 管理運用の要綱等はあるかと

いうことでございますけれども、現在はその要綱

の設置はしておりません。必要があれば、その要

綱等につきましても今後検討していきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 データ管理とか保存期間と

か、先ほど小野議員も言われましたけれども、個

人情報とかいうのも、そのドライブレコーダーに

は入ってくるわけですよね。 

 現在、公用車につけておられるよその自治体の

を見てみますと、ほとんどのところが設置及び管

理運用に関する要綱というのをつくられて運用さ

れてるというふうに思いますので、ぜひ早めに検

討されて、更新車には当たり前のようにつけてい

くという、今、ご答弁いただきましたので、ぜひ

有効な運用になるようなご配慮をお願いしたいな

と思います。 

 それでは、もう１点、今後の中で考えていただ

きたいのが、児童・生徒の見守りしていただいて

おる青パト、青いパトロールランプつけていただ

いておる、あれにもつけていただくような方向で

今後検討していただけたら、いろいろなデータを

蓄積していって、夕方の時間帯の事故とか、子ど

もが、特に自転車通学等の子がどういう運転をし

てるとか、どういう危険があるとか、そういうの

もデータが集められるんじゃないかなと思います

ので、ぜひご検討をお願いしたいなと思います。 

 次、２番目に、オリジナル婚姻届についても質

問をいたしました。 

 酒井部長やったと思うんですけども、お金もか

からんと思いますんでやりたいと思いますみたい

な答弁をいただきましたが、どうなっておるでし

ょうか、お願いします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 二宮議員のご質問にお答え

をしたいと思います。 

 婚姻届等につきましては、各自治体においても

オリジナルのデザインの婚姻届を作成していると

ころが多く見受けられるようになっております。 

 先ほど質問がありましたように、昨年の第４回

において前向きにということで答弁をさせていた

だいております。 

 当市においても、各支所を含めた戸籍事務担当

者で届け出作成についての協議・検討を進めてま

いりましたが、届け出にはデザインのないシンプ

ルなものが主に用いられることが多くて、企業な

どが作成したデザインのある婚姻届も提出後は届

け出自体が手元に残るものではないということと

なっております。 

 近隣のオリジナルデザイン婚姻届を作成してい

る市の状況としまして、オリジナルのものを使う

割合が５０％ほどありますが、二宮議員お尋ねの

記念になるように持ち帰る、コピーをして持ち帰

るという届け出は数えるほどしかないようでござ

います。 

 当市においても、婚姻届は今現在作成しており

ませんが、ニーズを踏まえて、今後より一層充実

した窓口サービスの提供をしてまいりたいと考え

ております。 

 また、先ほども言われたように、予算ゼロでつ

くれるパソコンの得意な職員もそこの課におりま

すので、一つの例として作成費ゼロ予算でつくる

ことは可能かと思っておりますので、今後の課題

とさせていただきます。 

 年度末ぐらいには一つ見本みたいなものをつく

ってくれというようなことで職員に指示をしたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 これ、質問するに当たっ

て、担当の課長のほうからもそういう説明を一応

受けたんですけども、今の答弁にもありましたけ

ども、要はニーズがないというふうに認識をされ
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ておるということですよね。私はニーズはやっぱ

りつくるものやと思うんですよ、行政が。 

 先ほど言われた、今、実際につくってるとこの

５割ぐらい使用してるということであれば、ニー

ズはないわけやないですよね。 

 今、本当に情報いうか、情報の拡散の時代なん

で、みんながパソコンでどこのでも見れるし、オ

リジナル婚姻届も全国の自分の気に入ったところ

のを使って提出できるということもあるけれど

も、それを知ってる人が何人おるんかということ

ですよね。 

 だから、それをやってるよということを発信を

するのがやっぱり行政の役目。それで、西予市を

知っていただく、全国からということもあるんじ

ゃないかと。 

 それで僕は全てとは思いませんけども、そのチ

ャンネルの一つということで前回も質問をさせて

いただきましたので、ぜひ、部長も年度内にとい

う、職員の手ですばらしいものができるといいな

と僕も願っておりますので、ぜひ前に進めていた

だきたいなと思います。 

 次に、３番目、人口内耳についてご質問させて

いただきました。 

 このときは、次の日常生活用具の対象品目の見

直しのときにという答弁をいただいて、ホームペ

ージを見ておりましたら、ことしの８月時点のホ

ームページにそういう項目があったのでちょっと

見ましたけども、人工内耳はちょっと入ってなか

ったように思えたんですけれども、これはどのよ

うに進んでるのかお伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 ご質問の人工内耳につきま

しては、障害者総合支援法に定義されている地域

生活支援事業に障がい者の日常生活の便宜を図る

支援として日常生活用具給付事業があります。 

 この事業の運用において給付されるものと考え

ておりますが、現在は国の示す参考例の品目とは

なっておりません。 

 当市の要綱においても対象外の品目となってい

ましたが、昨年の第３回定例会において二宮議員

からもご質問をいただき、要綱に給付対象品目と

して加えるため、県内の状況も勘案して検討して

まいりました。 

 装置自体が高額なものであり、頻回な電池交換

も必要なことから、聴力に障害のある方の経済的

負担軽減とあわせ快適な日常生活を営めるよう、

要綱を改正し、平成３０年１月から適用すること

としておりますので、ご了解をいただいたらと思

います。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。

安心をいたしました。ぜひ、前に進めていただき

たいと思います。 

 続きまして、４点目、貧困の連鎖解消というこ

とで、国の法律改正からスタートして生活困窮者

世帯の教育支援、これ貧困の連鎖をストップする

という、私たち公明党のほうが全国でずっと質問

をし続けて、願い続けてきた項目でもありますけ

れども、この法律がスタートをして西予市も教育

環境というか、教育を受けにくい家庭の子どもさ

んに対してどのような支援ができるかと。 

 スタートしたときに多分質問させていただいた

と思うんですけれども、今、どのような状況にな

っているのかをお伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 お答えをいたします。 

 生活困窮世帯の教育支援につきましては、平成

２７年第４回定例会におきまして二宮議員よりご

質問をいただき、支援体制を整えるべく検討しま

した。 

 生活貧困などの理由により養育環境に問題があ

り、十分な教育を受けられず、大人になっても貧

しさから抜け出せないという貧困の連鎖を断ち切

るためにも対象児童生徒の学習意欲を高め進学・

就職を支援していかなければなりません。 

 当市におきましては、西予市こどもホームワー

クサポート事業により平成２８年９月から１世帯

１人の子どもを週１回学習習慣及び日常的な生活

習慣を身につけるために非常勤講師を自宅に派遣

し、支援に当たっております。 

 今後も、小学校などと連携をし、制度の周知を

図り支援体制の充実に努めてまいります。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今、対象者は何人ぐらいで

しょうか。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 現在、この事業に参加して

いるのは１人でございますが、その対象者とい

う、今のご質問の中ではかなりの人数がおるんで

はないかなと思いますが、これは手を挙げていた
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だいての事業です。こちらから、お宅の子どもさ

んはというような問いかけはしておりませんの

で、そこらはまた教育委員会等とも協議をしなが

ら事業を進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 最初質問したときにもお話

しして、教育委員会との連携が大事ですよねと、

学校現場というかというのもお話ししたと思うん

ですけれども、今、その当時とちょっと国の状況

も変わってきて、高校も、私立高校も無償化の方

向に今進んでおりまして、世帯５９０万円未満の

年収の方には私立高校も無償化の方向と。 

 安倍総理が今言われておる中で、大学も無償化

というのが生活保護世帯の授業料とかいうのも出

てきておりますし、また奨学金においても返還不

要の奨学金というのも、これは本当に近い将来で

きそうな雰囲気になってきております。 

 それはできたけども、今の小学生・中学生がそ

ういう環境で勉強できない、または最初から諦め

てるという子どもさんがやっぱり今おるから、こ

ういう事業があるわけですけども、ぜひそこをス

ピードアップというのもこっちから押しかけて行

ってというのも、それは部長言われるように大変

なんですけども、周知をまずしていただいて、親

に対して。 

 こういうのがあるんですよということの、こう

いうのもできるし、こういうのもできるしみたい

な選択肢を示していただいて、食いついていただ

くといったら言葉変ですけども、意欲をちょっと

持っていただく、関心を持っていただくようなこ

とをやっぱり進めなければ、実際、国の制度は大

学無償化になったけども、行く人おらんぞよとい

うふうになっても残念な結果になりますんで、ぜ

ひそこのところをお願いしたいと思うんですが。 

 この件については、この後、加藤美香議員も同

じような質問を多分されると思いますんで、そち

らのほうでしっかり答弁していただきたいなと思

っております。よろしくお願いします。 

 それでは、この項目の最後ですけども、医療費

の無料化について。 

 何回か、これも委員会とかここの場でも質問さ

せていただき、前回は前三好幹二市長の最後やっ

たと思うんですけども、そのときにずっと言い続

けて、福祉の国境論で僕もくしゃっとしながらい

つも終わってた項目やったんですけども、その中

で医療費の、ちょうどあのときに松野町が１８歳

まで医療費無料化というのが新聞に、私が質問す

る前日ぐらいに出まして、これ、どんなんやろか

なと思いながら質問したけども、やっぱりだめで

したという項目です。 

 さきの議会でも、部長の答弁でも検討しますみ

たいな話が出ておったんで、できるかなと思って

たら今回のちょうど定例会の中で２，０００円以

上無償化というのを出していただきました。本当

にありがとうございました。 

 これは、県内でもほとんど、松山以外は全部で

きてるみたいなところなんで、何とか西予市も追

いついてよかったなと思っております。 

 一番最初に質問するときに、当時の部長と話し

たときに、なかなか難しいですよねという話の中

で、歯科のほうから進めたいなと思っておるんで

すよというのを前の横山部長が言われよったんで

すけれども、その歯科の件についてどうなってい

るのかお伺いをいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 歯科の状況の前に、まず、

今回上程をさせていただいておる部分について説

明をさせていただきたいと思います。 

 現在、西予市では、就学前６歳までの医療費自

己負担分と小学生及び中学生の入院費自己負担分

が無料となっております。 

 ご質問にあります県内市町の現況につきまして

は、中学まで医療費無料化につきましては５市９

町が実施しております。 

 松山市を除く４市についても歯科医療費無料

化、通院医療費の助成を実施しております。 

 西予市の方向性につきましては、子どもの保健

の向上及び子育て世帯の経済的負担の軽減のため

には重要な施策と捉えており、また、第３回定例

会におきまして、小玉議員より一般質問いただ

き、助成範囲の拡充について前向きに進めていく

よう、助成の内容について検討をしてまいりまし

た。 

 今後の方針といたしましては、段階的に医療費

助成の拡充を進めることとし、平成３０年度から

小学生、中学生の通院にかかる一部負担金が月に

２，０００円を超える場合において新たに助成を

行うため、本議会において議案第１０１号で提案

をさせていただいております。 
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 お尋ねの歯科医療費につきましても、医療費に

くくられると考えておりますので、病院、歯科

医、両方とも２，０００円以上につきましては西

予市のほうで見ますよというような条例となって

おります。 

 また、先ほどお尋ねがありました、元、勇退を

されました三好市長がずっと言われる、本来、医

療費助成は日本中どこに住んでも同じサービスを

受けることが望ましく、国の制度として児童にか

かる十分な医療費体制が早急に構築されることも

あわせて強く継続して要望していきたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 今回、追跡質問５項目させていただきましたけ

れども、その中の四つについてはかなりの進展か

なということで、私も安堵をしております。 

 市行政に対しての要望は我々議員も一般質問と

いう形で要望させていただきますが、各区長さん

においても毎年いろんな要望をたくさん出され

て、毎年同じことせないけんのやけどなというふ

うなこともお聞きしております。 

 今、先ほども言いましたように情報の拡散とか

も本当に昔と違うスピードで全世界のことがわか

るような時代になってきて、パソコン一つで本当

にいろんなことが知り得る今時代になっておりま

す。 

 それともう一つはＩＴ、私は苦手ですけども、

ＩＴとかＡＩとか人工知能が今、かなりロボット

のことでテレビ等でもにぎわしておりますけれど

も、その中でも車の運転をもう人が運転せんでも

無人でやるというのが近い将来実験的にされると

いう、数年前まで全く我々考えられなかったよう

なことがもう進化をしておるわけですよね。 

 そういう中で、こういうアナログと言ったら失

礼かもしれませんけども、我々が質問して、また

行政の人がしっかり考えていただいて、それを事

業にしていただくと。 

 その中で、人口減少はかなり進んでくるわけで

すよ。今回もありましたけど、２年前、３年前に

質問して、やっと行政のほうが事業化して、今

度、来年これしましょうかといったときに、も

う、それ要らんぜよと、その人おらんようになっ

たでというふうなことが起こり得るわけですよ

ね。 

 ですから、行政のそういう、今までと違った対

応の仕方というか、スピード感を持ってぜひ行っ

ていただければまたありがたいかなと思っており

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それで、次２番目ですけども、大きな２番目

で、投票率の向上対策ということで質問をさせて

いただきます。 

 この間、衆議院選挙が突然やったですけども、

行われました。 

 そういう中で、投票率というのも何か、以前は

田舎のほうやと９０％ぐらいが当たり前的なとこ

ろがちょっとあったように、僕らが小さいころは

思いよったんですけども、最近、何か本当６０％

あったらいいなぐらいな感覚にちょっとなってき

とるんじゃないかなということで、そこをちょっ

ともう一回見直したいなと思いまして質問をさせ

ていただきます。 

 最近の西予市においての推移と、それに対して

選挙管理委員会はどのように思っておられるのか

ということをちょっと１点お伺いしたいと思いま

す。 

○議長 宇都宮総務課長。 

○宇都宮総務課長 選挙管理委員会の書記長とし

て答弁をさせていただいたらと思います。 

 今ほどご質問にありました本市における最近の

投票率の関係でございますけれども、また、その

分析でございますが、平成２６年１１月１６日執

行の第１８回愛媛県知事選挙の投票率、こちらが

４９．６６％。平成２６年１２月１４日執行の第

４７回衆議院議員総選挙の小選挙区が５６．６

５％、平成２８年４月２４日執行の西予市議会議

員選挙、こちらが７４．７５％。平成２８年７月

１０日執行の第２４回参議院議員通常選挙の選挙

区が６２．９１％。そして、本年１０月２２日執

行の第４８回衆議院議員総選挙の小選挙区が５

９．５４％となっております。 

 投票率の高低でありますけれども、これは選挙

の種別でありますとか、各選挙における関心、ま

た注目の度合い、立候補者との関連性などから単

純に比較、判断することはできないのではないか

と考えておりますが、最近執行されました衆議院

議員総選挙で比較をいたしますと、第４７回の衆

院選、投票率５６．６５％から今回は５９．５
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４％に２．８９％向上しておりまして、県内平均

投票率から約８．８％、国平均投票率から約５．

９％高い投票率となっているという状況でござい

ます。 

 全体といたしましては、県内で見ますと５９．

５４％ということで、県内の市の中では一番高い

投票率という状況でございますが、先ほどありま

した６０％を割り込むという状況であります。 

 この６０％というところを一つの目標というと

ころで、今後、さらに啓発に努めてまいりたいと

思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 今回、この質問させていただこうかなと思った

一番の背景というか、投票率が低いというか、６

０％ぐらいが当たり前と思ってることが本当にい

いのかなというふうにちょっと思ったわけですよ

ね。 

 投票率が低いということは、政治に関心が薄い

というふうにも考えられますし、あと、衆議院や

ったら国、市会議員選挙やったら、我々議員に対

して市民の皆さんが期待をされてるのかされてな

いのかと、今回７５％ぐらいという、去年の７

５％ちょっと切ってますけども、これも昔の町会

議員のころやったらどうでしょうか、９０近く多

分、全部いってるんじゃなかったかなというふう

にも思います。 

 先ほども言いましたように、人口減少が急激に

加速化という形で進んでる中、多分今３万９，０

００人そこそこ、３万９，０００人、数値にした

ら３万９，０００人さえも切るようなこの西予市

の中で少子高齢化で、特に端々の皆さんは高齢化

の世帯、またひとり暮らしの世代がふえていく中

で、本当に関心がないで済ませていいのかな、そ

こに関心を持ってもらうということが今からやろ

うとしている住民自治の見直しであったり、国が

行ってる地方創生じゃないのかなというふうに思

います。 

 ですから、よそは知りませんけども、この西予

市の市民の皆さんには選挙に積極的に参加をして

いただいて、関心を持っていただいて、文句を言

っていただいて、それで初めて行政がよくなって

くるんじゃないかな。自分の住んでるところがよ

くなり、未来に残せるんじゃないかなというふう

な思いで今回ちょっと質問をさせていただいてお

ります。 

 ちょっと大げさかもしれませんけども、そこの

スタートになればなという思いでおります。 

 近年、今の投票率になってきた中に、何年か前

やったですかね、投票所をかなり減らしたという

ことがありました。 

 何回かほかの議員さんも以前そういうことも質

問されたりして、これも平成の大合併の影響なん

かなというのは思ってますけども。 

 私たちが議会議員選挙のたびに回らせていただ

いて、何ぼお話ししても絶対行かんという地域の

方がおられます。いこじになって、絶対行かん

と、選挙に行かんぞと。これ、何でですかと言う

と、やっぱり投票所を減らしたからと。 

 今回の衆議院選挙を見ても、地区別というか、

旧町別に見たら、一番低いのは三瓶町、５４．８

３％です。私がそうやってお聞きしたのも三瓶町

の方です。 

 特に垣生のほうの方と下泊のほうの方からそう

いう声が今までも何回か選挙やったたびに言われ

ました。 

 もう今、本当に期日前投票所、半日は近くに用

意はしてるけども、そこさえも行けないという方

もふえてるんですよ。そこをやっぱりどうしてい

くかということで。 

 今回、衆議院選挙の中の全国ニュースの中で移

動の投票車、車を地域に持っていって投票してい

ただくというふうなことをやっているところと、

もう１点は、投票所へ人を運ぶ、そういうことを

されて投票率をアップされてるところがあったん

ですけども、そういうのはご存じでしょうかね。 

○議長 宇都宮総務課長。 

○宇都宮総務課長 今ほどご質問のありました移

動の投票所の関係でございます。 

 これは総務省のほうでも調査、またホームペー

ジ等でも情報の提供が出ているという状況でござ

いますので、全てではございませんけれども、そ

の範囲ぐらいの程度については存じ上げていると

いうところであります。 

 投票率の向上の関係で今ほどの移動手段であり

ますけれども、西予市のほうとしては既に現在で

すけれども、交通バス路線が２９路線、代替バス

が４路線、またデマンド乗り合いタクシー４路線

を運行しているという状況であります。 
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 期日前投票でございましたら、本庁また各支所

のどの期日前投票所でも投票ができるということ

にしておりますので、公共交通機関がなく、投票

所への移動が困難な場合につきましてはこの期日

前の投票期間中に生活交通バスでありますとか、

デマンド乗り合い交通機関を有効に利用をしてい

ただけたらと、そして、そこまでお願いしたいと

考えているところであります。 

 しかしながら、今後さらに高齢化が進むという

ところも考えられるというところの中で、移動支

援については何らかの対応が必要ではないかと、

西予市選挙管理委員会でも既に協議をしていると

いうところでございます。 

 まだ県内の移動支援の取り組み事例というもの

はございませんけれども、先ほど申しました他県

の中に委託により自宅と期日前の投票所との間を

車いすやストレッチャーの登載に対応している車

で送迎をするというような歩行困難者に対する移

動支援を行っている事例もあるというふうに伺っ

ております。 

 今後、この要件整備でありますとか、車両、職

員の配備、また事故発生を想定する、そういうよ

うなことも対応として必要なのではないかと考え

ておりますので、これらを整理し、それらの課題

を解決していきながら、先進事例を踏まえてさら

に検討を重ねていきたいというように考えておる

ところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今、書記長が答弁いただい

た中で、今の西予市の公共交通を、もっと利用し

てもらえればというお話もありました。 

 確かにそうなんですけども、それさえも、全部

じゃないですよね、公共交通網も。やっぱり抜け

てるところもあるし。それも週に、毎日じゃない

んで、そこに合わない時間帯もあるわけですよ

ね。そういうところをもうちょっとニーズを把握

するというか、聞くというか、いう方向をお願い

したいなと思うんですけれども。 

 今、一番そういう話をしてて市民の方から言わ

れるのは、スクールバスが４町が小学校の再編が

進んで４町にスクールバスが何台もあって、昼間

ずっととまってると。それを利用したらいいんじ

ゃないかという話を何人かからも聞きます。私も

もちろんそう思っておりますし、今までもそうい

うご質問もしてまいりました。 

 最近の答弁では、この間は宗部長やったんです

かね、最近の答弁では全くだめですよというふう

な話ではないような答弁も聞いたような気もする

んですけれども、このスクールバスを昼間動かす

のに、規定の中で目的外使用というのがあって、

学校教育活動に利用するとき、その次に、２とし

て「前号に定めるもののほか特に必要があると認

めたとき」というふうに書いてあるんですけど

も、これがちょっとくせ者で、これ、僕らが見た

らできそうなものやないかなと思うんですけど

も、この２で、「前号に定めるもののほか特に必

要があると認めたとき」というのはどういうとき

なのか、ちょっと教えていただけたらなと思いま

す。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 スクールバスにつきましては教

育委員会の管轄でございますので、私のほうから

ご答弁を申し上げます。 

 スクールバスの目的外使用に関するご質問でご

ざいますが、期日前投票等や投票日当日の投票の

交通機関として利用できないだろうかというご質

問にお答えをさせていただきます。 

 ご案内のとおり、スクールバスは園児、児童及

び生徒が通園、通学及び学校行事等で運行する場

合に必要であるということで導入を図った事業で

ございます。 

 議員おっしゃるとおり、目的外使用ということ

で学校が教育活動のために利用するとき、これも

目的外使用になります。 

 そして、もう１点くせ者であると言われます、

「特に必要があると認められるとき」という条文

がございます。 

 この「特に必要と認めるとき」という部分の範

囲なんですが、今から申しますことに全ての要件

を満たしたときに目的外使用が可能であると、住

民利用が可能になるということの条件がございま

す。 

 当然のことながら、一つ目としてはスクールバ

スを利用する児童生徒の登下校に支障のないこ

と。 

 そして、二つ目には、安全の面で万全を期する

ように配慮されていること。 

 三つ目に、交通機関のない地域等の住民にかか

る運行であること。 
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 最後になりますが、教育委員会が住民利用に供

することを差し支えないと認めた場合という、こ

の四つの要件を全て満たす必要があります。 

 こういった要件を満たしたと判断した中で生活

交通バスにも一部現在利用をしているところでご

ざいます。 

 議員おっしゃるとおり、スクールバス、昼間は

車庫に眠っているのではないか、台数も２３台に

及んでおります。 

 この利用につきましては、市民の皆さんからの

いろんな意見も拝聴をしておるところでございま

す。 

 スクールバスの処分制限期間というのがござい

まして、処分制限期間は６年でございます。６年

間の間に先ほど申しました目的外に使用する場合

は文科省への届け出が必要でございます。 

 現在、生活交通バスで運行しているのも文科省

への届けを出して許可を受けた上で運行をしてい

るという状況でございます。 

 ６年間を過ぎれば、市町村で自由になるという

解釈もできようかと思いますが、本来は児童生徒

の通学、登下校の安心・安全を第一に考えて導入

したスクールバスでございます。 

 さまざまな考え方があろうかと思いますが、決

して完全に排除するものではないと考えておりま

す。 

 選管の検討結果、お考えを待って教育委員会で

も十分検討を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 望みはあるということで、自分では理解してお

りますが、近隣の町の状況で見てみたら、松野町

は教育委員会の承認を受けなければならない。伊

方町においては、町長が認めればと。町長が特に

必要と認める場合に限りというふうな文言で、伊

方町の場合は条例で、松野町の場合は仕様規定と

いう形で運用されているようなんで、これも多

分、今、部長言われたような、これの上で文科省

へ多分届けてということなんだろうなというふう

には今、理解をしたんですけども、次の大きな選

挙というのは２年後の参議院選挙なんで、それま

でに選挙管理委員会も検討いただいて、ぜひ、そ

のときになったら本当に人口がというか、高齢化

がどんだけ進んでおるかというのをちょっと考え

るとぞっとするわけですけども、ぜひそのときに

は何らかの、今までよりも投票所に行きやすい西

予市の選挙へのかかわりというか、そういうのを

ぜひ進めていっていただければありがたいなと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

 それで、次、３番目の宣誓書のほうなんですけ

れども、宣誓書も以前、大分前に質問したときに

は入場券と一緒に裏にしてくださいというふうに

お願いしたら、ちょっとお金がかかりすぎるんで

できませんというご答弁をいただいて、何とか自

宅で宣誓書を書けるようにしてくださいとお願い

したら、ホームページから出していいですよと、

近年そういうふうにさせていただいて、随分便利

にはなったと思います。 

 便利になったはなったで、また住民の方から、

市民の方から、ちょっと書いてある文字がややこ

しいでと、いやになるぜというふうなことを言わ

れましたので、僕もちょっと近隣を調べてみまし

た。 

 理事者と議員の皆さんにはタブレットの中に資

料をきょう入れていただいておるんですけども、

これが西予市の宣誓書ですよね。 

 もう一方で大洲はこれなんですね、大洲市。こ

こに宣誓書の要件というふうに書いてたんですけ

ども、これ見たら、全く同じなんですよ、６項

目。 

 何で、こんな見た目が違うんかなと、これ書こ

うという意欲が、これとこれ見たら両方置いとっ

たら、絶対こっち書きませんよね。ということな

んです、私が言いたいのは。 

 ですから、特にこの一番下の点線から下なんか

は、これ内部用でしょう。こんなのは要らんのや

ないですかね、と思います。 

 ですから、ぜひこれは、今、書記長が、はい、

やりますなんか言えんと思いますが、ぜひ検討し

ていただけるかどうかだけちょっと答弁いただけ

ないかなと思います。 

○議長 宇都宮総務課長。 

○宇都宮総務課長 失礼いたします。 

 今ほど議員のほうからありました様式をわかり

やすくということでございます。 

 こちらの宣誓書の記載内容、こちらにつきまし

ては、公職選挙法施行規則の第９条において宣誓

書の様式が規定をされているというところでござ
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います。 

 県内の市町についてはそれぞれそれに準じたと

ころで使用をされているというところであろうと

思いますけれども、今ほど添付されておりました

大洲市のところを見ましても、確かに文字の一部

省略、また項目も省略をされているというところ

で、第４のところが抜けておるようでございます

けれども、どこまで省略様式の変更をすることが

可能なのかどうなのか、そういうところにつきま

して、また、こちらの選挙管理委員会のほうで

も、県内の選挙管理委員会におきます事務連絡協

議会とこういうふうな協議の場がございます。 

 そういうところで検討を進めて、どこまで変更

が可能なのか、また対応を考えていきたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今言われたことは私も初め

て気がつきました。 

 １、２、３、５、６になっておるんで、全部一

緒かなと思ってました。４が省略されてますよ

ね、大洲は。 

 これで要件を満たしておるんだろうかなという

ふうに、ちょっと逆に不安になりましたけれど

も。 

 私、これ老眼鏡ですけども、裸眼で見たら全然

見えません、この文字が。というか、書く気がな

くなるというのは、今の私でさえそう思うわけで

すよね。 

 高齢者の皆様は、やっぱりもっと思われるんじ

ゃないかなというふうにね。 

 これ、家で書いて持っていったらいいけんなっ

て持っていっても、それさえももう面倒くさいと

いうふうに思われたら、選挙に行く足が一歩とま

るわけですよ。そこをやっぱり何とか行っていた

だけるようにするために小さな努力かもしれませ

んけども、ぜひ、次回の参議院選挙までには進め

ていただいたらなと思います。 

 次、大きな３番、ＩＣＴを活用した住民サービ

ス、まちづくりについてということで質問をさせ

ていただきます。 

 ＣＡＴＶ事業ができてもうかなりになりますけ

ども、まだ一部というか、もともとは難視聴対

策、テレビが見えなくなるということで全市にと

いうことでスタートをした事業ですが、この事

業、今、何年たつんですかね。大分落ちついては

きたと思うんですけども、この事業に関して、行

政としてはやってよかったとは思うんですけど

も、その評価をお伺いをしたいなと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問のＣＡＴＶ

に対する評価ですけれども、また将来の方向性と

いうことでございますけれども、この事業、平成

２３年からの事業開始となっております。 

 現在の加入者の状況でありますけれども、西予

ＣＡＴＶが提供しますテレビの加入件数、これは

９，２５５件となっております。 

 また、インターネットサービスの件数、これが

５，２８５件となっておりまして、契約の数とし

ましては１万１，０５７件というふうな状況であ

ります。 

 ＣＡＴＶ整備事業によりまして、テレビサービ

スではテレビの再送信だけではなくて、西予ＣＡ

ＴＶ株式会社の自主放送番組等によりまして行政

情報が早く的確に提供されているという状況でご

ざいます。 

 また、通信サービスにおきましては、光ファイ

バーケーブルによる高速で安定した通信環境が整

備をされたことによりまして、これまでにない高

速なインターネットへの接続によりまして都市部

と変わらないサービスを受けることができるとい

うことと、そして、またＩＰ電話等の利用も可能

となったというふうなことで通話料の削減といい

ますか、そういったことにもつながっておるとい

うことでございます。 

 平成２６年度になるんですけども、まちづくり

報告書における住民アンケートがありまして、そ

のときに現在の情報通信サービスに満足をしてい

るかというふうなアンケートを行いました。 

 その結果、８７％ほどの方が満足しているとい

うふうな結果も出ているところでございます。 

 こうしたことから、ＣＡＴＶ事業によりまして

市内でのテレビ放送受信の格差の解消、また都市

部と市内地域間の情報格差の是正、それと西予Ｃ

ＡＴＶ株式会社の自主放送番組で地域情報やまち

情報、行政情報等の提供ができておるということ

によりまして情報の共有化、そして一体化が促進

できているというふうな評価をしているところで

ございます。 

 しかし、周辺部では、また少子高齢化、人口減
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少が進みまして、また光伝送路の維持管理経費、

そういったものも徐々に上がってきているという

ふうなことでございます。 

 また、今後もそれが増加をしていくというふう

なことが心配されているところでございます。 

 また、老朽化した放送設備等もございまして、

それの更新等のことも今後必要になってくるとい

うことでありまして、利用者にとりましてはより

安定した質の高いサービスの提供、そして、それ

によって経営を安定化をするというふうなことで

ありますけれども、加入率の向上、これが大きな

課題というふうなことにもなっております。 

 今後としましては、西予ＣＡＴＶではより魅力

的な番組づくり等にも力を入れていきたいという

ふうなこと、そして加入者の確保、また新しい新

規の事業の検討を行うというふうな計画であると

いうふうなことも聞いておりまして、市としても

可能な限りで支援をしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 加入率もいろいろ言われますけど、特に宇和町

がテレビが見れる、インターネットもラジオもと

いうことで加入率が本当に低いというのがずっと

言われて、結構長いと思うんですけども、そうい

うのと、事業導入のときに当時の総務部長等がよ

く言われてたのが、双方向で将来できるかなとい

うふうなことを、僕も総務委員会の中で何回か聞

いたことがあります。 

 双方向というのはどういうことですかというふ

うなことを聞いたら、お年寄りの人の見守りがで

きるとかいうふうなことも確かそのとき言われ

て、それええなと。朝起きて、自分の家から血圧

とか、こういうのを報告したらいろいろな指示が

もらえてみたいな、安心やなというふうな、そう

いうふうになるんかなというふうにちょっと思っ

とったんですけども、今、さっき言ったように落

ちついてますよね、今。 

 落ちついてるのがいいのかどうかなという、先

ほどの満足度８７％がいいのかなということなん

ですけども、双方向でできる住民サービスとかい

うのは考えられてはないか、ちょっとお尋ねをい

たします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問の双方向で

のサービス、将来的に考えられないかというふう

なご質問であったと思いますけれども、これはＣ

ＡＴＶ整備事業によりまして、高速で安定した通

信環境が整備がされて、今後さまざまなインター

ネットなどのサービスを受けることのできる環

境、そういったことができております。現在、市

としてそのサービスを提供しているものはありま

せんけれども、全国的には電気ポット、また人感

センサーによって高齢者の見守りサービスができ

たりとか、あるいはそのタブレット端末を使用し

た買い物弱者への買い物代行サービス等ができた

りとか、あるいは通信のその双方向性を生かしま

して、福祉分野での活用の事例等も先進事例とし

てございます。急速に高齢化が進んでおります西

予市におきましても、今後そういったことができ

ないか、関係部署とその利活用について調査・研

究を行っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 本当に、他所の市から見たら、何かうらやまし

いなと言われるようなことがあるわけですね、こ

の今回のこのケーブルテレビの事業については。

本当に宝の持ちぐされにならないように、もっと

有効に使っていただきたいし、今言った話がこれ

２年後３年後４年後にできたときに、それを利用

する人がおらんなったとかいうことではちょっと

寂しい話なんで、ぜひ部長もご理解されとるとい

うことでしたら、この双方向に対してぜひ前向き

に進めていただきたいなと思いますんで、よろし

くお願いします。 

 最後に、そのＩＣＴの関係の教育現場の利活用

ということで質問させていただきますけども、小

学校なんかの学校で、今ＩＣＴ使ってるというの

はよくあるんですが、これ西予市の中に県立高校

が３つありまして、これどこも募集のたんびに定

員割れとかいうのがずっと長く続いてて、私たち

もちょっと愛媛県の高校教育課の皆さんと勉強会

をさせていただいたときに、県は積極的に再編を

進めてはないなというのは感じました。一応、県

立高校の再編整備ということで、計画は出とるん

ですけれども、西予市はその中で三瓶町が入って

おりまして、平成３０年度及び３１年度の入学生
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が４１名以上が基準で、できなかった場合分校化

と、３２年４月に分校化を予定というのが、これ

県のホームページに載ってる計画なんですよね。

それよりも実際に学校へ行ってみて、野村にして

も宇和にしても、運動会とか見てもすごい寂しい

ですよね、今の人数。これが本当なくするわけに

もいかないし、どうしたらいいんかなというとき

に、今ＩＣＴの時代なんで、西予市の高校として

この３つをつないで、ＩＣＴを利用して何かでき

んかなという、これは僕のぼんやりとした、今、

構想というほどでもないんですけど、思いなんで

すけども、これを進めるためにはやっぱり市が、

学校の先生ではなかなかこれ難しいと。そして、

ＰＴＡもそこだけではなかなか進まないというこ

とであると、やっぱり行政が主導をしてこの話

を、いろいろ言われるかもしれませんけども、議

題として出していかないかんじゃないかなと思う

わけです。そこでやっぱり市長に、将来のこの３

つの県立高校、支援学校は別として、この３つの

学校をどのような方向にしたらいいかなという

か、それに対する考え方を、ちょっとあれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 ただいま、二宮議員からご質問のあ

りました、市内の県立高校３校の今後についてと

いうことについてお答えをさせていただきたいと

思います。 

 今言われましたように、市内には宇和高校、野

村高校、三瓶高校がございます。特別支援学校も

県立の高校として４校あるわけですが、特に３校

のことに絞ってお話をさせていただきたいと思い

ますが、合併をしました、平成１６年には、３校

で１，１５０人生徒がおられました。少子化の進

展によりまして、１１月末現在で、５８２人と約

半数まで減少しております。 

 また、平成２８年度の中学校を卒業した市内の

中学生の４６．６％が、市外の高校へ進学をして

いるという現状もございまして。いわれましたよ

うに、分校化や統廃合が心配をされている現状で

ございます。 

 なぜこのように市外の高校へ進学をされるので

あろうかと。一つには交通の便がよくなったこと

があると思います。 

 それと進学先を検討する際に、生徒本人や保護

者の方は、大学等への進学や就職、そして部活動

などを考慮し、今までの過去の実績や特色のある

学科が創設されている、スポーツであれば優秀な

指導者がおられるというところへ将来的にも選択

の幅が広がるという学校を選ぶ傾向にあるのでは

なかろうかなというように考えております。 

 ＩＣＴのことをいわれましたし、ＩＣＴに特化

するような学科の創設というのも一つの方法であ

ろうと思います。 

 そのことによって高校の魅力化につながり、市

内高校への進学の選択肢というものは一つ多くな

るのではなかろうかなと思います。 

 県立高校でございますので、県の管轄でござい

ます。特色のある新たな学科の創設などは、いろ

んな意見はいいながら運動等はできるとは思いま

すが、かなりハードルが高い。そして最終的に

は、県教委のほうでお決めになることであると思

いますけれども、そういう声があるのであれば、

現場の皆さんと共に動くということはかまわない

と思っております。 

 しかし、高校が統廃合されるということは、子

育て世代が流出もいたしますし、Ｉ・Ｊ・Ｕター

ンも減るということがありまして、今人口減少を

食い止めるという施策を掲げております私といた

しましては、人口がふえる要素がなくなってしま

うという懸念がございます。 

 行政としても市内高校に対して何か支援できる

ことはないかと、市役所内の担当部局へ検討を始

めるよう支持を行っております。 

 その第一歩として、先般、教育現場での課題や

市への要望、今後の高校のあり方について、市内

の３高校の校長先生を始め、教職員の皆さんと担

当部局の職員で、意見交換をいたしました。 

 今後もこれは続けていきたいと思っておりま

す。 

 県立高校は県の所管ではございますが、少子化

の中、過疎地域における高校は地域の活力や賑わ

いの創出にはかかせない存在でございますので、

今後とも高校、そして地域の皆さんと関係機関と

連携をして、市として何ができるのか。 

 そして、どういうことを皆さんが望まれ、また

当事者である子どもたちはどういうことを望んで

いるのか、幅広いところで意見を集約しながら、

検討をしてまいりたい。そのように考えていると

ころでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 すいません。時間超過いた

しました。市長より貴重な発言をいただきました

んでこれを高校存続化のスタートにできればいい

かなと思っております。 

 また、この件につきましては、あした井関議員

も質問してもらいますので、しっかりまた答弁を

していただいて、議論をスタートしていきたいな

と思っとりますんでよろしくお願いします。 

 時間が超過してすいません。議長ありがとうご

ざいました。 

 以上で、今回の質問を終わります。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時２１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時３

０分） 

 次に、４番加藤美香君。 

○４番加藤美香君 おはようございます。 

 議席番号４番、加藤美香です。本日は、議長よ

り一般質問を許可されましたので、通告に従いま

して一般質問をいたします。 

 本日は、小学校の再編について、学習支援につ

いて、補助金について、この３点をお伺いいたし

ます。 

 まず初めに、昨年の１２月にも一般質問いたし

ましたが、再度宇和地区の小学校の再編について

お伺いいたします。西予市における小学校の再編

計画策定から７年余りが経過し、現在までに城

川、野村、明浜、三瓶は統廃合が終了いたしまし

た。宇和地区においても、明間と皆田小学校が今

年の３月に統廃合されました。あとは、多田、中

川、石城、宇和町、田之筋小学校の再編が残され

るのみとなりました。宇和地区においては、平成

２１年に３校案が策定されてから７年余りが経過

し、当時の児童数の推測や、情勢も変化している

ことから、昨年再度、多田、中川、石城、宇和

町、田之筋小学校地区の地域住民説明会が開催さ

れ、１年余りが経過しました。また、ことしの８

月には、統廃合された皆田、明間地区において

も、地域住民説明会が行われました。そこでお伺

いいたします。宇和地区の全ての地域で、小学校

再編計画説明会が終了いたしましたが、その結

果、教育委員会として把握した市民の意見はどの

ようなものであったのか、お伺いいたします。 

 ２点目に、宇和地区の小学校の再編について、

改めて考え直していくのか、またどのような方向

性になるのかお伺いいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 加藤議員の宇和地区の小学校の再

編について、説明会での市民の意見はどのような

ものであったかと、そして今後改めて考え直して

いくのか、またどのような方向になるのかとのご

質問であります。合わせてご答弁をさせていただ

きます。 

 加藤議員も述べていただきましたけれども、一

部重複するかもしれません。冒頭、西予市小学校

再編計画の内容と、現在までの取り組みについ

て、少しふれさせていただきます。 

 教育委員会は、平成２１年１０月に西予市小学

校再編計画を策定し、これに基づき小学校の再編

に取り組んでまいりました。そして、宇和地域を

除く地域におきましては、ほぼ計画に沿った再編

が完了したところであります。 

 現計画では、宇和地域は多田小、石城小、中川

小を宇和上小学校、仮称でございますけれどもこ

れに。そして、明間小、皆田小、田之筋小を宇和

下小学校、同じく仮称でございます。これに再編

し、宇和町小学校は存続をするという内容として

いました。また、計画当時既に複式学級の増加を

しておりました明間小学校につきましては、皆田

小学校に先行統合するということとしておりまし

た。 

 そして、再編の時期ですけれども、明間小学校

を皆田小学校に統合するのは平成２６年の４月１

日。宇和上小学校と宇和下小学校への再編は、今

後長期的に児童数の推移を判断した上で決定する

というふうにしておりますけれども、宇和上小学

校は平成３１年４月１日、宇和下小学校は平成３

３年４月１日を想定をしていました。 

 教育委員会といたしましては、この計画に沿っ

て、本年４月１日に、計画より３年おくれになり

ましたけれども、明間小学校を皆田小学校に統合

するとともに、今後残された再編に取り組むべ

く、昨年１１月から本年８月までの間に、各小学

校区単位を中心に、延べ９回地域住民説明会を開

催し、意見を伺ってまいりました。 

 そこで、その説明会での市民の皆さんのご意見

はということでありますけれども、説明会では参

加者からさまざまなご意見を拝聴することができ

ましたが、将来はともかく、今は再編の必要性は
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感じていないというご意見が多く、再編に向けて

の機運の高まりというのはいま一つ感じられなか

ったと思っています。 

 これは、再編対象の小学校が全て相当数の児童

が在籍をしております。一番小さい多田小学校に

おきましても、ことし５月現在で６６名が在籍を

しております。またその児童数は、計画策定時の

数を維持したり、あるいはこれを相当上回って推

移している学校もあります。そうした状況があり

まして、当初平成２４年度にも生じるというふう

に見込んでおりました複式学級も、いまだ発生を

しておりません。これは、当時既に複式に入って

おりました明間小学校は除いてのお話でございま

す。そういう事情があるんだろうなというふうに

思っています。 

 また、３校に再編する現計画につきましては、

児童数は今後長期的に減少し、このままではさら

なる再編が避けられないと思う。そうした中で、

より集約した形で再編するのが望ましく、現計画

はそういう意味で見直すべきであるというご意見

が大勢を占めました。このため、教育委員会とい

たしましては、宇和地域の小学校再編について、

今後次のようにしたい、対応したいというふうに

考えております。 

 まず、３校に再編する現計画は見直すこととい

たします。そして、見直しの時期ですけれども、

これは複式学級の発生と今後の児童数の推移、校

舎の老朽化の状況、さらには統合間もない皆田、

明間地域の地域事情等を勘案して、教育委員会に

おいて検討していくこととしたいと思っていま

す。また、見直しに当たりましては、別途検討委

員会を設置して検討することといたします。 

 市民の皆様には、この現計画の策定時に２回、

素案を持って、そして成案を持って、それぞれご

意見を伺う場を持ちました。そして、今回の説明

会と合わせますと、既に３回ご意見を聞く機会を

持ってきたわけでございます。 

 そうした中で、まだ決まらんのかと、あるいは

これでまた振り出しに戻るのかというような印象

を持たれる向きもあると思います。しかしなが

ら、これは振り出しに戻ったということでは決し

てございません。前に進めるために、一たん立ち

どまって考えてみようということでございまし

て、今までの積み重ねの上に立った検討を行うと

いうことでございます。そういう意味で、引き続

いて関心を寄せていただいて、ご協力をお願いし

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 今のご答弁の中で、検討委員

会をというようなことがありましたが、検討委員

会を立ち上げられるならば、どのようなメンバー

で、どのような形で、いつから発足されるつもり

なのかをお伺いいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 検討委員会ですけれども、これは

この現計画を策定するときにも、同じような組織

で検討をいたしておりますけれども、今回は宇和

地域に限定してのお話になろうかと思います。宇

和地域内の保護者の代表の方でありますとか、学

校関係者でありますとか、あるいは地域の代表

者、そして学識経験者、こういった方々を想定を

しております。 

 そして、その検討をいつから始めるのか、検討

委員会をいつから設置するのかということでござ

います。これについては、教育委員会においても

協議をしておりますけれども、まだ決まっており

ません。さまざまなご意見があります。見直しを

決めるということを決めた以上は、早急にそうし

た検討に入って、そしてその結果を住民の皆様に

早くお示しするのがいいんじゃないかというご意

見もあります。 

 ただ、再編に向けての機運がいま一つ高まって

いない中でそれらを検討し、そして地域に出てい

ってご相談をするということが本当にいいんだろ

うか、もう少し時期を見て対応したほうが現実的

なのではないかというご意見もあります。 

 そうしたことを、今後協議を続けていきたいと

いうことでありますけれども、客観的な事情とい

たしまして、児童数がこのまま推移すれば、二、

三年後には複式学級の発生が見込まれるというこ

ともございます。そうした中で、今後の複式学級

の発生の状況、あるいは５年後には宇和町小学校

を除く宇和地域全ての学校の校舎が建築後４０年

を経過をいたします。そろそろ長寿命化等の検討

を迫られる、そういう時期に差しかかります、そ

れらの状況。さらには、統合間もない明間・皆田

地域につきまして、現計画では、同じ児童が小学

校に在籍をする間に２度の統合を強いるというこ

とはよくないという配慮から、２度目の統合とい
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うのは７年後に行うという計画としております。

そうした点への配慮、こういったものを勘案し

て、総合的に引き続いて教育委員会で検討をして

いきたいということを考えているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 近いうちに検討委員会を立ち

上げられた場合なんですけれども、それは公開で

実施されるようになるのでしょうか、その辺をお

伺いいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 これは、検討委員会の中でどうい

う対応をするかということは、検討いただくこと

になろうと思います。私がこの席でそのことにつ

いて言及するということは、必ずしもどうだろう

かという気はします。ただ、基本的に今回の住民

説明会、そしてこの再編についての教育委員会の

会議、これらは全て公開をしてまいりました。で

きるだけ透明化をして、市民の皆さんがわかりや

すく、そして関心を寄せていただける、そうした

ことが望ましいということは言うまでもありませ

ん。そういう延長線上に考えていただけるものだ

と思っておりますけれども、それは最終的には検

討委員会の皆さんのご判断ということを待ちたい

というふうに思います。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 これからの小学校再編につい

ては、検討委員会、教育委員会などで決まったこ

とはその都度ホームページに公開され、市民とと

もに進められることを期待するところです。 

 次に、学習支援事業についてお伺いいたしま

す。国が進めている、地域と学校の連携・協働に

よる学習支援の取り組みの一つである地域未来塾

事業が、西予市でも今年の１０月より始まりまし

た。愛媛新聞の記事によると、西予市学び舎とい

う名称で、第一弾として宇和地区の多田、中川、

石城の３つの小学校の４年生から６年生までの児

童を対象にスタートし、宿題などの疑問点を解決

しながら、それぞれのペースで学習を進めたとあ

りました。また子どもたちは、「わかりやすかっ

た、楽しかった」と感想を述べておりました。そ

こでお伺いいたします。西予市学び舎事業の具体

的な内容をお伺いいたします。 

 ２点目に、西予市学び舎事業の進捗状況と課

題、今後の方向性をお伺いいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 加藤議員にご答弁を申し上げま

す。 

 西予市教育振興基本計画では、生きる力を育む

学校教育の推進を重点目標の１つとして掲げまし

て、学校・家庭・地域の連携と協力により、児童

生徒に確かな学力、豊かな人間性、そして健康・

体力をバランスよく身につけさせ、社会の一員と

してたくましく生きていく力を育成していくこと

といたしております。 

 ご質問のありました、西予市学び舎事業は、こ

の重点目標を達成するための１つとして、児童生

徒一人一人が目標を持って意欲的に学力の向上を

目指そうとする取り組みを、学校と地域と家庭と

の連携の中でサポートすることによって確かな学

力を育成し、児童生徒の生きる力の基礎・基本と

なる学力の向上を図ることを目的に、今年度から

新たに開始した事業でございます。 

 具体的な内容はということでございますが、学

び舎での学習内容は、指導者、主に教職に携わら

れた方々にお願いをしているところであります

が、指導者が子どもたちからの学校の学習内容に

対する質問に答えるなどの支援を行うことを中心

としております。子どもたちが主体的に学習に取

り組み、学校から出される宿題などについて十分

に理解できにくいところを指導者に質問し、それ

を支援・指導するという形態で行うこととしてお

ります。 

 また、教材やプリント等を使った指導や、授業

形式の指導ではなく、指導者が直接子どもたちと

対面して指導することにしております。参加料は

無料ということで取り組んでおります。 

 進捗状況と課題、今後の方向性はということで

ございますが、当事業は先ほどふれましたとお

り、今年度新たに開始した事業ということもあり

まして、緒についた段階であり、試行錯誤をしな

がら取り組んでいるというのが現状でございま

す。指導者の体制が整った地域から、順次西予市

に在籍する児童生徒を対象に開設することとして

おります。 

 現在は、中川公民館におきまして、多田、中

川、石城小学校の４年生から６年生の児童を対象

に、毎週土曜日の午前９時から１１時半まで実施

をしております。指導者につきましては、教職に
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携わられた経験のある方にお願いをし、１０月７

日から授業を開始しております。参加児童は、当

初８名でしたが、体験希望者を含め、現在は１０

名が参加しております。 

 この授業の課題はと申しますと、やはり指導者

の確保でございます。実際に中川公民館で学び舎

事業を開始してみますと、１会場当たり６名程度

の指導者の方のご協力を得る必要があると判断を

しております。今後は、他の地域において１日で

も早く実施できるよう、何よりも指導者の確保に

取り組んでまいる所存でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 今のところ、学習支援が中川

公民館でのみしか実施されてないようですが、こ

れから先へ広げていかれるということですが、具

体的には、いつごろまでに全域で実施することが

できるとお考えでしょうか。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 先ほども答弁をさせていただきましたが、何よ

りも指導者の確保ができなければ、なかなかこれ

を開設することはできません。いついつまでに全

市的に広げていくというようなことのご答弁を申

し上げる段階にはないというとこが正直なところ

でございます。この学び舎事業に関しましては、

将来の理想形としましては、各公民館単位で開設

ができたら理想であると、教育委員会では考えて

おります。ただ、これにはまだまだ無理がある

と、指導者の面等において無理があるというふう

に判断しております。当面の目標としまして、公

民館で開設している今の学び舎事業も含めまし

て、宇和町で３会場、そして宇和町を除く各町で

１会場の開設が近いうちにできればなと考えてお

ります。なお、まだ１会場でございますが、来年

の年明け早々には、明浜のほうで開設ができるん

ではなかろうかというような想定でいるところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 もう１点、ほかの市では、中

学生の学習支援も行われておりますが、西予市に

おいては、今後中学生に対しては学習支援を実施

される予定はないのでしょうか。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 この今年度開始しました学び舎事業におきまし

ても、小・中学生を対象にということで、いろい

ろ議論を重ねてきました。最終的には、原則とし

て小学校４年生から中学校１年生までを対象にし

ようではないかという、あくまでも原則です。と

いう方向で現在進めているところでございます。

なぜ小学４年生から中学１年生までにしたかとい

いますと、小学４年生になると、徐々に学習内容

が高まってくるという点がございます。そしてま

た中１までにしたという部分につきましては、一

応中学生については教科が専門化するという部分

もありますので、指導上やはり困難な部分がある

んではなかろうかという等々のご意見もございま

して、一応２年生３年生については対象から除い

たという経緯がございます。中１を入れた理由に

つきましては、中１ギャップの中で、学習に対す

る不安や不適応が見られるというような現状もご

ざいますので、そういった形で中学１年生まで対

象にしたというところでございます。中学１年生

から３年生までのこういった学習支援の取り組み

と、中学生のみに限っての取り組みというのは、

現段階では教育委員会では持ち合わせていないと

いうのが実情でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 早い時期に学習支援をされる

先生を集められて、子どもたちの学習支援を行っ

ていただいて、子どもたちの基礎学力の向上や学

習習慣の定着を期待するところであります。 

 次に、最後に補助金についてお伺いいたしま

す。 

 補助金は、公益上必要があると認めた場合に交

付できる金銭的な給付と一般的に定義されていま

す。まず初めに、補助金制度の仕組みはどのよう

になっているのか。また西予市の場合、大きく分

けてどのような性質の補助金があるのかお伺いい

たします。 

 ２点目に、補助金は行政の補完的な役割を担

い、目的を効率的に実現するための有効的な手段

であり、市が直接執行する事業と比較して自由度

が高いと思われますが、補助金が適正かどのよう

にチェックし、見直しを図られているのかお伺い

いたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

46



 

○宗総務企画部長 ただいま、加藤議員の補助金

についてのご質問がございました。 

 まず最初に、補助金制度の仕組みはどのように

なっているのかというふうなご質問でございます

けれども、当市が予算化をしております団体や個

人等への補助金につきましては、地方自治法にお

きまして、先ほどおっしゃられたように、公益上

必要がある場合においては、寄附または補助をす

ることができるというふうな規定に基づきまし

て、またその原資が市民からの貴重な税金で賄わ

れていることを踏まえまして、公益上必要性が高

いと客観的に判断ができることを前提条件に、制

度設計・支出をしているものでございます。 

 特に、個人・団体への補助金につきましては、

対象となる事業や団体活動が、市の計画する政策

やまた施策等の目的と合致をし、市が関与する妥

当性や必要性があるかどうか、また効果的・効率

的に達成しようとしているものであるかどうか、

そういったところを十分に判断する必要があると

いうふうに考えております。 

 そうした条件を満たしているというふうに認め

られるものに対しまして、規則や要綱等を制定を

しまして、補助申請から審査を経ての交付決定。

また、実績報告からその事業完了の確認を経ての

補助金の交付など手続きを明確化をしまして、適

正な事業管理と交付金の支出に努めているという

状況でございます。 

 次に、補助金の性質に関するご質問がございま

した。まず大きく区分しますと、義務的な補助

金、そして任意的な補助金というふうに大きく分

けられるというふうに考えております。平成２９

年度の一般会計予算におきましては、全体で１５

億６，２００万円余りの補助金の計上というふう

になっております。義務的な補助金につきまして

は、法令や条例等の定めによりまして補助する義

務的な支出で、主に社会保障関連事業などの給付

事業がこれに当たります。 

 また、任意的な補助金は、法令等の定めはない

ものの、国や他の地方公共団体との協調事業や、

また西予市が担う政策上必要性が高いとされる特

定事業や活動を奨励、または育成すること等を目

的としまして補助する任意的な支出でございまし

て、補助金全体の大半を占めているというふうな

状況になっております。 

 その補助の大半を占めておりますその任意的な

補助金の中におきましては、福祉分野の民生団体

や社会教育分野を中心とした教育団体等、各種組

織の活動に対して支援することを目的とした運営

補助金、また各種イベント等の事業に対する補助

金、農林水産業や商工業振興対策としての、個人

または団体が行う生産活動等に対しての支援をす

ることを目的とした補助金等があるというふうな

状況になっております。 

 最後に、補助金の適正化がどのようにチェック

がされ、また見直しを図っているのかというご質

問をいただきました。先ほど申し上げましたよう

に、補助金事業を所管します各課等におきまして

は、補助金の支出について補助金交付要綱等を整

備をしております。適正な事業実施に努めており

まして、要綱等に定める基準や手続きに基づきま

して、事業計画から実績報告まで書類の審査を実

施をし、また必要と認めた場合は、聞き取り調査

また現地調査等を行った上で、補助金の適正交付

をしているという状況でございます。 

 なお、また予算編成におきましては、その編成

時点で予算査定の折に、社会情勢が毎年変化をし

ている状況のもとで、継続的事業でありまして

も、補助金の支出の必要性、また適正な補助金で

あるかどうか、補助金支給対象団体の活動の状況

等、ヒアリングを実施をして予算を取りまとめを

しているというふうな状況にあります。 

 平成１９年度に、合併後初めてその補助金の見

直しを実施をいたしました。補助対象事業及び補

助基準額の精査、補助金額の適正化を図っており

ます。以降、補助金の適正化につきましては、予

算編成方針で毎年明記をしまして、適正な予算措

置に努めているという状況でございます。 

 今後、厳しい財政状況が見込まれるところでご

ざいます。歳出の全体的な抑制は避けて通れない

というふうなことを考えておりまして、全事務事

業に対して、これは聖域なく必要性や妥当性、そ

して計画性などの見直しも必要になってくると言

いうふうに考えております。 

 その中で、補助金制度のあり方につきまして

も、改めて見直しの時期に来ておりまして、補助

金の制度の目的とかあるいは内容、また効果など

再度検討をしまして、適正化を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 
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○４番加藤美香君 補助金の不適切な支出が、

今、熊本市で問題になっておりますが、補助金は

市民の税金が使われておりますので、西予市にお

いても市民の方に納得できるよう、厳正な運用を

期待するところです。次の一般質問の機会には、

補助金について各論的な質問を予定しておりま

す。 

 以上、一般質問を終わります。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 あす１２月８日は午前９時より一般質問を行い

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後 ０時０４分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日はこのように大変寒い中傍聴にお越しいた

だきまことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 酒井部長。 

○酒井生活福祉部長 昨日、小野議員からの最後

の質問にありました行政と民生児童委員の方々の

連携はとれているのかという質問に対しましてご

回答させていただいたらと思います。 

 各地区民生児童委員の定例会に、支所防災担当

者や本庁危機管理課担当が出席をしまして、総合

的な防災の啓発活動をさせていただいておりま

す。 

 直近の実績といたしましては、平成２８年度に

野村地区において、宇和地区においては、平成２

７年、２８年、２９年と連続して開催となってお

りますが、明浜地区、三瓶地区、城川地区におい

て開催がまだのようですので、今年度において開

催するよう調整を進めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１２番井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 おはようございます。 

 議席番号１２番井関陽一でございます。議長よ

り許可をいただきましたので、一般質問をさせて

いただきます。 

 その前に、早朝より、今、議長からもありまし

たが、傍聴に来ていただきましてまことにありが

とうございます。 

 それでは、まず初めに、現在は解散をしてしま

いましたが、本年３月に定例会におきまして会派

爽麗会として代表質問をいたしました３つの内容

について確認の質問をさせていただきます。 

 まず１つ目ですが、今後の西予市について何を

中心とした進め方をされるのかという質問に対し

まして、市長より多様性に富んだ四国西予ジオパ

ークを中心としたまちづくりを行うという答弁が

ありました。先般１１月１４日から１６日の３日

間、再認定の審査があり、市長より本定例会招集

の挨拶の中で多少触れていただきましたが、審査

の手応えはどうであったのか。 

 また、審査の結果につきましては、１２月２２

日と聞いていますが、結果にかかわらず、このジ

オパークを中心としたまちづくりは進めていかれ

るものだと思っておりますので、このジオパーク

を中心としたまちづくりを進めていく上において

は、このジオサイトにおける説明、あるいはジオ

ミュージックなどＷi-Ｆiを使うた対応が今後必

要になってくるんではないかなと感じておりま

す。 

 そういうことも含めまして、今後、このジオパ

ークを中心としたまちづくり、これをどのように

進めていかれるのかをお伺いしたいと思います。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 おはようございます。 

 ただいま井関議員のほうから、まずご質問のあ

りました、先日、四国西予ジオパークの再認定の

審査を受けて、その手応えと今後の進め方につい

てのご質問でありましたので、そのことについて

私の考えを述べさせていただきたいと存じます。 

 井関議員を初め各議員の皆様には、ジオパーク

推進につきまして、ご理解、ご支援を賜り感謝申

し上げております。定例会の招集の挨拶で申し上

げましたとおり、１１月１４日から１６日の３日

間にわたりまして、日本ジオパーク委員会の３名

の審査員の皆さんによりまして、再認定に伴う現

地審査を受けたところでございます。 

 西予市がジオパークに取り組んだきっかけや認

定時に与えられた課題、４年間で行ってきた活動

を説明するとともに、小・中・高校の教育の取り

組みや防災教育ジオパーク推進協議会の各部会の

取り組みやガイド団体の取り組みなどを報告を行

い、各地域のサイトを地域のガイドの方々に案内

をしていただきました。 

 新聞報道で一部報道されておりますけれども、

審査委員講評では、課題として与えられておりま

したストーリーについては、まだまだたたき台の

段階までしかできていないが、これをチャンスと

捉えて、市民みんなが共有し、みんなで考え、み

んなが当事者となって取り組んでほしいとの指摘

や、西予市にはいろんな地域があり、その多様性

を認識をしていただきました。 
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 地域のいろんな取り組みはできているが、自分

の地域以外のこと、自分と隣接、そして自分と地

域の違いもぜひ情報発信ができるようになってほ

しいとの意見をいただきました。 

 教育研究に関しましては、災害と恵みの両方を

学ぶことができる機会をきちんと準備をされ、児

童生徒に伝え自分で考え進めるというプログラム

があるということで、このことに対しまして、非

常によい取り組みがなされていると評価をいただ

きました。 

 また、市民団体の方が地域で元気に活動してい

て、行政も手上げ型交付金でやる気のある地域、

やりたいぞという地域にお金を配分することで、

ジオパークを自分たちのこととして活動している

などという評価も受けております。 

 しかし、９月定例議会において山本議員のご質

問にも回答しておりましたけれども、日本ジオパ

ーク委員会では、ジオパークの数をふやす、そし

て広める段階から、質の高いジオパークをつくる

段階に入ってきておりまして、４年前の認定時よ

り評価基準が高くなっているのが現状でございま

す。 

 今回の再認定審査を受けて、この再審査はジオ

パークを取り組んでいく上でのご助言をいただけ

る機会だと私は感じたところでございます。 

 今後も、職員が地域に出向き、市民の皆様から

直接意見を伺うジオカフェ事業を通じて、地域の

宝である資源を新たに見つけたり、それを磨き、

地域内外に情報を発信していく、このような活動

を積み重ねていきたい。 

 市民の皆様には、ジオパークへの理解を深めて

いただき、市民からの盛り上がりにつなげていき

たいと考えているところであります。あわせて、

審査結果に基づき提出された課題に全力で私は取

り組んでいきたい、そのように考えております。 

 議員のほうからも言っていただきましたが、審

査結果につきましては、１２月２２日に開催され

ます日本ジオパーク委員会において決定をいたし

ますけれども、条件なしでの４年間の再認定に結

びつくことを切に願っているとこであります。 

 審査の結果が出ましたら、ご報告をさせていた

だきたいと思いますので、今後ともご協力のほど

をよろしくお願い申し上げます。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 先ほどのご質問の後段にござ

いましたジオサイトにおける説明において、ジオ

ミュージックとかＷi-Ｆiの活用についてのお尋

ねでございますけれども、利便性の向上でありま

したり、また魅力度のアップ、そういった面にお

いて、Ｗi-Ｆiの活用というふうなものが大変有

効な手段というふうに考えているところでござい

ます。 

 しかしながら、現在のジオサイトの状況を見て

みますと、その多くは住宅地から離れた場所にあ

るものでございまして、電気とか、あるいは光フ

ァイバーの設備、そういったものがなかなか整備

ができにくいというふうなのが現在の状況でござ

います。しかしながら、今後の研究課題というふ

うなことで考えております。 

 このため、来訪者の方に対しましては、ジオサ

イトにおける解説看板のより充実した整備、そし

てジオガイドの利用促進、また道の駅どんぶり館

で行っておりますジオミュージックを収録しまし

たオーディオプレーヤー、これの貸し出しを通じ

まして、四国西予ジオパークの魅力を体感をして

いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ありがとうございました。 

 幾つか再質問をさせていただきたいと思うんで

すけども、小中高の教育の中で、災害と恵みにつ

いての教育があるということを先ほど言っていた

だきましたが、この災害と恵みについての教育と

いうのはどういう内容をされているのか、おわか

りでしたら説明をお願いしたらと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま災害と恵みの教育は

どういう内容かということでございますけれど

も、皆田小学校におきまして、過去の災害に学

び、未来に備える防災教育というふうなものを行

っております。 

 これは、土石流の危険流域経由として指定をさ

れておる地域を歩きまして、土石流によりぶどう

栽培に適した扇状地になったというふうなことを

学習をしております。 

 また、その災害から起きた地形とか、あるいは

果物の栽培というふうな恵みが生れたというふう

なことの学習も行っております。 

 愛媛大学と連携をした学習で、地域住民と一緒
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に地域内の危険箇所をめぐったり、また危険箇所

を知ることで、小学校で防災救助サポート隊を結

成をしまして、もしものときに住民に知らせる体

制を勉強しているというふうな状況でございま

す。 

 これにつきましては、既に表彰なども受けてお

りまして、非常に先導的に皆田小学校から情報発

信して、市内の他の学校にも普及をしていくとい

うふうな、そういうことで事業を進めているもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ありがとうございました。 

 今、皆田小学校の話を出していただいたんです

けども、全体的に西予市全体、小学校たくさんあ

るわけでございますが、そういったところにもも

っと波及して、いろんな学校で今後とも続けてい

ってほしいものだと思っております。 

 もう一点なんですが、先ほどＷi-Ｆiについて

宗部長のほうから答弁がございましたが、ジオサ

イトは確かに市街から離れているということで、

なかなかそこにＷi-Ｆiの施設をというのは大変

なことだと私も思います。 

 しかし、今現在、この西予市の中においても、

多分愛媛フリーＷi-Ｆiというのが、駅前であっ

たりとか、どんぶり館であったりとか、つながっ

ているんじゃないかなと思うんですが、そこで西

予市の情報がその中にはめ込むことができるとい

うようなことをできないかなと、ちょっと考えて

いるわけなんですが、今、香川県で、香川県と高

松市が一緒に共同になって香川フリーＷi-Ｆiと

いうのをつくられておりますが、その中では、ち

ょうど地図を、９００カ所ぐらいのポイントがあ

るわけなんですけども、そのポイントに行けば、

地図をダウンロードしたり、あるいはそこの情報

を得たりして、それを使うて動くことによって、

観光に来られた方がどういうふうな動きをされて

いるか、動線が市側いうんか、香川県側にわかる

というようなシステムをとられております。これ

はＮＴＴとの共同でつくられておるわけなんです

けども、こういったことを、全国ではいろいろな

とこ、石川県やったかな、金沢市なんかでもやら

れておるんじゃないかなと思うんですけども、そ

ういう感じでＮＴＴと共同でＷi-Ｆiを使うた観

光事業におきましたら、お客様の動きがどういう

ふうになっているかということを把握することに

よって、今後どういうふうに進めていけば観光が

進んでいくかということを問題提起ができるとい

うことで、今やられているところがございますの

で、この近隣では、内子町も４カ所、５カ所ぐら

いしかＷi-Ｆi入ってないわけですけども、そう

いうところでお客様の動きをつかんでいこうとい

うことを取り組まれているみたいですので、また

今後、検討を願ったらと思うんですが、とりあえ

ず、宇和の駅前とか、どんぶり館とか、各主要施

設、野村であれば乙亥会館であるとか、そういう

ところだけでもフリーＷi-Ｆiをつなぐ方策がと

れないかということを、ちょっともう一度お伺い

したいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問、市内の施

設においてＷi-Ｆi設備を設置をできないかとい

うふうなご質問だったかと思いますけども、既に

西予市内においても何カ所かＷi-Ｆiが入ってお

るというふうなことをお聞きしておりますけど

も、箇所数までははっきり覚えてないんですけど

も、西予市の場合は、西予ＣＡＴＶケーブルテレ

ビが入っておりますし、光テーブルが各世帯、ま

た施設等にもつながっております。 

 西予市の場合においては、ＮＴＴももちろんで

ございますけれども、その光ファイバー、今現

在、整備をされておる光ファイバー、これを活用

してＷi-Ｆiの設備をより広げていくというふう

なことが、西予市においては取り組む一番必要な

ことではないかというふうなことを考えておりま

すんで、これにつきましても、今後、重要性は十

分認識をしておるとこでございまして、研究、そ

して検討していきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ありがとうございます。 

 今は、既に入っているところもあるということ

でございますが、そのＷi-Ｆiにつなぐことによ

って情報が簡単に取り出せれるシステムというも

のを今後考えていっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、２つ目でございますが、昨日、二宮

議員からも質問がありました西予市内にある３つ

の高校についての質問に対しまして、副市長のほ
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うから小中高まで連携を持った取り組みを地域や

関係者と一緒になって検討をしたいという答弁が

ございました。その後の取り組みといたしまし

て、どのようになっているのでしょうか。 

 関連がございますので、（２）（３）について

も一緒に質問したいと思いますが、ことし総務常

任委員会では、海士町のほうに島前高校がなくな

ると島がなくなるという危機感を持って魅力化プ

ロジェクトを進めているというところを視察いた

しました。 

 ここでは、特別進学コースをつくったり、その

サポートをするために、公営の隠岐國学習センタ

ーというのをつくって、その学習の後押しをする

ということも実施されておりました。また生徒の

相談役となる里親ですね、里親制度を設けた島留

学制度や、寮費や給食費などを助成するというこ

とも実施されておりました。 

 こういった取り組みがよいのか悪いのか、そう

いうことについてもお伺いしたいと思っておりま

す。 

 それから、きのう、二宮議員も申されておりま

したが、高校の無償化が、今、取り沙汰されてお

ります。これは私立高校に対しても無償化になる

んじゃないかなと言われておりますので、こうな

りますと、ますます市外に流出する懸念があるん

じゃないかなと感じております。 

 昨日、市長も進学の問題や部活の問題などを解

決していかなければならないということで、問題

把握はされているようでございますので、各校と

の連絡協議会も実践されたということでございま

したので、その協議の内容も含めまして、今後、

市内の中学生が市内の高校に進学するため、どう

いった政策を打っていかなければならないか。今

現時点ですぐにやっていかないと、これは近い将

来、本当に西予市内の高校生がいなくなるんじゃ

ないかなという懸念がございますので、きのう市

長の話にもありましたが、昨年は４６．６％しか

進学していないということを言われましたので、

あの数字を聞きましても半分もいってないのかと

いうことになりますので、このことに対しまして

どのようにお考えになっているのか、お伺いをい

たします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、まず、１点目ですけども、地域や学

校関係と一緒になった取り組み、検討はというふ

うなことなんですけれども、市内にあります宇和

高校、野村高校、三瓶高校の３校におきまして

は、高校の魅力化の１つとしまして、地域の未来

を担う高校生を育てることを目的に、３校連携に

よる地域資源の開発を行う合同プロジェクトに取

り組んでおられます。 

 また、市内の小学校や中学校、そして高校で

は、文楽とか防災訓練、また合同の音楽発表会、

また運動会、ボランティア活動、部活動などで連

携を図るなど、交流を深めているところでござい

ます。 

 野村地区や三瓶地区におきましては、高校の存

続に危機感を持たれておりまして、地域づくり交

付金などを活用されまして、私塾など地域でさま

ざまな取り組みを行っていただいております。 

 市におきましても、平成２７年度からですけれ

ども、スーパーキャリア教育というふうなものを

行っております。西予開成塾というふうなものを

開校いたしまして、小学校五、六年生を対象とし

たこども編、そして中学校以上を対象としたおと

な編、この２つのコースを設定をしまして、次代

を担う人材育成や郷土愛の醸成を図っているとい

う状況でございます。 

 ご質問の小中高まで連携をとった取り組みを地

域や学校関係者と一緒に検討するという件につき

ましては、昨日の二宮議員の答弁の中にもござい

ましたけれども、具体的な取り組みまでには至っ

ていないのが現状でございます。 

 しかしながら、行政として市内の高校に対しま

して、何か支援できるものはないか、検討を始め

たところでございます。 

 その第一歩として、先日、教育現場での課題や

市への要望、また、今後の高校のあり方などにつ

きまして、市内の３つの高校の校長先生を初めと

した教職員の皆様と意見交換をしたというふうな

状況でございます。 

 県立高校は県が所管をしておるものでございま

すけれども、少子化の中で過疎地域における高校

というものは地域の活性化、また、にぎわいの創

出といった面でも欠かせないものでございますの

で、今後も関係機関と連携して一緒になって取り

組んでいくと。そのため、市の支援施策も検討し

ていくというふうなことで、今、進めておりま

す。 
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 ２つ目の総務常任委員会で視察をされた島前高

校の魅力化のプロジェクトの取り組みに対してと

いうことなんですけども、これにつきましては、

先ほどもご紹介ございましたように、島根県海士

町にある島前高等学校におきましては、高校魅力

化のプロジェクトだけではなくて、島の生き残り

をかけた大胆な行財政改革と離島ならではの産業

振興や移住・定住対策が功を奏しまして、若者が

都市部から移住してくる島として、現在、注目も

されているということもお聞きしております。 

 ご質問のとおり、島前高校魅力化プロジェクト

の取り組みは、先ほどございましたように、公立

の塾、あるいは夢ゼミ、また島留学生と、また、

その留学生の島親、里親制度、そして高校の中に

地域資源を活用した体験型、そして課題解決型の

学習に特化したコースを創設されておるというふ

うなことなど、西予市の高校の魅力化においても

大変参考になる事例というふうなことだと思って

おります。 

 これらによりまして、人口も右肩下がりが右肩

上がりになってきているというふうなこともお聞

きしておりますけれども、しかし、これらの取り

組みを始める前に、やっぱりその前段としてござ

いますのは、やっぱり地域の皆様との協働による

推進母体といいますか、その設置、そして協働の

ビジョンづくり、優秀な人材の確保等が必要にな

ってくるんじゃないかというふうに考えておりま

す。 

 先ほど申し上げましたけれども、現在の市内高

校のあり方につきましては、現在、意見交換を行

うなど、行政としてどのような支援ができるか検

討を始めたばかりでございますけれども、検討に

当たりましては、高校へ進学をする子どもたちに

とって、何が一番大切なのかを考えることが重要

でありますので、各方面からのご意見をいただ

き、また、ご協力もいただきながら進めていきた

いというふうに考えているとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 高校無償化の質問もございま

したので、ちょっと済みません。答弁をさせてい

だきたいと思います。 

 この高校無償化の制度につきましては、高校の

授業料に充てるための就学資金を支給するという

ようなことによりまして、高等学校等における、

教育における経済的な負担の軽減を図って、教育

の実質的な機会均等に寄与することを目的に、こ

れ、民主党政権の２０１０年の４月に公立学校授

業料無償制度・高等学校等就学支援金制度として

スタートをしたものでございますけれども、その

後、自民党政権のもとで、２０１４年４月から高

等学校等就学支援制度に名称を変更されまして内

容も一部変わっておるというようなことになって

おります。 

 その中で、私立高校に通う生徒は、月額９，９

００円の支援金を支給をされておりましたけれど

も、新しい制度によりまして、公立学校と同じ

く、市町村民税の所得割額が３０万４，２００円

以上の世帯は支給できなくなるというふうな状況

となっております。 

 なお、この旧制度で収入の少ない世帯において

は、私立学校の学費が大きな負担となっていたそ

の課題や、また経済的な事情から私立学校に進学

できなかったという課題を解決するために、新し

い制度におきましては、高所得世帯には支援金を

支給しないかわりに私立学校に通う低所得者世帯

への支援金を段階的に、段階に応じて加算をして

いくと、そういう制度となっております。 

 さきの、先般、国の安倍首相の政策の看板であ

ります人づくり革命というふうなことが発表され

ておりましたけれども、その中で政策のパッケー

ジの原案が一部明らかになっておりますけども、

所得制限を設けた私立学校の実質無償化というふ

うなことも、２０２０年度から実施するというふ

うな報道もされておるところでございます。 

 私立学校の無償化が実現をしますと、経済負担

というようなものが緩和されます。また、家庭の

収入にかかわりませず進路の選択が広がってくる

というふうなことになりますけれども、その一方

で、県立学校のみの当市におきましては、市外の

私立学校への進学する生徒がふえるというふうな

ことで、市内の県立学校に進学する生徒も減少す

るのではないかというふうな懸念をしているとこ

ろでございます。 

 全国では、独自の私立学校の授業料無償化とい

うふうな制度も制定をしている都道府県もござい

ますけれども、私立学校も含みます高等学校授業

料の無償化制度は、国の法律に基づく政策でござ

いますので、市としては、今後も国や県の動向を

注視をしていきたいというふうなことを感じてい
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るところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 詳しい答弁ありがとうござ

いました。 

 私が申したかったのは、別に無償化がどうのこ

うのという話ではなくって、私立が無償になった

場合に、西予市内からよそに出ていくのが問題に

なるんじゃないかなということを申し上げたかっ

たわけなんですけども、この話、長くしておりま

すとあとの問題ができませんので、１点だけ、以

前にも申し上げたことがあるんですが、小中高と

連携した部活動を何とか小学校、中学校、高校と

連続してできる部活動を設定してほしいというこ

とを以前一般質問でさせていただいたんですが、

ああいう中で人数が少なくなってきておりますの

で、１校ではなかなか続けていけないというとこ

ろもあると思うんですが、西予市の学校の中で連

携をして、中学校であれば中学校の２つの高校が

１つになれば部活動が継続できるものであれば、

そういうことも継続しながら、部活動を高校まで

何とか維持できるような方法にしていかないと、

なかなか高校から始めて高校で部活で勝っていく

というようなこともなかなかできないと思います

ので、その点をよろしくお願いしとったらと、も

う一度お願いしときたいと思います。 

 それから、きのう市長が言われましたように、

進学がやっぱりネックになっておると思います。

やっぱり、より優秀な高校に行って、より優秀な

大学に進みたいというのが親御さんであると思い

ますので、やっぱりここの野村高校であり、宇和

高校であり三瓶高校であれ、やっぱり何人か、え

りすぐりといったら失礼なかもしれませんが、進

んで行くことができるクラスというものも設置し

ていただけるように、今３校で連絡協議会が始ま

ったということでございますので、その中でぜひ

述べていってもらいたいと思います。 

 この問題につきましては、ここで終了とさせて

いただきます。 

 次に、３つ目の質問でございますが、市内の公

共交通について、これも簡単な説明で構いません

ので、よろしくお願いしたらと思います。 

 西予市地域公共交通網形成計画をことし策定さ

れたと聞いております。その内容がどういったも

のになっているのかということと、今後５年間に

わたってこれを継続していくということでござい

ますが、最終的には、路線バスとして動いており

ます宇和島バス、これが一番のネックになってく

るということが、先ほどの議会としまして、１年

生議員さんが中心となられまして勉強会をしてい

ただいたんですが、その中に私も参加させていた

だきまして、流れ的なものは把握できているつも

りでございますが、最終的には、ここの宇和島バ

スの問題が一番問題になってくるんじゃないかな

と思っております。現在、８，０００万から９，

０００万ぐらいの拠出金が必要になっていると思

いますが、この宇和島バスの問題も含めて、この

公共交通網形成計画がどのような方向に進んでい

くのかを、ごく簡単で構いませんので、よろしく

お願いいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 公共交通についてのお尋ねで

ございました。簡単にということなんですけど

も、非常に難しい問題で、簡単に答弁ができない

かもしれませんけれども、お許しを願ったらと思

います。 

 まず、アンケートにつきましては、平成２８年

１０月に行いました。これに基づきまして、こと

しの３月に、この西予市地域公共交通網形成計

画、これができ上がりました。 

 そのアンケートにおいては、多くの方が望まれ

ておるのは、使いやすい時間帯の便をふやしてほ

しい。また、使いやすい時間帯に変えてほしいと

いうような要望。また僻地に路線バスがなくなる

と生活ができないというふうなお話。そして、今

は自家用車を運転をしているんだが、高齢になっ

たときに不安であるといった、さまざまなご意見

をいただきましたので、その結果を踏まえて施策

といいますか、策定をしております。今年度から

平成３３年度までの５年間ということでございま

す。 

 西予市が取り組みます人口の減少とか、あるい

は少子高齢化に対応したまちづくりと連携をした

公共交通網の形成を目指すということで、いつま

でも西予市において西予市を支える交通システム

として、「新おでかけせいよ」の確立というふう

なことで６つの目標と評価指標とか、あるいは目

標達成のための具体的な取り組みも定めていると

いうふうなものでございます。 

 進捗につきましては、ことし３月に策定したば
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かりでございますので、その具体的な取り組みに

ついては、毎年度スケジュールを設定しまして進

捗管理をしていくというふうなことにしておると

ころでございます。 

 ６つの目標を掲げておりますけれども、まず１

つが、市民誰もがお出かけできる公共交通体制を

つくるというふうなこと。２つ目が、市外からの

来訪者が利用しやすい公共交通にするというこ

と。そして、地域みんなで公共交通を支えるとい

うこと。そして、市民誰もが公共交通の乗り方や

大まかなネットワークは知っている状態にすると

いうこと。持続的に公共交通を運営するというこ

と。そして、ＪＲ卯之町駅に初めて来た方も市内

各地へ行く方法がわかるというふうな、大きなテ

ーマを設けて計画を策定をしているところでござ

います。 

 また、大きな課題もございます。先ほどご指摘

ございましたように、経費が非常に高額になって

おるというようなことによりまして、運営がうま

くいくんであろうかというふうなご心配をしてい

ただいておるとこでございます。 

 現在、宇和島自動車が市内幹線道路を走ってい

ただいておりますけれども、その宇和島自動車に

対する補助金は、先ほどもございましたように、

約９,０００万近くの補助金を支出しているとい

うふうな状況でございます。利用者が減少します

と運賃収入が減りまして、市からの補助金がふえ

るというようなことになります。 

 また、補助対象となっている路線につきまして

は、１日当たり運送量が１５人を下回ると国庫補

助から、その要件から外れるというふうなことに

なって、さらに市からの負担がふえていくという

ふうなことでありますけれども、この地域公共交

通網形成計画では、路線バスをやっぱり市内の各

拠点施設、また各拠点と市外の拠点を結ぶ基幹路

線、基幹バスというふうな位置づけもしていると

ころでございます。 

 今後の課題としまして、その交通量の減少によ

って国庫補助が受けられない状況になるとか、ま

た計画に基づきまして、評価、見直しが必要とな

りましたら、地域住民協議会という組織がありま

すけれども、そこでの協議、また事業者、そして

近隣市町との協議を行いながら、他の方法はない

かというふうなことも含めて、地域公共交通活性

化協議会において検討していかなければいけない

というふうに考えているとこでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ご説明ありがとうございま

す。 

 結局、路線バスを基幹の路線としてということ

がメーンとなっているという、この５年間の計画

であるようでございますが、この５年間は仕方な

いとしましても、今後、どうしても、今言ってい

ただきましたように、本当に維持が難しくなって

くると思いますので、きのうの話の中でもスクー

ルバスを利用するにしましても、路線バスが走り

よるとこは利用できないということもきのう言わ

れましたし、今後、ここの西予市内を考えたとき

に、どうしてもこの宇和島バスの問題は避けて通

れないんじゃないかなと思いますので、ぜひ、話

の中でどういった方向性が一番いいのかというこ

とを考えてもらいたいと思います。 

 実際に１６年、平成１６年ですか、そのごろに

は３２万のお客さんがおったとこが、今現在２５

万人ぐらいしかお客さんの利用がないということ

も聞いておりますので、その辺を考えましても、

今後考えていく必要が非常にあると思いますの

で、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

 ちょっと聞きたいことが、次の２番目のほうが

大事ですので、次に進ませていただきます。 

 小規模多機能自治につきまして、本年３月に数

名の議員におきまして、香川県の三豊市のほうに

地域内分権制度というのを研修に行きました。こ

れは別名まちづくり推進隊制度というんですけど

も、この研修に行きまして、西予市は地域づくり

交付金を７年前から実施されておりますが、昨年

より手上げ型交付金も実施されるようになって２

年目となりました。ことしは、先般、自慢大会も

行うなどされまして発展してきております。 

 しかし、この持続性と地域間格差という問題が

やっぱり残っているんじゃないかなと感じており

ます。 

 ９月の定例会におきまして、宇都宮久見子議員

の質問に対しまして、この地域づくり交付金とい

うのは行政主導型、あるいはイベント型ではな

く、自分の地域をこうしたいという思いが根幹で

あるべきだという答弁をされております。私もそ

のとおりだと思うんですが、それを実現するため

に、この三豊市のことが参考になればと思いまし
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て質問させていただきます。 

 西予市は２７校区で考えられておりますが、こ

の三豊市では、合併前の旧町単位、７つの地区に

おきましてこの推進隊がつくられております。も

う既に５つの地域におきましては、ＮＰＯ法人化

されております。 

 ここの地域では、平等割と人口割で１,２００

万程度から１,７００万程度の範囲で、１億円を

上限として分配されております。 

 その分配されたお金を推進隊のほうが自由に企

画し、それを実行しておるわけなんですが、使い

切れなかったお金につきましては、返還するとい

うシステムになっております。 

 これは、一見、西予市の２年前までの分配型に

よく似てはございますが、一番大きな違いは、こ

の組織には事務局を置いているという点でござい

ます。この事務局は、給与が１３万円程度でござ

いましたが、これは、もう交付金の中から支払わ

れておりました。 

 そして、もう一点大きな違いは、ここの事務局

におきまして、できる公民館の仕事をここの事務

局が逆に持っているという感じで、防犯灯であっ

たりとか、自治連合会の事務局、老人会であった

りとか、婦人部であったりとか、そういう事務局

もここの事務局が持っていました。法律で定めら

れていない業務を移譲されているという形になっ

ておりました。 

 この（２）のほうの質問とも一緒になるんです

が、ここの地域におきましては、公共施設の指定

管理も受けておられるところがございます。ま

た、イベントや塾などを経営されて、そこで収益

を上げておられるＮＰＯ法人もございます。今、

この西予市の手上げ型交付金におきましては、な

かなか収益を上げることについては難しいんじゃ

ないんかなと感じております。 

 そこでお伺いしたいのですが、今、２７校区全

てに事務局を置いて動かしてくださいよというの

は当然できないとは思いますが、考え方として、

各地域に事務局を置いて、地域住民が地域のこと

を考え、自分たちでできることを自分たちで行動

を起こしていく。そのためには自由に使える交付

金と収益事業展開が必要になってくると思うんで

すが、今後のこの地域づくり交付金の考え方、将

来を見据えた中でどのように動かされていくか、

お伺いしたいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまの地域づくり交付金

の今後のあり方のご質問をいただきましたけれど

も、先ほど議員が三豊市の内容についての説明を

いただきました。この三豊市につきましては、旧

町単位で活動されておるということであります。

意欲ある方を会員として募られまして活動を行っ

ている組織というようなことも聞いておりますけ

れども、特に意欲のある方が集合体として集まっ

ておられますので、法人化での活動もスムーズで

あったんではないかというようなことも感じてい

るところでございます。 

 西予市の取り組みでありますけれども、特定の

そういった人材だけではなくて、旧小学校区の地

縁的なつながりの中での地域づくり活動を目指し

ているのでございます。ことしで７年目を迎えて

おりますけれども、５年目の節目において制度の

検証、そして見直しを行った際に、生きた使い方

をしたいというふうなことの視点から、自由に使

えるメリットから、本来の目的である地域づくり

への活用とは違った取り扱いが見受けられたとい

うふうなところでもありまして、その改善という

意味での手上げ型交付金というふうなことで現在

運用をしているところであります。 

 したがいまして、この交付金事業は、次のステ

ップに差しかかった段階というふうに言えるかと

いうふうに思っております。地域づくりの学習機

関としての役割を担っているとも言えますので、

今後の地域力の向上に必要な手段というふうなこ

とで考えているところでございます。 

 また、事務局機能の強化のお話もございました

けれども、この点につきましても、地域からの要

望が多くございます。現状は、地域の拠点である

公民館主事や地域担当職員といった職員のキーマ

ンが中心となりまして、自主的な事務局を担うこ

とで活動の推進力となっております。 

 そのような理由から、地域拠点への人材の充実

について準備を現在進めているところでございま

すけれども、これらのまちづくりの方向性を、や

っぱり市民の皆様とともに検討していかなければ

いけないいうふうなことで、具体的な作業に入っ

ているところでもございます。 

 また、稼ぐという概念とか、また公共施設の指

定管理や先進地でやられておりますやり方に対し

てなんですけれども、手上げ型交付金は収益事業
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への取り組みが難しいというふうな感じ方もされ

ているんじゃないかというふうに思いますが、手

上げ型交付金のテーマといいますのは、行事から

事業に展開をすることで、イベントからサービス

へというふうに充実を図っていくことを目的にし

ているとこでございます。 

 小規模多機能の自治の基本的な考えは、小さな

資金循環の仕組みづくりでありまして、一律的な

行政サービスでは行き届かない部分を地域住民の

方が地域に見合ったサービスを提供することで、

住みよい地域をみずからつくるまちづくりのあり

方でございます。 

 西予市の中でも地域組織の中において、活発に

活動化されておるところにつきましては、その収

益事業にも結びついております。例えば城川町遊

子川地区においては企業組合ができております。

遊子川ザ・リコピンズが設立をされております

し、野村町野村でもＮＰＯ法人シルミル野村を立

ち上げコミュニティビジネスへの取り組みが進め

られております。他の地域の模範となっているも

のというふうに思っております。 

 一方、先ほどの三豊市のような法人化した組織

が公共施設の指定管理者として運営していくとい

う手法でございますけれども、大変参考になる取

り組み事例というふうに考えております。 

 この段階に行き着くまでには、現在の地域拠点

であります公民館をそのまま指定管理にすること

は、なかなか困難であります。 

 まずは、自治センター化、自治センターに変更

するなど、多様な課題を解決する地域拠点として

の位置づけが必要になってくるかなというふうに

考えております。 

 また、行政財産から普通財産への振りかえであ

りますとか、また指定管理に伴う条例改正であり

ますとか、そういった事務的な手順も必要になっ

てこようかというふうに考えています。 

 何より、市民の皆様の理解と、今は２７の地域

づくり組織がありますけれども、指定管理者とな

るだけの組織力とか、地域力とかが身につかなけ

ればいけないというふうにも考えております。 

 そういった点からしますと、今後も引き続き自

主、自立に向けた地域の魅力を高めるという政策

とともに、ハード、そしてソフト両面の整備を進

めまして、地域の意向を踏まえて段階的に進めて

いくことが重要というふうに考えているところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 収益を上げるというか、稼

ぐという概念ということなんですけども、行政サ

ービスにおいても、稼ぐという言葉が一番ふつり

合いだなということは私も重々わかっておるわけ

なんですけども、無償で提供するということは、

それを提供受けている方以外の税金もそこに投入

されているという考え方を持っていただければ、

稼いでいくっていうこと自体が住民サービスから

離れていくということにはならないんじゃないか

なということを私ちょっと感じておるわけなんで

すが、そういうこともちょっと考えていただいた

らなというふうに考えております。 

 指定管理者の件なんですが、公民館を指定管理

していくいうことは、当然私も無理だと思ってお

ります。各地域にあるコミュニティセンターであ

ったりとか、あるいは野村であれば、乙亥会館そ

のものを指定管理業務として動かしている、今は

下の温泉施設だけになっておりますが、乙亥会館

全体を地域としての指定管理として受けていくと

いうようなことが考えられないかなというような

ことをちょっと考えておったわけなんですけど

も、あと１０分となりましたので、次の質問にい

かしていただきます。 

 最後の林業活性化につきましてですが、ＩＣＴ

プラットホームシステムの進捗状況とその利用で

きる対象者、これは、もう簡潔で構いませんの

で、よろしくお願いします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 井関議員からご質問のあり

ました森林ＩＣＴプラットホームシステムの導入

の状況とそのシステムの利用対象者はどうなって

いるかということにつきまして、ご答弁を申し上

げす。 

 参考までに、ケーブルテレビをごらんになって

いる方もございますので、ＩＣＴプラットホーム

とは何かということですけども、簡単に言います

と、森林に関連する各種の情報を情報通信機器を

使って離れた場所での共有、活用できるシステム

のことでございます。 

 井関議員におかれましては、昨年度、第２回と

第４回の定例会で関連の質問をいただいておりま

す。 
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 まず、進捗状況でありますが、２８年度末にシ

ステムを構築しまして現在運用を開始しておりま

す。これは昨年の１２月に前任の二宮部長のほう

から説明答弁させていただいたとおりでございま

す。これによりまして、県が保有する森林情報だ

けでなく、地籍図や航空写真、森林、市有林情報

などをクラウド化して効率化を図ることができた

ところでございます。 

 次に、利用対象者はどうなっているかというこ

とにつきましてご答弁を申し上げます。 

 現在のところ、林業課、林業活性化センター、

森林組合、株式会社エフシーで、それぞれ端末を

設置しまして、システムを導入し、それぞれの場

所で利用できるようにしているところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 導入されて以降、運用は始

まっているということでございますが、利用者が

変わっていないということで、森林組合、エフシ

ー、それから林業課ということでございますが、

民間のほうにも、この利用ができるように拡大を

してほしいということを前回も申し上げておった

と思うんですが、そちらの方向の検討をよろしく

お願いしたらと思います。 

 最後の質問になりますが、佐川町の森林行政に

おきまして、本年５月にも市長も佐川町のほうに

行かれたとお聞きしておりますが、協力隊さかわ

戦隊キコリンジャーによる自伐林業を展開されて

おりますが、役場職員の努力もありまして、森林

面積の約半分を町が管理しているとお聞きしてお

ります。 

 西予市においても、先ほど言いましたＩＣＴプ

ラットホームシステムもできたことであります

し、林業活性化センターも既存としてございま

す。こういったところで市が山主より管理委託を

受けることができれば、飛躍的に山の管理、防

災、産業創出につながるんではないかなと思いま

すが、このことについてどのようにお考えか、お

伺いいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 先ほどの質問は、ちょっと

予定どおりできてましたので早口で言いました

が、今回のはちょっと大事なので、ちょっとゆっ

くりしゃべらせていただきます。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

５８分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前９時５９

分） 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 井関議員からありました佐

川町で取り組んでおります方式を当市でも取り入

れたらどうかというご質問につきまして、答弁を

させていただきます。 

 当市だけでなく、全国的に林業振興の大きな課

題といたしまして、林業の後継者不足、労働者不

足が最も大きな課題として捉えられております。 

 その１つの方策として、目を向けられておりま

すのが自伐林業であります。ことしの５月になり

ますが、ご質問にございました高知県佐川町の自

伐型林業について当市の担当職員が視察研修をさ

せていただきました。 

 佐川町は森林率が７０％で約７，０００ヘクタ

ールの森林を有し、そのうち５，０００ヘクター

ルが人工林で、全体としての森林組合は広域の組

合で、過去には余り森林施業が進んでいない状況

だったと伺いました。 

 佐川町の取り組みといたしましては、その打開

策として、自伐型林業に特化した地域おこし協力

隊を採用し、協力隊が３年の任期の間に林業のス

キルを取得、また林業に必要な資格取得を行い、

任期終了後に地域に残り林業に従事する、その働

く場所として一定の面積が必要なため、町が山林

所有者から管理委託を受けた森林の施業委託を受

けて自立をしていく、これがモデルに自伐型の林

業を町内に拡大して森林環境の健全化、雇用や所

得の拡大を目指す、あわせて地域住民も対象とし

た自伐型林業研修を実施して、みずからが所有す

る山林施業の動機づけを行うというもので、佐川

町のモデルとして小規模機械を使って、低コスト

で森林施業を推進し、地域の雇用にもつなげてい

く自伐型林業の生業ができることを証明して広げ

ていく取り組みであります。 

 そのため、施業する山林を集約する必要がある

ことから、佐川町では、町が主体となって説明会

を開催して、モデルとして、集約の可能性のある

１５０ヘクタールの山林のうち９０ヘクタールの

同意を取って、そのうち６０ヘクタールについて

契約をして施業中の集約をしていると伺っており

ます。ですので、佐川町全部の森林ではないとい
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うことをお聞きしております。また、実際に、総

合計画では１，０００ヘクタールの施業を目標と

しているということでありました。 

 西予市においては、森林率が７５％で３万８，

０００ヘクタールの森林を有し、そのうち２万

５，０００ヘクタールが人工林で、平成２９年度

末の経営計画面積は５，４００ヘクタールであり

ます。 

 現在、事業体として森林組合、エフシーやその

ほかの法人が積極的に森林ＩＣＴプラットホーム

なども活用いただき、積極的に森林施業に取り組

んでもらっているところであります。 

 それに加えて、今後は佐川町のような取り組み

を参考にして、自伐型林業や自伐林業の推進にも

目を向けて、林業経営や管理を望む方及び山林所

有者がみずから林業に参画していただき、林業に

かかわる人材をふやしていく。それにより市内の

木材の増産が図られるような仕組みづくりも研究

してまいります。 

 現在、今年度の取り組みで１５ヘクタール以上

の山林所有者に森林に対するアンケート調査を行

っております。その結果をもとに、山林所有者の

意向を踏まえ、林業に参画していただけるよう、

環境及び体制整備、また林業研究グループとの連

携を図り、体験林業や林業経営説明会の開催など

により、広く山林所有者への働きかけにより自伐

林家の掘り起こしを行っていきたいと考えており

ます。 

 このほかにも、野村自治振興会独自の取り組み

によりまして、自伐林家の育成研修にも取り組ん

でいただいておりますので、そのような取り組み

も連携したり、地域づくり協力隊制度などの活用

も検討したりするなど、積極的に取り組んでまい

りたいと思います。 

 ただ、重要なのは、集積、集約ができなけれ

ば、自伐型林業や事業体による施業も推進拡大で

きませんので、佐川町の取り組みも参考にすると

ともに、国の動きを注視し、制度も活用しまし

て、西予市に合った新たな森林管理の仕組みを検

討していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 時間が過ぎておりますので、簡潔に願ま

す。 

 井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ありがとうございました。 

 ぜひ、佐川町のこともまねをしていただきまし

て、発展するような林業にしていただきたいと思

っております。 

 本日は時間超過となりましたが、これで一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長 暫時休憩といたします。（休憩 午前１

０時０５分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時２

０分） 

 次に、３番宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 改めまして、おはようござ

います。 

 議席番号３番宇都宮俊文でございます。議長よ

り発言の許可をいただきましたので、質問させて

いただきます。また、傍聴に来ていただいた皆様

ありがとうございます。私ごとではございます

が、１カ月前にちょっと腹を壊しまして１週間の

点滴を２回して絶食、点滴をしてしまいまして、

ちょっと腹に力が入らないということで、声が低

いかと思いますが、ご容赦いただきたいと思いま

す。 

 それから、この間、本会議欠席してご迷惑をか

けたことをおわび申し上げます。 

 では、質問に入らさせていただきます。 

 市内８カ所にある国保診療所の運営について

は、項目１にまとめて質問させていただきます。 

 まず、狩江診療所、それから俵津・高山歯科診

療所については、さきの６月定例会の折に質問い

たしました。外来患者の減少で大幅な赤字傾向が

続いていること。また、救急車が２４時間待機、

これは明浜地区、城川地区ですが、平成３０年度

から２４時間待機することにより、緊急時の対応

もできるようになったことなどを考え、診療所の

運営方針の改善を提案いたしました。 

 今までは、行政、また診療所を抱える地域の議

員さんが骨を折られて存続をされてきたと思いま

すが、やはり、これからは、それではいけないと

思います。そういう思いで、私、一番診療所にか

かわっている地域の議員でございますが、声を出

させていただきました。 

 当然、批判は覚悟した上での提案でございまし

たが、いろいろ今回ありました。７月、ちょうど

定例会が終わった後に、近所のお年寄りから電話

がありまして、そこへ行きますと、かなりの勢い
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で、広報見よったら診療所がなくなるというて聞

いたんやけど、こんなことをされたら私ら死ねと

いうようなもんでということを言われまして、私

もそこで、おばちゃんこらえてや、これは自分が

言い出したことなんよということで言って、この

ままではいずれ診療所運営できんなってつぶれて

しまう。そうなっては間に合わんので、それまで

に何か策はないかということで提案した、例えば

周りの開業医の先生に来てもらうなり、お年寄り

を連れていく工面するなり、そういうやり方はあ

るんやから、絶対、今よりは悪うにしませんよと

いって説明したらだんだんにこやかになってわか

ってくれました。 

 それから、狩江地区においても何度か意見交換

をしました。当然、診療所の存続を望む声、これ

はかなりありました。しかし、やっぱり、これで

はいけないということで説明しました。例えば、

もし何かあったらどうするんですかという声がよ

く聞かれます。ただ、もし何かあったときには、

普通、診療所へは行きません。また、救急車もす

ぐ来てくれます。そういう状況から、今の運営の

中を見ておりますと、もう定期的にお年寄りが通

われているこの対策ができれば何とかなるんでは

ないか。そういう説明をしたところ、ほとんどの

方が納得してもらいました。私も地元なので、絶

対話せば理解してもらえるという、信じておりま

したんで、結果うまくいったのではないかと思っ

ております。 

 その後、検討委員会が設置されましたが、この

３診療所の今後の運営方針、それから、また、こ

れにより年間どれぐらいの経費削減できたのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 宇都宮議員のご質問にお答

えをしたいと思います。 

 まずは、宇都宮議員のご提言、ありがとうござ

いました。 

 質問項目の１及び２につきましては関連がござ

いますので、あわせましてお答えをさせていただ

きます。 

 本年度より医療対策室を中心に、市内に８カ所

ある国保診療所の安定的な財政運営や効率的な地

域医療の確保について協議を重ねてまいりまし

た。ご質問の狩江診療所、俵津歯科診療所、高山

歯科診療所につきましては、７月に開催しました

明浜地区国民健康保険診療所運営検討委員会にお

いて、施設廃止の方向で進めることとなり、地域

を代表する役員との意見交換会、また地域住民へ

の説明会において、一定のご理解を得ることがで

きましたため、平成３０年３月末をもって廃止す

る運びといたしました。 

 今後は、民間移譲により、引き続き地域住民に

医療を提供していく予定でございます。ご質問の

この事業の見直しにより診療所への一般会計から

の繰入金は、明浜地域については３，３００万円

の減少が見込まれることから、医療福祉サービス

のより一層の充実を今後とも図ってまいる所存で

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 ありがとうございます。 

 続きまして、野村町惣川、それから城川町遊子

川地区においては、さきの愛媛新聞にも掲載され

ておりました移動診療車についてどのような計画

になっているのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 まず、移動診療車導入の背

景について、少し触れさせていただきます。 

 近年、医師、看護師などの医療従事者不足が深

刻化し、僻地医療を取り巻く環境は大変厳しくな

っております。 

 あわせまして、患者の数が減少し、市内にある

国民健康保険診療所の運営は悪化の方向をたどっ

ており、数年後には医療提供体制の維持が困難に

なってくることが考えられます。そのような中、

本市では、限りある医療資源を有効活用し、将来

にわたってより効果的で安定的な医療を提供して

いくため、移動診療車による巡回診療の実施を検

討してまいりました。 

 巡回診療につきましては、西予市が事業主体と

なり、平成３０年８月から、診療所の廃止により

無医地区となる予定の惣川・遊子川地区を市立野

村病院が事業実施する予定であります。 

 また、この移動診療車は、南海トラフ大地震な

ど大規模災害時における医療の確保にも活用して

いく予定で、今後も西予市医師会と連携を密にと

りながら、容易に医療機関を受診できない地域住

民の医療確保に活用していきたいと考えておりま

す。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 ありがとうございます。 

 続きまして、最後の質問に移りたいと思いま

す。 

 明浜町の高山保育所についてですが、築４０年

以上たち、かなり老朽化し、また裏山の崖崩れの

危険性、それから海岸に近いことから、津波の心

配、危険性があり、以前から地元や保護者の間で

移転はしてもらえないかという声は上がっていま

した。しかし、運営上の問題から、俵津保育所と

の統合がささやかれる程度で具体的な策は講じら

れていなかったと思います。 

 仮に統合するとすればどこにするのかという考

えになろうかと思うんですが、小学校、中学校は

俵津に１カ所に集中しスクールバスで通っていま

す。これを保育所に置きかえた場合、俵津という

前提で考えれば３０分以上かかります。２歳、３

歳の小さい子どもをそこまで行かすというのは、

私は絶対反対でございました。 

 それで、今回、提案させていただいたのは、３

１年度から旧高山小学校跡地に新しく明浜支所が

建設される計画になっております。当然、仮設計

はできているところですが、ここを一部駐車場、

あるいは少し広場もありますが、ここに併設はで

きないものかという考えに至りました。 

 ここであれば、新たに用地買収をする必要もな

く、多少園庭が狭くても隣接する旧高山小学校体

育館もありますし、ここも利用できるんではない

か。また、地域の中心でもあり、安全ではない

か。それから、地域の人たちがいつでも来て見守

ってくれる、そのような地域密着型の保育所がで

きるのではないかと思います。 

 民営化も視野に入れて、少ない予算で合理的な

方法があるのではないかと思います。保育所に関

しては、都会のほうでは、子どもの声がうるさい

とか、そういう本当に情けない意見があります

が、それは逆で、やっぱり子どもというのは地域

の人が育てるものではないかなと思います。 

 どうしてもこれはやっていただきたいという強

い思いで提案させていただきました。ご答弁をよ

ろしくお願いします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 ご質問いただきました高山

保育所は、築４０年が経過をし、市内公立保育所

の中でも最も古く、老朽化が進み修繕困難な箇所

が見受けられます。 

 また、今後、発生が予測されます大規模地震の

折にも津波や落盤事故のおそれがあり、防災対策

も急務な状況となっております。 

 県が実施する指導監査の折にも、防災対策や施

設の老朽化についての指摘をたびたび受けている

状況でもあります。先般、１０月末には、高山地

区、宮野浦地区、田之浜地区の代表区長さんか

ら、高山保育所の新設移転に関する陳情書が市の

ほうに提出をされました。 

 明浜支所の新築移転を進めている旧高山小学校

跡地に高山保育所も新築移転をお願いしたいとの

要望内容で、その後、高山保育所保護者からも高

山保育所の移転新築に加えて民間移管に対する要

望を重ねていただいております。 

 市といたしましては、高山保育所の現状や陳情

内容を踏まえて公募による民間事業所の募集や民

間事業所による保育所の建設を推進してまいりた

いと考えております。 

 今後は、保護者や地域住民の説明会等を実施し

ながら、地域の声を反映した高山保育所の新築移

転及び民営化について前向きに進めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 市長初め関係部局の早い対

応と英断に心より感謝申し上げます。 

 また、建設課の方々におかれましては、新しい

支所建設設計図書いてでき上がっていたものを、

また書きかえるということをしていただいて対応

していただきましたことを感謝申し上げます。 

 ここで、現時点での具体的な建設予定、それか

らスケジュール等がわかりましたら、わかる範囲

で構いませんのでお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 高山保育所の建設におきま

しては、まず、スケジュールの流れとしまして、

保護者から希望があります民営化という部分があ

ります。このことにつきましては、今年度のうち

に民営化の公募を、社会福祉法人のほうへ公募を

いたしまして、なるたけ早く法人を決定したいと

思いますが、スケジュール上、来年の４月から６

月ぐらいになるんではなかろうかと考えておりま
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す。 

 また、それと平行しまして、今、有利な補助事

業を何事業かちょっと模索をしているところでご

ざいまして、現在二通りの補助事業を考えており

ます。 

 １つの補助金は環境省部局の補助金であり、も

う一つは、通常保育所を建設するときの厚生労働

省の補助金事業でございます。 

 それによりますと、環境省のほうであるが採択

していただくようなことになると、最短で３０年

度事業でできるんではなかろうかと。そして通常

の厚生労働省の補助事業を使った場合は、平成３

１年度事業になるものと思われます。 

 いずれにしましても、前向きに、なるたけ早く

希望がかなえるように関係各課とも協議をしまし

て進めていきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 ありがとうございました。 

 以上できょうの質問を終わりますが、少しだけ

私の考えを述べさせていただきたいと思います。 

 診療所や保育所など公営の施設を民営化する

と、結構、批判される人は多いと思います。しか

し、それは違うと思います。民間の力をかりて民

間にしかできない発想で合理的な経営をし、経費

削減し、また、よりよいサービスは提供できると

思います。やっぱりそういう意識を市民みんなが

持っていただくことが今後大事ではないかなと思

います。 

 市内にある、特に合併前からできております施

設、かなり公共施設あります。このあり方、また

運営については改善する点がたくさんあると思い

ます。やはりここら辺も一つずつ絞り出して改善

するところはする。無駄な金は使わないいう発想

でやっていかなければいけないと思います。 

 限られた予算の中で、何を削り何を優先してい

くのか。また、三瓶・明浜地区の海岸沿いの道

路、それから野村・城川の山間部の道路、やはり

これは早く整備する必要があると思います。人が

少ないので道をつけないのではなく、道が悪いか

ら人が少なくなるんではないかなと、私は思いま

す。 

 福祉をやるためには、当然、財源が要ります。

そして、それにかかわる人、若い人が要ります。

それから病院へ連れて行くにしても人がいなかっ

たら連れていけない。そのためには、やっぱり低

迷化している１次産業を活性化し、若い人を少し

でも多く残すことが大事ではないでしょうか。私

もミカンづくりやってます。これも当然疲弊して

おりますが、一生懸命やったら十分食べれます。

やっぱり、みんながそういう意識を持って後継者

を残す、そういうやり方を、ぜひ、一人ひとりが

やっていかなければ、本当に人口減少、高齢化、

こんな暗い話ばっかりしていたんでは、いずれこ

の西予市はつぶれると思います。 

 また、やっぱり西予市という行政も１つの会社

という認識で経営していく感覚で、当然、行政

側、議員も考えて、新しい発想でもっともっと前

向きに検討していかなければいけないかなと思い

ます。 

 それから、移住政策よりも、やっぱり地元で意

欲のある若者を残すことが大事ではないかなと私

は思っております。 

 時間、まだまだありますが、きょうは余り体力

がございませんので、このぐらいで終わらさせて

いただきます。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時４２分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時５

１分） 

 次に、７番佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 議員番号７番佐藤恒夫です。

議長より発言の許可をいただきましたので、質問

通告書、議会規則及び申し合わせ事項に従い一般

質問をいたします。 

 今回３つの質問をいたします。 

 まず、初めに、防災・減災対策について質問を

いたします。 

 災害は忘れたころにやってくると言いますが、

東日本大震災、熊本地震、近年は大きな災害が発

生しています。西予市においては、幸いにもこの

ような大きな災害は数十年経験をしておりませ

ん。地震列島と言われる日本国内において、いつ

大地震が発生しても不思議ではありません。 

 現在、懸念されている南海トラフ大地震は、３

０年以内に７０％の確率で発生すると言われてお

ります。もし、万一、大災害が発生した場合、市

の職員の皆様は災害対策のため第一線で従事する

ことになります。１９９５年阪神淡路大震災で被

害を受けた西宮市が独自で開発をした被災者支援
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システムについて伺います。 

 被災者支援システムは、災害発生時に住民基本

台帳のデータをベースとして、被災者台帳を作成

し、被災状況を入力することで罹災証明の発行か

ら被災者支援金、義援金の交付、救援物資の管

理、仮設住宅の入退去など、一元的に管理するシ

ステムです。 

 災害時には、住民本位の行政サービスの提供が

大変重要となります。そこで、被災者システムを

どの職員でも操作し運用できるような体制づくり

ができているかを伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま佐藤議員から大規模

災害時における被災した支援システムの対応がで

きているかというご質問をいただきました。この

件につきましては、昨年６月の議会で二宮議員の

ほうからの一般質問にもございました。 

 総合行政システムが新たなシステムに移行され

たことに伴いまして、現在、データ移行の検証を

行うなど運用に向けての準備を進めているという

ふうな、その当時の回答をさせていただいたとこ

ろでございますけれども、これは総合行政システ

ムの生体登録情報を被災者支援システムに取り組

むことで運用可能な状態となるということでの説

明をさせていただきました。 

 検証の結果、データの移行も終わりまして、シ

ステムの動作も問題なく行っているというふうな

ことで、現在進めているとこでございます。 

 ただ、このシステムは、大災害時に使えるもの

とすることが重要でございます。定期的に新しい

データを被災者支援システムにも移行しておく必

要がございます。 

 また、災害が発生した場合に、最新のデータベ

ースへ移行できるように、複数人の職員によるデ

ータ移行操作とか、またシステムの操作の習熟の

ための定期的な操作研修等が必要であるというふ

うに考えております。 

 このため、今年度から実施をしております災害

対策マネージメント構築事業、これ、３年間で構

築をしようとしておりますけれども、その中で職

員の役割分担とか、マニュアルの作成を進めてい

くこととしております。 

 また、一方、過去の被災地での運用の状況の課

題等から、システムの個別での構築とか、機能改

修にかかるコストの削減を図るというふうなこと

で、現在、愛媛県と市町が共同でそのシステムを

構築する、新たなシステムを構築するというふう

なことの協議も開始をしているというところでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 新たなシステムとか、今現在

はマニュアルの作成とか、研修等をなされている

ということでありました。大災害が発生した場合

というのは、復旧・復興作業が重要となります。

行政としての大きな責任がありますので、これか

らもよろしくお願いをいたします。 

 先ほどもありましたデータの管理とかパックア

ップについてもちょっとお伺いをいたします。 

 この被災者システムは、基幹の住民情報システ

ムと直接連動してないということは伺いました。

被災者支援システムに必要な情報を抽出して運用

するわけですが、抽出したデータの管理やバック

アップあたりはどのようにされているかを伺いま

す。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまデータの管理バック

アップはどうして行っているかということですけ

れども、当市のサーバーで稼働をしておりますの

で、入力されたデータは全てサーバーの中に保存

がされるというふうな状況になっております。 

 また、データのバックアップというふうなもの

は定期的に行っておりまして、データを消失しな

いような運用を行っているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 サーバーで保管をして、安全

にされているということをお聞きいたしました

が、一番問題というのは、誤操作とか、管理ミス

のないように十分注意をしていただきたいと思い

ます。 

 次に、避難場所について伺います。 

 指定避難場所というのは１１３カ所あります

が、耐震化率というのは、どういうふうになって

いるかを伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま指定避難施設の耐震

化はどうなっているかということでございますけ

れども、先ほどございましたように１１３カ所、

現在、指定施設がございます。耐震性のある施設
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はそのうち８０施設、耐震性の、現在ない施設は

３３施設というふうなことになっております。耐

震化率で申しますと、７０．１％になります。 

 耐震性のない施設のうち、市の施設、市の管理

する施設が２９施設ございますけれども、これに

つきましては、西予市公共施設等総合管理計画に

基づきまして、公民館等の防災上、重要な建物か

ら、順次、耐震診断、必要に応じて耐震補強工事

を計画的に、現在、実施をしているという状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 耐震率は７０％ということ

で、３３カ所がまだできてないということでし

た。早期の耐震改修をお願いしたいと思います。 

 次、指定避難場所の指定されている施設という

のは、私が思うのには学校施設が多いようです。

熊本地震においては、天井、壁、照明等の損傷で

避難場所として使用できなくなった学校施設が多

数あったと報道をされておりました。 

 建物本体の耐震化と比べて対策が非常におくれ

がちな天井、壁、照明器具などの非構造物の対策

はとられているのかを伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問の、施設の

中で天井とか壁、あるいは照明等についての対策

はどうなっているのかというご質問でございます

けれども、先ほどご説明させていただきましたと

おり、公共施設におきましては、新耐震を踏まえ

た建築基準に基づいた対応を行っておりますが、

非構造物でございます天井材、あるいは壁、また

照明器具に対しましては、現時点では、特別な安

全対策は講じていないのが現状でございます。 

 先ほどもございましたように、東日本大震災、

また熊本地震の際にも学校施設、特に体育館、体

育施設において天井材や照明器具等の落下による

被害が発生したところでもございます。 

 このような状況の中、文部科学省では、学校施

設における天井等落下防止対策のための手引きと

いうふうなものが平成２５年８月に出されており

まして、その手順や、その留意点を上げ安全性の

強化のための活用を促しているところでございま

す。 

 西予市におきましては、特にそういった意味で

危険性が危惧されている天井とか、あるいは内装

板を設置している施設は、現在のところございま

せんけれども、その手続に基づきまして、学校保

険安全法に基づく安全点検の一環として点検を実

施をしているというふうな状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 非構造物については対策はさ

ほどされてないということですが、使用できなく

なったというのは非常に大変なことでありますの

で、今後も安全点検というのを十分していただい

て、使える体制づくりをしていただきたいなと思

います。 

 次、自主防災について伺います。 

 防災とか、減災対策を考えるときというのは、

地域での自主防災単位での防災計画の策定が大変

重要となります。行政として、各地区の自主防災

組織の活動状況を把握されているのか。おくれて

いる地域においては、行政指導での取り組みが必

要であるのではないかと思いますが、お伺いをい

たします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問の自主防災

組織の活動状況というところでございますけれど

も、現在、西予市においては自主防災組織６８組

織ございます。組織率は１００％に達しておりま

す。 

 その活動につきましては、危機管理課、また各

支所の総務課、そして消防本部３箇所にご相談を

いただいておりますので、その状況は把握ができ

ていると考えているところでございます。 

 昨年度の実績で申しますと、自主防災組織主催

で実施をされました訓練、これが１５件ございま

す。また、職員が出向きまして出前講座を開催を

した件数が６０件となっております。 

 また、年に１度でございますけれども、自主防

災組織の連絡会というようなものを開催をいたし

まして、先進的に取り組みをされております自主

防災組織の活動の紹介や意見交換、また、市から

の啓発等を行っているところでございます。 

 近年ますます防災・減災に対する市民の皆様の

意識も高まっております。また、今後も、その関

係機関、また関係各課と連携をしまして、地域防

災力の向上を図っていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 しっかりと行政主導で出前講

座とか、連絡会とかというふうな形のものを取り

組んでいただきたいと思います。 

 続いて防災士についてお伺いをいたします。 

 一般に災害被害の軽減というのは、よく言われ

る自助・共助・公助の効率的な組み合わせで実現

されると言われております。その中で、防災士は

自助と共助で活躍をしています。災害が大きいほ

ど公的支援が遅くなり、消防、自衛隊等の公的機

関が機能を発揮するまで被災現場で活動を行うこ

とが役割となります。 

 そのことから、大規模災害が発生した場合、地

域において防災士は大変重要な役目を果たしま

す。避難所の運営と地域にとってはなくてはなら

ない存在となります。 

 西予市において、現在何人の防災士がいるの

か。また、女性の防災士は何人いるのか、女性な

らではの視点での防災・減災活動ができる女性防

災士の養成をするべきではないかと考えるが、対

策はとられているかを伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま防災士の人数、また

女性防災士の人数等につきましてご質問いただき

ました。 

 議員ご指摘いただきましたように、災害時のみ

ならず、平常時にも自助、そして共助の中心とし

て活躍することができる人材を養成することを目

的とするものでございまして、さらなる地域防災

力の向上につながるものと考えております。 

 このため、自主防災組織から推薦をいただいた

方の防災士の資格取得に係る費用を県と市で負担

をさせていただいております。この取り組み等に

よりまして、西予市では、現在、女性が２７人の

資格を取得をしております。現在、合計では２０

８人の方の防災士がおられるという状況でござい

ます。 

 なお、女性防災士の割合は、今申しましたよう

に２７人で、率にすると１３％程度と低い状況と

なっておりまして、自主防災組織連絡会等におい

ても、女性の登用といいますか、講習、参加等に

ついて積極的に行っていただくように、各自主防

災組織に、今、お願いをしているという状況でご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 先ほど答弁いただいたよう

に、女性の防災士というのは非常に少ないわけで

す。やっぱり、先ほども言いましたように、女性

の視点から、防災とか減災活動というのは非常に

重要なことだと思いますので、女性の防災士の養

成というのを引き続き、行政のほうからも依頼

を、自主防災組織からの防災士をいうんじゃなく

って、行政側のほうからも積極的にお願いをいた

します。 

 防災士の活動というのを行政のほうは把握され

ているのかだけ、ちょっと伺います。 

 また、それと行政と防災士との連絡はどういう

ふうな形でなされているかを伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま防災士との連絡等の

ご質問をいただきました。女性防災士との連絡等

につきましては、防災士会がございます。その中

での活動等についての報告も受けたり、また、そ

ちらの方に出向いていっての話をさせていただい

たりというようなこともございますので、連絡に

つきましては密に対応していきたいというふうに

思っております。 

 女性防災士がそれぞれの組織の中で、ただいま

ありましたように、女性ならではの視点で、その

中心的な役割ができるといいますか、そういった

活動ができるような体制を今後においても進めて

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 防災士の役割としては、先ほ

ども申しましたように、自助と共助の場面で活動

をしていきます。公的支援がおくれるほど防災士

の果たす役割というのは重要となります。地域に

おいては、避難所の運営やボランティアの人たち

との協同して活動をいたします。また、平常時に

は、防災意識の啓発や大災害に備えての互助、協

働活動の訓練等も行っております。 

 その際に、統一した活動服、制服があれば市民

の方も一目で防災士と判断ができ、安心して防

災、減災についての相談もできるのではないかと

思います。 

 そうしたことから、防災士の制服貸与をすべき

だと考えますが、行政の考えをお聞きいたしま

す。 
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○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま防災士の皆さんに対

する制服支給はというふうなご質問でございまし

たけれども、この防災士のための制服というふう

なものは、特定非営利活動法人日本防災士会とい

うふうなところがございまして、そこで制服がつ

くられておるというふうなことは、販売されてお

るということは承知をしているとこでございま

す。 

 既に、西予市防災士の連絡協議会がございます

が、その会員の方々に市主催の訓練等に参加をい

ただく場合を考えまして、市独自の帽子といいま

すかキャップ、これを購入させていただいておる

ところでございます。 

 現在１００個ほど購入をしておるとこでござい

ますけれども、また、市内では防災士となった方

に帽子とスタッフコートを支給している自主防災

組織もあるようでございます。 

 防災士を養成する目的を踏まえますと、そのよ

うな自主防災組織の取り組みが本来の姿ではない

かというふうなことも考えておりまして、県内、

他の自治体におきましても、当市と同様の対応を

現在とっているということでございます。 

 そういった状況も見ながら、今後、また検討も

していきたいというふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 私が一番言いたかったのはこ

こなんですね。防災士の方というのは、災害が起

きたときといったら、行政ができないところまで

しっかりと対応している中で消防団的な存在なわ

けです。消防団も制服がございます。防災士につ

いても、制服というのは、非常にわかりやすく、

防災士だなというのが自覚もできるだろうと思い

ますので、ぜひ、考えていただきたいなと思った

次第です。 

 キャップの支給というのは、確かに１００個ほ

どでありましたが、防災士というのは、２０８名

いるんですよね。これではちょっと足りないです

よね。そのあたりのことも十分検討していただき

たいなと思っております。 

 防災・減災対策というのは、これで完全という

ものはないわけです。ただ、言えることは、平常

時にはできないことは緊急時というのは絶対でき

ないと私は思いますので、日ごろからの想定外を

想定して準備することが最も重要であると考えて

おります。これからも防災・減災対策にはしっか

りと対応していただきたいと思います。 

 続いて、子育て支援放課後児童クラブ、学童保

育について質問をいたします。 

 仕事と子育ての両立が課題となる中で、保育所

を利用した家庭にとっては、子どもが小学校に入

学しても保護者が安心して仕事ができるようにす

るために必要な制度です。全国的にも、子どもが

小学校入学を機に母親の就職率の低下をする小１

の壁となっています。西予市でも、保育所と同様

に、学童保育のニーズは高いと思います。 

 そこで、学童保育の現状について、施設の数、

定員数はどうなっているのかを伺います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 市内における学童保育の実

施についてご理解とご協力を賜りましてありがと

うございます。 

 ご質問をいただきました市内の学童保育の現状

につきまして、施設と定員数についてお答えをさ

せていただきます。 

 平成２９年１１月現在、西予市内の３つの社会

福祉法人が７カ所において放課後児童クラブの運

営をなされています。定員数については、クラブ

の施設規模に応じて設定をされるところですが、

７つのクラブを合わせて２５３人、平均すると約

３６人が利用をしております。 

 ここで申し上げますと、宇和町小学校区のトト

ロクラブが定員が７０名、利用者は６０名、なな

ほし中川、中川小学校・多田小学校・石城小学校

区ですが、定員が２７名のところ２２名、明下田

クラブ、明間、下宇和、田之筋のクラブでござい

ますが、これが２１人定員に対して２２人、おれ

んじクラブ、これは明浜ですが、３０名に対して

２４名、のむらキッズ４０名に対して６４名、し

ろかわキッズ２５名に対して２２名、すこやか児

童クラブ、これは三瓶ですが、４０人に対して４

３人の子どもたちが利用をしておるところでござ

います。 

 以上です。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 現在の施設では、人員制限が

あり定員以上の人数を受け入れることができない

状態であるようです。理想を言えば、安全性や利

便性を考えて、学童保育と放課後児童クラブとい
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うふうなのは、同じ場所で、学校の空き教室を利

用して受け入れることができれば一番よいのでは

ないかと考えます。 

 福祉部局として、教育委員会、各学校と協議を

されたことがあるのか。また、運営は民間に先ほ

ど委託されていると言われておりましたが、職員

の労働条件、勤務時間、勤務体制は把握されてい

るのか。また夏休み等の長期の休みの対応はでき

るのかを伺います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 まず、小学校の余裕教室の

活用についてお答えをさせていただきます。 

 今年度、明浜地区において、教育委員会、小中

学校との協議、検討を重ねた結果、明浜中学校の

余裕教室の活用を承諾をいただき、平成３０年度

４月からの開設に向けて、現在、改修を進めてお

り、西予市で初めてとなる事例で、学校での学童

保育ができることとなります。 

 また、宇和地区の明下田クラブ、明間、下宇

和、田之筋の子どもたちのクラブでございます

が、活動場所を検討するに当たりましても皆田小

学校の余裕教室について教育委員会へ状況の確認

をしたところ、明間小学校との統合や特別支援学

級の編成により、皆田小学校においては、現段階

では余裕教室がないとの回答がございました。 

 次に、施設の状況と職員の労働条件についてお

答えをいたします。 

 市内７カ所の学童保育施設のうち、公共施設で

の学童保育を実施している場所が４カ所、法人所

有施設で実施している場所が３カ所となっており

ます。 

 職員の労働条件につきましては、放課後からの

短時間の勤務となることから、各法人ともパート

タイム職員の雇用により事業運営が行われている

ところでございます。 

 施設の課題といたしましては、宇和の下宇和保

育園内で実施している明下田クラブにおいて、基

準面積の関係から、利用者が低学年に限られてい

るという点がございます。この点につきましては

実施主体となる社会福祉法人と改善策の協議を行

っているところでございます。 

 また、お尋ねの夏休みの長期休業の利用につい

ては、長期間の利用を条件に優先順位の高い利用

者を定員の範囲内で受け入れているところでござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 私がちょっとここで聞きたか

ったことを、部長の方、説明をしていただきまし

た。皆田小学校のあきがないということで、下宇

和地区というのは、明下田クラブでちょっと話を

聞いたときに、非常に先ほど言われましたよう

に、低学年を優先しているから高学年の受け入れ

ができないということで聞いておりました。それ

で、先ほど答弁していただきましたように、田之

筋とかの問題もあるということですので、どうか

高学年とかの受け入れもできますようお願いをい

たします。 

 子育て世代というのは、これから共稼ぎという

のが家庭でふえてくると思います。この学童保育

と地域の方の参画を得て行う放課後子ども教室と

いうのは、もっともっと必要性が高まってくると

思いますので、両親が安心して働ける受け皿とし

て取り組みを強化していただきたいと思う次第で

す。 

 続いて、市営住宅についてお伺いします。 

 西予市の持ち家率というのは、非常に県内平均

しても高い地域だとは思いますが、市営住宅の需

要というのは、子育て世代や高齢者にとってはま

だまだ需要が高いと思われます。 

 そこで、公営住宅、単独市営住宅は現在何棟あ

り、耐震対策はとられているのかを伺います。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 佐藤議員からの公営住宅の

戸数と耐震性についてのご質問につきましてご答

弁申し上げます。 

 まず、市営住宅の管理戸数についてであります

が、公営住宅法に基づく低所得者向けの公営住宅

が７４８戸、中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅

が１４戸、市単独で設置している単独市営住宅が

９３戸の合計８５５戸を管理しております。 

 次に、耐震性についてでございますが、いわゆ

る政策空き家の６６戸を除き、政策空き家と申し

ますと、老朽化が進んで建てかえが必要なため入

居を制限している空き家でございますけども、こ

の６６戸を除きますと、全体で耐震化率は６３％

となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 耐震化率というのが６３％と
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いうことです。やっぱり耐震というのも、これか

ら大変重要なことでありますので、行政としても

住宅のほうも力を入れて対策をしていただきたい

なと思います。 

 次に、市営住宅に入るための住宅抽選会のこと

についてお伺いをいたします。 

 住宅抽選会は６月中旬に行われ、住宅にあきが

生じた場合の入居予定者の順番を決めるものであ

るが、現在のルールでは、入居予定者の希望する

住宅以外の住宅にあきが出た場合、予定者が入居

拒否をすると、抽選会で決定した順位の最下位に

なり、一番の順番でも住宅入居ができなくなりま

す。 

 このルールを入居予定者が希望する住宅ごとに

抽選できないのか。入居順位を決めるのではな

く、入居可能な部屋について抽選をする方法にで

きないのか。 

 私、以前に担当部署、相談にお伺いをしたこと

があります。担当課に相談に行くと、抽選会のと

きにルールを説明をして抽選会をしているので問

題はないですよということでした。 

 しかし、入居者の方も生活をする上で、住みた

い場所というのは選びたいわけです。保育園と

か、小学校、勤務先などの生活をする中で住居場

所は本当に重要な問題です。 

 ２９年の施政方針の中、変革挑戦の中に、西予

市で生活を望む人がふえ、その望みをかなえられ

るまちづくりを目指すとあります。現在のルール

で住みたい場所も選べない状態で、西予市で生活

を望む方がいるでしょうか。入居者の希望住宅を

尊重すべきではないかと思いますが、行政の考え

をお聞きいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 佐藤議員からの公営住宅の

入居申込み抽選会において、入居したい住宅単位

での抽選はできないかということについてのご質

問についてご答弁をさせていただきます。 

 公営住宅につきましては、ご案内のように、公

営住宅法に基づき国及び地方自治体が住宅に困窮

する低所得者に対し提供し、社会福祉の増進に寄

与するものであります。 

 市営住宅の入居につきましては、毎年申込み募

集を６月中旬に行いまして、申込み後の資格審査

を経て７月に旧町単位で抽選会を実施して、入居

予定者と空き家が生じた場合の補欠入居予定者の

順番、先ほど言われましたとおり順番を決定して

おります。 

 ご提言をいただきました内容、また、今まで多

くいただきました声等を検討いたしました結果、

現時点では団地ごとの抽選会は実施できません

が、問題点を改善する手法といたしまして、現行

における抽選後の空き家が生じた場合の住宅案内

の手続を改めるよう検討しているところでござい

ます。 

 具体的な内容といたしましては、現状では、案

内順位１番の方が案内した住宅を希望されない場

合は、辞退されますと、先ほど言われましたよう

に最下位の順位となり、希望する住宅への入居で

きる可能性が低くなることとなります。 

 このような状況を避けるために、今後は、辞退

されましても案内順位は１番のままとして、有効

期間中に、順にあいた住宅を案内する方法で運用

していくよう変更することといたします。同様

に、案内順位が２番以降の方も同じ扱いとするも

のでございます。 

 このような手法で、今後、改善を図りたいと考

えておりますので、どうかご理解、ご協力をいた

だきますようお願いをいたします。 

 なお、運用時期につきましては、次回の抽選か

らとし、具体的には、新たな住宅の募集もござい

ますので、実施時期は今のところ平成３０年、来

年の３月の予定であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 今の答弁では、ルールを見直

すということで私は理解をいたしまして、早期の

ルール改正をお願いしたいなと思っております。 

 最後になりますが、今後の市営住宅の必要数と

いうのをどの程度と考えているのか。先ほど言い

ましたように、老朽化した市営住宅を維持するに

も、改修するにも多額の金額が必要になると思い

ます。 

 市営住宅の今後の施策をどのように考えている

かをお聞きいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 佐藤議員からの今後の市営

住宅の施策をどのように考えているのかというこ

とについてのご質問につきまして、ご答弁を申し

上げます。 

 市営住宅施策におきましては、先ほども申し上
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げましたように、基本的には公営住宅法に基づき

困窮する低所得者に対して住居を提供し、社会福

祉の増進に寄与する目的で整備するものと認識を

しております。 

 一方で、子育て世代の支援、また高齢者定住促

進といった側面も持っておりますので、そういっ

た意味では、単独住宅など可能な範囲で対応して

いくことも必要と考えているところであります。 

 施設の整備及び維持管理の面では、需要と供給

のバランスを十分見きわめて、必要な効果的かつ

効率的な推進を図るために、既存住宅の長期的活

用を行うとともに、用途廃止及び集約建てかえの

実施においては、コストの低減、平準化に向けた

事業計画を進めているところであります。 

 また、このほか、直接の公営住宅の施策ではあ

りませんが、西予市空き家情報提供制度などの運

用によりまして、市内にある空き家の有効な活用

によりまして、公営住宅維持管理経費の低減及び

定住促進並びに自治機能の維持につなげていくこ

とも重要であると考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 山岡部長の答弁にもありまし

たように、需要と供給のバランスを考えて定住促

進のために市営住宅の適正改善をしていただき、

安心して暮らせる居住環境をつくっていただくこ

とを願って質問を終わります。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 １２月１１日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時３６分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１３番菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 おはようございます。ただ

いま指名をされました菊池でございます。 

 本日もまた市政に対して熱心に大きな関心を持

っていただいている方に傍聴に来ていただいてお

ります。大変うれしく、また力強く励まされるこ

とでございます。心より感謝申し上げます。 

 今ほど許可をいただきましたので、通告に従い

まして質問をしたいと思います。 

 その前に、去る１１月２５日に、全ての拉致被

害者の早期帰国を目指してということで、そうい

う題した啓発の会が歴博を会場にして開催されま

した。主催は政府の拉致問題対策本部、それから

愛媛県、西予市、また愛媛拉致議連、それと愛媛

の「救う会愛媛」という、ここが主催をして行わ

れましたが、また、その内容というのは、政府の

拉致問題対策本部の担当官より政府の取り組みに

ついて、また特定失踪者のご家族、これは伊予市

の大政由美さんのお母さんで大政悦子さんという

方ですけれど、この方がいろいろと実情を訴えら

れました。 

 愛媛県では、その大政さん以外に、本当にお隣

ですけど、八幡浜の保内町の出身ということで二

宮喜一さんという方、それから今治の山下綾子さ

んという、この３名の方が特定の拉致被害者であ

ろうというふうに特定されております。 

 そしてその後、映画「めぐみ－引き裂かれた家

族の３０年」という映画の上映がありました。横

田めぐみさんが拉致されてから４０年たちます。

この問題は風化させてはいけない、本当に国民み

んなが関心を持ち続けるということが大切なこと

だと思います。大政悦子さんも強くそういうこと

を願っていらっしゃいました。一刻も早い被害者

の方々の帰国を望むばかりでございます。 

 では、質問に移らせてもらいます。まず最初

に、古代ロマンの里構想についてということで質

問をいたします。 

 この古代ロマンの里構想は、旧宇和町の時代か

ら引き継いできたもので、今から約２０年前に愛

大の考古学の下條教室の皆さんが岩木の赤坂古墳

の発掘に来られたところから始まったと思いま

す。 

 この旧宇和町は、特に全国的に見ても、これほ

ど古墳とか遺跡が集中して固まっているところと

いうのは、そうは多くないと思うんです。例えば

古墳時代の前・中・後期と、前期は笠置峠古墳、

そして中期に岩木赤坂古墳があってナルタキ古墳

と、そういうふうに前・中・後期とコンパクトに

１キロ以内に固まっているという、こういうのは

非常に、これ宝でございます。そういうロマンの

里構想について、今後の展望についてお尋ねいた

します。 

 （１）の、まず古代ロマンの里とはどの範囲、

どの地域を指しているのか、お尋ね申し上げま

す。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 おはようございます。菊池議員

のほうから、古代ロマンの里はどの範囲を対象と

しているのかというご質問でございます。 

 古代ロマンの里構想につきましては、議員おっ

しゃるとおり、旧宇和町時代から古代ロマンの里

構想策定委員会において議論を重ね、構想を策定

し、その計画につきましては、平成１７年の３月

に古代ロマンの里整備活用基本計画書にてお示し

をしたところでございますが、この構想における

対象範囲は、旧宇和町としているところでござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 旧宇和町が範囲ということ

で承知いたしました。 

 では、（２）、最近これ話題となっております

が、ムカイ山古墳という古墳があるそうです。私

は行ったことございませんが。この古墳をこれか

らどのように発掘調査及び整備をしていかれるの

かをお尋ね申し上げます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 ムカイ山古墳は、西予市教育委員会が国庫補助
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を活用して実施しています市内遺跡詳細分布調査

における現地踏査で、７年前に発見した遺跡でご

ざいます。遺跡の形状などから前方後円墳である

可能性があると考えられたため、考古学の専門家

に現地を確認していただきました。 

 また、平成２８年３月から４月にかけて愛媛大

学考古学研究室が主体となり、測量調査を行って

おります。 

 これらの成果から、古墳時代前期の前方後円墳

である可能性が高いと考えられているものでござ

います。 

 測量調査がまだ完了していないこともありまし

て、今年度中にも測量調査が実施される見込みで

ございます。 

 今後における発掘調査及び整備等につきまして

は、現時点では未定でございますが、さきに述べ

ました古代ロマンの里整備活用基本計画書に記載

されている計画から、優先的に取り組んでいくよ

う考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 では、（３）の質問に移り

ます。 

 八幡浜街道の笠置峠越というこの街道が、国史

跡の指定になるに際して、その活用方法はどうい

うふうに考えられているか、また、あわせて国史

跡指定ということで、国からどんな支援策がある

のかお尋ね申し上げます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 八幡浜街道笠置峠越についての

ご質問でございますが、広く市民の皆様に知って

いただきたく、国史跡に指定されました経緯や史

跡の価値についてのご紹介とあわせましてご答弁

をさせていただきます。 

 八幡浜街道笠置峠越は、本年６月に国の文化審

議会が文化庁に対して国史跡に指定するよう答申

したもので、本年１０月の官報告示を受け、正式

に国史跡に指定をされました。 

 この峠道は、遅くとも室町時代から利用されて

いたと言われておりまして、古くから宇和と八幡

浜をつなぐ道として、庶民はもちろんのこと、近

世には宇和島藩の参勤交代の道として、あるいは

遍路道として、あるいは蘭学者たちの道として利

用されたことが県教育委員会の調査で明らかにな

っております。 

 また、街道沿いにはお遍路さんのお墓や峠の地

蔵、清水地蔵など往時をしのばせる歴史遺産があ

り、今回、西予市側では街道として往時の状況を

よく残している部分、約５００メートルが指定を

されたところでございます。 

 また、峠から２００メートルほどのところに

は、先般、発掘調査報告書を刊行した笠置峠古墳

が存在しております。 

 では、その活用方法はということでございます

が、現在、街道の活用については、毎年１０月末

ごろにＪＲ石城駅を起点としまして、ＪＲ双岩駅

まで歩く駅からウオークを開催しております。 

 この駅からウオークにつきましては、この街道

は笠置峠を介して西予市と八幡浜市にまたがって

いることもありまして、ここ数年は八幡浜市との

共催という形をとっておりまして、八幡浜市から

も多くの皆さんにこの道を訪れていただいており

ます。 

 今後は、八幡浜街道の歴史遺産や峠にまつわる

話を集めた小冊子を作成し、峠を散策する皆さん

への理解を促すなど、そういった取り組みを計画

をしております。 

 また、本年９月には、ジオガイドの皆さんやジ

オパーク推進室と、麓の古墳群や街道を一緒に歩

き意見交換を行うなど、ジオガイドを行う新たな

コースの設定に向けた取り組みもスタートさせた

ところでございます。 

 今後も引き続き、笠置峠古墳や麓の古墳群など

と関連させ、近接する八幡浜市やジオパーク活動

とも連携をしながら活用を進めたいと考えており

ます。 

 次に、当街道が国史跡指定となったことにより

まして、どういった財政支援があるのかというご

質問があったかと思います。 

 国史跡に指定されたことによりまして、特別交

付税として１０２万円が市に交付されることとな

っております。あわせて歴史の道の復旧、環境整

備、防災対策、普及啓発等に対する国庫補助の支

援があるというふうなことでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 これから笠置峠越の活用方

法が大分定まっているというようなふうに受けと

めますが、今ほど答弁にもありましたけど、笠置

峠の調査をまとめた本が出ました。私も見ました
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けれども、分厚い本で、これ本当に専門的なこと

で、見ると、あれは私にはちょっと理解、なかな

かしにくいものですから、そういう一般にわかる

ような簡潔なそういうパンフレットを出して皆さ

んに周知していくというような答弁をいただきま

したが、これはぜひそれは進めていただきたいな

というふうに思います。 

 それにあわせて、これ笠置峠越と少しダブりは

するんですけど、（４）の古代ロマンの里づく

り、このために現在行っている活動はどういうも

のをされているか、ちょっとお尋ねを申し上げま

す。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 初めに、菊池議員も会員であります笠置文化保

存会の皆様には、常日ごろから笠置峠古墳、ナル

タキ古墳群、岩木赤坂古墳などの草刈りや里山づ

くりを通して、いつでも心地よく見学できる環境

づくりにご協力をいただいておりますことに対し

まして、まずもってお礼を申し上げたいと思いま

す。 

 古代ロマンの里づくりに当たっては、これまで

愛媛大学考古学研究室の協力を得まして発掘調査

を進めてまいり、皆様のご理解を賜りながら、平

成２０年度には笠置峠古墳を整備することができ

ました。整備後は、先ほどご紹介しました駅から

ウオークを初め、整備時には後円部の法面を開け

ておき、市民参加でふき石をふくという体験事

業、５年間で延べ６００人以上の参加があったわ

けでございますが、そういった体験事業を行って

まいりました。 

 現在は古墳の上で行われた葬送儀礼、つまり宇

和盆地をおさめていた往時の王の供養を再現でき

ないかと検討をしております。年度内に儀礼に用

いる土器や土製品の製作体験を行うよう計画をい

たしております。 

 また、７月には、笠置峠古墳の発掘調査報告書

の刊行を記念した展示とシンポジウムを県内外か

ら多数の皆様の参加を得て開催したところでござ

いますが、先ほど議員おっしゃいましたとおり、

この笠置峠古墳の報告書につきましては、本文だ

けで３００ページに及び、内容も専門的なものと

なっておりますので、内容を簡潔にお伝えするパ

ンフレットの製作を今年度中に予定しているとこ

ろであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 今まで、古代ロマンの構想

について、現在の活動等をお聞きいたしました

が、これ７月に今話にありましたように、シンポ

ジウムがありました。私がちょうどそのとき地区

の会がありまして、出席かなわなかったんですけ

れども、後で出席した方にどういう内容でしたと

いうことを聞きますと、非常に先ほど私が言いま

したように、この地域は非常にいい宝を持ってい

ますと、ですからこれをうまく活用すれば、大変

地域活性化につながりますよというようなこと

を、政府の文化庁の方だったと思うんですけれど

も、その方がおっしゃっていたと。そして何より

も、今はそういういろんな活動を現場でやってい

ますけど、そういうことをやっぱりわかりやすい

紹介の仕方ができる、そういう場所がほしいな

と、そういう場所はやっぱり必要ですよというよ

うなことを強く言われていたということをお聞き

しました。 

 西予市は非常に東西に長い地形でございます。

今回、城川の東のほうでジオパークの拠点となる

ような施設をつくり始めているところですけど、

ちょうどロマンの里は西のほうに当たりますの

で、東のジオパークの拠点、そして西の古代ロマ

ンの里の拠点施設、こういうのをぜひ考えていた

だきたい。もうこれはその拠点づくりというの

は、もう機が熟していると思うんですよ。もう本

当に。これはこの拠点を使って、古墳、遺跡等に

関することを系統的に紹介したり、それからいろ

んな人が交流できる場、そういう場所を設置を考

えていただきたいなというふうに思うわけなんで

す。 

 これは全体的には西予市はジオパーク、ジオパ

ークの中の１つの補完施設として、こういうこと

を望むわけなんですけど、いかがでしょうか、そ

ういう計画がございますでしょうか、これをお答

え願います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 拠点施設の整備についてのご質

問でございますが、笠置峠古墳の活用、イベント

などの際には、参加者の皆様にアンケートにご協

力をいただいております。その中で、常時出土品

について見学し学ぶことのできる場所を設置して

ほしいといった趣旨のご意見を多く頂戴してまい

78



 

 

りました。 

 また、先般開催しましたシンポジウムにおきま

しても、議員おっしゃるとおり、ご出席いただい

た先生方や文化庁を初め参加者の皆様からも拠点

施設の設置を求めるご意見をいただいているとこ

ろでございまして、市議会におきましても、幾度

かご質問を頂戴しております。 

 教育委員会としましても、出土資料の整理保存

や古墳などを含めた見学者に対応できる施設、ま

た、笠置峠や古墳の保存活動等にご協力をいただ

いております笠置文化保存会を初めとする皆様方

の活動拠点といいますか、よりどころとなる施設

の整備については、重要な課題であると認識をし

ております。 

 今後こうしたご意見を参考に、拠点施設の設置

につきましては、どのような方法がよいのか、地

域の皆様の意見を拝聴しながら、また、四国西予

ジオパーク推進計画との関連性も考慮しつつ検討

していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 わかりました。 

 先ほども言いましたけど、これは旧宇和町の時

代からの構想でありまして、活動のいろいろ、文

化保存会とか、それから一般の方を呼び込んだい

ろんなイベントをやっております。そういうこと

をかんがみても、本当にもう機は熟しております

ので、ひとつそこのとろ、しっかりと考えて取り

組んでいただきたいなと、そういうふうに願うわ

けでございます。 

 では、続きまして、２つ目の質問に移ります。

学校教育についてということで、その中の学校教

育の中の、今度、来年の４月から小学校では道徳

教育というのが教科化というふうになります。こ

の道徳教育というのは、やっぱり一人の人間の人

生を学んでいく、そういうことだと思います。 

 今回、西予市のほうで教科書が選定されたと思

うんですけど、そういう教科書の選定の流れとい

うのは、どのようなふうになっておるのかお尋ね

申し上げます。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 おはようございます。教科書選定

の流れについてご質問がありまして、私のほうか

ら答弁を申し上げます。 

 教科書の選定に至る手続といいますのは、法律

で定められております。市町村立の小学校の場合

は、その学校を設置する市町村の教育委員会が採

択の権限を有することとされております。また、

適切な採択を行えるよう、県の教育委員会が市町

村教育委員会を指導、助言、援助するとされてお

りまして、これを行うに当たって、県教委は学校

関係者、保護者、学識経験者等から構成される教

科用図書選定審議会を設置しまして、あらかじめ

意見を聞くこととされております。 

 また、この審議会は、全ての教科書について、

専門的かつ膨大な調査研究を行う必要があります

ので、その下に法律に直接の規定はありませんけ

れども、教科ごとに数人の教員を調査員として委

嘱をしております。県教委は、この調査員の調査

及びそれを受けた審議会での調査研究結果をもと

に、教科用図書選定資料を作成をいたしまして、

それを市町村教育委員会に送付して、指導、助

言、援助を行うこととなっております。 

 また、同じく法律に直接の規定はありませんけ

れども、採択権を持ちます市町村教育委員会にお

きましても、独自に県教委と同様の組織を置い

て、教科書の調査研究を行っておりまして、これ

はこうした運用が文部科学省の通知等においても

想定をされているところでございます。 

 このため、西予市においても西予市教科用図書

選定委員会を設置しまして、そこに調査員を置い

て、専門的事項について調査研究に当たらせてお

ります。 

 したがいまして、市教育委員会は市の教科用図

書選定委員会からの報告、そして県の教科用図書

選定資料を参考にしながら、最終的には市教委と

しての判断と責任において、教科書を採択してい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 よくわかりました。 

 では、（２）の、今回、西予市でその教科書を

採用された判断理由といいますか、どこを、何を

よしとして決定されたのか、その決め手は何だっ

たのかということをお尋ね申し上げます。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 お答え申し上げます。 

 教科書の調査研究、これは６つの観点から行っ

ております。まず、教材の選択の仕方でありま

す。教科の目標からして適切なものが選択されて

79



 

いるのかという点、それから、教材の難易の程

度、児童の発達段階に照らして適切なものかどう

かという点、それから教材の地域性、児童の置か

れた社会環境から理解しやすい教材が選択されて

いるかどうかという点、そして４つ目には、教材

の組織、配列、分量でございます。これは学習指

導を行う上で教材の組み立てが適切かどうかとい

うことです。そして５つ目には、学習指導上の配

慮、児童の自主的な学習を容易に進めるにふさわ

しい配慮があるかどうかということ。そして６つ

目に、印刷、製本、その他としまして、版画だと

か印刷、製本、その他が適切かどうかということ

であります。 

 以上のような点を調査、評価をしております。 

 今回、西予市では、検定に合格をいたしました

８つの教科書のうちから、「学研教育みらい」の

会社が発行する教科書を採択をいたしました。こ

の教科書は、取り扱う内容や構成などが適切でバ

ランスがよく、実話を取り上げるなど身近で考え

やすい内容となっていること、児童の発達段階に

応じて、系統的、発展的な内容となっているこ

と、そして挿絵や写真を多く取り入れ興味関心を

引くものになっていることなどが選定委員会にお

いても高く評価されております。 

 教育委員会の会議におきましても、Ａ４版で読

みやすく、文章量、設問、内容構成などが総合的

に見て最適であると、あるいは教材の終わりに児

童の考えを深めさせるポイントが書いてあるな

ど、指導する側から見て使いやすい教科書になっ

ている。あるいは学習した後に、そこから深めた

り、広げたり、つなげたり、実際の行動に移して

みたりというような工夫が見られるといったよう

な点がご意見としてありました。全員一致でこの

教科書を採択したものでございます。 

 以上です。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 では、（３）の質問に移り

ます。 

 教育委員会として、市内の各学校に対して何か

指導目標とか指導指針というか、この道徳の教科

に対するそういう何か共通なるそういう指針を示

されるという、そういうことはあるのでしょう

か、お尋ね申し上げます。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 お答えを申し上げます。 

 西予市では、平成２８年２月に策定をいたしま

した西予市教育大綱におきまして、思いやりの

心、命を尊ぶ心、感謝の心を育む教育を推進し

て、児童生徒が生きる力を見につけることといた

しております。 

 また、西予市教育振興基本計画では、道徳の時

間を核とし、学校の全教育活動を通じて、子ども

の人格形成の基盤となる信条や意欲、態度、並び

に習慣等を育成すること、そしてそれらを通じて

身につけた道徳性を実践する大切な機会として、

集団活動や体験活動の充実を図ることを主な取り

組みに掲げております。 

 さらに、毎年度見直しをしております西予市教

育基本方針におきまして、小学校では来年度か

ら、中学校におきましては再来年度から始まる道

徳の教科化への対応というのを上げております。

その道徳の教科化については、既に学習指導要領

が改定をされております。教科指導に必要な事項

が明らかになっているところであります。県教委

がこれを受けまして、道徳教育推進主任や指導主

事を対象とする教育課程説明会を開催をして、そ

の内容について周知を図ってきたところでありま

す。 

 市教委といたしまして、こうした流れの中で、

新たに道徳に特化した何か目標を示すという必要

性は今のところ感じておりませんけれども、今後

はさらに各学校において、そういった学習指導要

領を受けた今回の教科化への取り組み、そうした

ことについての考え方が浸透して、教科化の趣旨

に沿った授業が展開できるように努めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 では、（４）の質問に移ら

せてもらいますが、（４）は、これ私の提案なん

ですけど、童謡、唱歌の歌詞の意味や情景等を学

び歌うことを取り入れてはどうでしょうかという

ことなんです。 

 童謡で、私も何個かの童謡は知っておりますけ

ど、もう本当に２つ３つぐらいで、それもきっち

り３番とかある曲でありますと、そこまでなかな

か文言を覚えていないというのが実情でありま

す。 

 例えば、「もみじ」という歌がありますけれ

ど、これは「秋の夕日に照る山もみじ」というそ
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ういうあれです。ここに歌詞があるんですけど、

これを見ておりましたら、「濃いも薄いも数ある

中に、松を彩るかえでやつたは、山のふもとのす

そ模様」というのは、これ１番の歌詞なんです

よ。「松を彩る」とか「すそ模様」というよう

な、これ歌っていたら、秋の夕日に照らされた、

ちょうどここでいうたら、南側の山みたいな、そ

ういう山が目に浮かぶんですけど、これ歌ってい

たら非常に情景が自分の中に浮かび上がるし、ま

た、さっき言った「松を彩る」とか「すそ模様」

とか「散りゆくもみじ」とか、それから「織る

錦」とか、そういう語彙というか、そういう語彙

が非常に豊富になってくると思うんですよ。そう

いう日本語のそういう単語とか、そういうことが

非常に豊富になってくる。身についてくる。 

 以前から比べたら、だんだん日本語の言葉の乱

れというのが目につくと思うんです。やっぱり美

しい日本語を学んでいくというか、言葉の乱れと

いうのは、生活の乱れにつながっていくと思うん

です。こういう童謡、唱歌、こういうことを学ん

でいく、自分で声を発して歌う、そういうこと

で、礼節というものが身についていくものだと私

は思うわけなんです。 

 各学校によって、いろいろ事情はあると思うん

です。これは道徳の時間に限らず、学校の全体の

授業の中で工夫をして、そういう童謡、唱歌のこ

とを取り入れていただきたい。そういうふうに思

うわけですが、いかがでしょうか、ご答弁をお願

いいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 ご答弁を申し上げます。 

 童謡、唱歌は、いわゆる文部省唱歌として多く

が今も伝わってきておりますことからもわかりま

すように、明治から大正にかけまして、我が国が

国を挙げて音楽教育の普及に取り組んだ時代の結

晶であります。 

 議員おっしゃいましたように、非常に格調が高

く、歌詞も吟味され、洗練されたものが多いとい

うのが特徴であると思います。 

 それは、時に難解であるとして敬遠されたり、

あるいは時代にそぐわないとして歌詞の一部が変

更されたりしながらも、１世紀を超えて歌い継が

れてきたものであります。 

 ある音楽評論家が、私たちはこうした歌を歌う

楽しみを通じて、自分に先立つ世代の日本人たち

につながり、同じ文化を共有するための１つの確

実な手段を見につけると、歌は古いものを幼い人

間の心の中に手渡しする役を務めると述べており

ますが、まさしくそのとおりだと思います。 

 このため、小学校の学習指導要領では、どの学

校においても共通して扱うべき教材として、童

謡、唱歌を取り上げております。例えば、議員お

っしゃいました「もみじ」のほかに、「ふるさ

と」あるいは「おぼろ月夜」といった名曲でござ

います。これらの歌は、自然や四季の美しさ、あ

るいは夢や希望を持って生きることの大切さなど

を含んでおりまして、道徳的な心情の育成に資す

るものとして、今後も教育現場で大切にしていき

たいというふうに思います。 

 もとより、明治時代の唱歌が、西洋音楽を取り

入れることから始まったように、そして童謡が大

正時代において、もっと優しい言葉で子どもの自

然な感情に寄り添った作品に触れさせようとし

た、いわゆる童謡運動の産物であったりいたしま

すように、新たなものを想像するエネルギーとい

うのは、いつの時代にも宿っているものでありま

す。人々が口ずさんだり思い出したりする歌も、

時代とともに変わってくるというふうに思いま

す。 

 これらのバランスをとりながら、子どもたちの

豊かな情操を養うとともに、伝統、文化を尊重す

る心を育てる教育に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 今、小学校で音楽の授業が

週に１回多分あると思うんです。その中で、そう

いうことを歌ったりしているとは思うんですけれ

ど、私がいろいろ調べてみると、なかなか音楽の

時間が、そういうふうに機能していないという

か、学習発表会があれば、そちらに時間がとられ

てしまうとか、いろいろありまして、実際に私が

こういうふうに質問させてもらうのは、子どもた

ちが、先ほど言いましたように、１つの唱歌をき

ちっと歌い上げることができていないという現実

が私の知り合いの子どもたちの中にあるというこ

となんですよ。 

 これは、これをやって西予市の子どもたちは童

謡をみんな知っとるぞと、すごいなというよう

な、そういうことがあれば、本当に西予市自体に

81



 

もすごく影響することでありますし、一番には子

どもたちの教育には大変大きな力になるものだ

と、そういうふうに思います。 

 ひとつ、先ほど言いましたように、事情は各校

でいろいろあると思いますけど、何か工夫をし

て、西予市の子どもはみんな童謡をよう知っとる

ぞというような、そういうふうになってほしいな

というふうに願うわけでございます。 

 では、最後の質問に移りたいと思います。３番

目に、えひめ国体についてということで質問させ

ていただきます。 

 えひめ国体については、西予市内で成年女子の

ソフトボール、それから相撲という２つの競技が

開催されました。どの会場も盛会であったと思い

ます。私もどちらの会場にも行かせていただき、

中に入った経験上、そう思うわけなんですが、こ

れは特にこの行事の担当者の方、それから何より

も相撲に関しては、民泊に携わった方々の、その

大きな伏せ込みが、非常に競技自体を光らせたと

いうふうに思うわけなんです。 

 この２つの競技の総括についてということで、

よかった点、特に得たものですね、得たこと、そ

れから反省点があれば、どういう点があったかと

いうことをお尋ね申し上げます。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 おはようございます。 

 まず、私のほうから総括的な回答をさせていた

だきまして、２つの競技につきましては、担当部

長のほうから答弁をさせていただきたいと、その

ように思っております。 

 このたび６４年ぶりに愛媛県で開催されました

第７２回の愛顔つなぐえひめ国体、西予市では、

今、議員がおっしゃいましたように、ソフトボー

ル成年女子、そして相撲の２つの競技が行われま

した。西予市議会の皆様を初め市民の皆様のご協

力をいただきまして、成功裏に大会を終了するこ

とができました。 

 また、相撲の競技会では、選手団の受け入れを

４４の地区で設立されました民泊協力隊によりま

して受け入れていただきました。「国体の成功は

民泊から」という合い言葉で民泊を推進してきま

したけれども、その言葉どおり、民泊の成功が国

体の大成功に結びついたというふうに感じており

ます。 

 民泊を成功に導いていただきました地域の皆

様、そして地域力の高さ、これは西予市の底力を

思い知らせたものであると思いますし、民泊の成

功が西予市の新しい財産となってきていると、私

たちの誇りであったと思っております。 

 西予市開催競技並びに民泊業務を大成功に導

き、私たちを支えていただきました多くの感動を

与えてくださいました全ての皆様に、衷心より厚

く御礼を申し上げたいと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 それでは、市内開催２競技を開

催して、よかった点、特に得たものという観点

で、また反省点はというご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 まず、よかった点、得たものという観点の中

で、よかった点について４点ほど述べさせていた

だきたいと思います。 

 １点目としましては、ハード面での整備ができ

たことが挙げられると考えております。西予市で

国体競技会を開催することによりまして、競技会

場となりました西予市営宇和球場、宇和運動公園

多目的広場、乙亥の里乙亥会館の施設や設備の改

修を行うことができ、南予のスポーツ拠点施設の

位置づけを確立することができたとともに、整備

された西予市のスポーツ施設のすばらしさをチー

ム関係者や競技役員等を介して全国にＰＲするこ

とができたことが挙げられると思っております。 

 ２点目としては、協議関係者の技術や意識の向

上につながったことが言えると思います。西予市

ソフトボール協会並びに西予市相撲連盟におかれ

ましては、両競技団体に支援を行うことで、公認

審判員や公式記録員の数がふえるとともに、資質

のレベルアップにつながり、大会運営のノウハウ

を得ることができたと考えております。 

 ３点目としましては、教育効果につながったの

ではないかと考えております。西予市内小・中学

校を対象に行いました学校観戦では、日本トップ

レベルの真剣勝負を間近で観戦し、そこでの愛媛

県選手や西予市出身選手の活躍が、西予市の次代

を担う児童生徒に誇りと喜び、夢と感動を与え、

スポーツへの関心が深まるとともに、子どもたち

の一生の宝物になったのではないかと考えており

ます。 

 また、相撲競技の選手団を民泊で受け入れたこ

とによりまして、地域の子どもたちが日本のトッ

プレベルの選手の皆さんと直接触れ合うことがで
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き、貴重な経験と思い出を与えていただいたと思

っております。 

 ４点目として、ボランティア活動への気運の高

まりにつながったのではないかと思っておりま

す。大会運営では、一般ボランティアへの応募が

あり、議員の皆様の中にもご協力をくださり、菊

池議員もその中の１人であり、改めてお礼を申し

上げる次第でございます。 

 ソフトボール競技会で４０人、相撲競技で２２

人の一般のボランティアの皆さんにご協力をいた

だきました。大会１カ月前の９月には、愛顔つな

ぐえひめ国体清掃強化月間として、西予市一斉ク

リーン運動を呼びかけ、各地域で市民の皆様が積

極的に幹線道路や河川敷の草刈り、ごみ拾いなど

の清掃活動を展開していただきました。全国から

お越しいただく皆さんを美しい西予市で気持ちよ

くお迎えしようという郷土愛の強さとおもてなし

の真心が伝わってまいりました。 

 次に、反省点ということでございますが、こち

らの配慮不足の面もあり、国体開催に対する市民

の皆様の意識に旧町単位での盛り上がりといいま

すか、関心の度合いに若干温度差があったことは

否定できないのではないかと感じております。 

 この国体を経験したことによりまして、先ほど

４点ばかり国体で得たものということで触れさせ

ていただきましたが、このことは、今後全国大会

規模の大会を誘致する力が身についたとも言えま

す。今後は誘致を積極的に図ってまいりたいとも

考えております。 

 反省点を踏まえ、大きな大会を開催するときに

は、全市挙げての気運の高まりにつなげていくよ

う、各種広報、ＰＲ活動を強化し、西予市全体に

大会開催を浸透できるよう努めてまいりたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 得たものということで４つ

ばかり言っていただきました。また、市長のほう

からは、大変皆さんの努力で盛り上がったという

ような総括をいただきましたが、得たものという

中でも出てきましたけど、これ特に民泊ですね、

これは非常に大きい人的交流ができたというふう

に思います。 

 よく私は先輩から自分らが担当する何かイベン

トをしたときには、どっちかいったら終わったら

やれやれというふうに自分は思うんですけど、い

つもそのときに、やれやれというのは、これから

どんどんやれやれということやどと、これから出

発やどということを毎回言われます。そのたび

に、いま一度反省して、よっしゃ、これからとい

うふうに思うこともあるんですが、先ほど言った

人的交流、このことを、これから生かしていくか

どうかというのは、この一大イベントが後世に光

り輝く遺産となるかどうかの分かれ道だと、こう

いうふうに思います。 

 受けたこのえにしというものを市政の中の１つ

として具現化するものとして、私は民泊の普及が

あると考えますが、問２の地区を挙げての民泊が

行われましたが、その経験を市内で生かしたり広

げたりする計画はありますかどうか、お尋ねを申

し上げます。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 おはようございます。 

 菊池議員からご質問のありました民泊の経験を

市内で生かしたり広げたりする計画はあるのかと

いうことについて、宿泊施設という観点から、産

業建設部所管としてご答弁申し上げます。 

 今回、野村、宇和、城川地域で一般家庭２３７

家庭、そのほか施設１０カ所で、延べ１，９０７

名の宿泊を受け入れをさせていただきました。各

家庭からのお話をお聞きしますと、民泊は相互交

流によって受け入れられる側にも損得でははかれ

ないプラスの効果がもたらされたことがよくわか

ります。私も３名の選手に宿泊してもらいました

ので、実感しているところでございます。 

 このような中、宿泊施設に関しては、昨今の外

国人観光客の増加などによる宿泊施設の不足、人

口減による空き家対策問題、さらにインターネッ

トを使った新しいビジネスモデルの出現で、旅館

業法の改正だけでは対応が困難となり、本年６月

に新たに民泊という営業形態の宿泊提供に関する

法律、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が成立

しました。これは従来の旅館業法で定める営業形

態や特区に当てはまらない新しい営業形態である

住宅宿泊事業に関して規定する法律です。 

 この法律で対象となる宿泊施設は、あくまで住

宅という位置づけで宿泊させる日数を１年間で１

８０日を超えないものと規定され、事業者は知事

への届け出をすれば民泊ビジネスを始められると

いうことになります。 
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 今後、国体を通じて民泊の関心の高まりや実際

の民泊を提供した経験から、市民個人による民泊

事業への参入が増加することも期待されます。こ

の事業の拡大について、現在のところは本市では

具体的な計画はございませんが、市が既に制度化

しております市内創業者に対する各種支援制度

を、この機会にさらに積極的に周知するととも

に、モデルケースの取り組みなども含めまして、

民泊事業の調査、研究に努めてまいりたいと考え

ております。 

 また、そのような個人創業とあわせて、市内で

行うスポーツイベント、教育、文化交流、四国西

予ジオパークと連携した観光イベント、地域間交

流などにおいて活用できれば、議員ご質問の趣旨

のとおり、民間活力による地域経済や地域活性化

の向上につながるものではないかと考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 民泊のこれからの取り組み

方ということで、現在、計画はないけどというこ

とですが、従来もこの問題に対しては、少しずつ

モデルケースをつくっていくということで取り組

んでいると思います。それを今後も一つ一つ広げ

ていくような形で取り組んでいただきたいという

ことを期待申し上げ、以上で私の一般質問を終了

いたします。 

 ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

５９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

４分） 

 次に、１１番源正樹君。 

○１１番源正樹君 改めまして、おはようござい

ます。議席番号１１番源正樹です。 

 宇都宮議長より発言の許可をいただきましたの

で、質問通告書の内容について、会議規則及び申

し合わせ事項に従い、一般質問をさせていただき

ます。 

 今定例会では、産業振興についてをお伺いした

いと思います。 

 まず、冒頭に当たりまして、私も所属しており

ます商工会青年部について少し触れさせていただ

きます。 

 商工会青年部は、４５歳以下で、市内にある事

業所の後継者と創業者を主な会員とする若手経営

者の団体でございます。平成１６年のまちなみ博

から行っている「雑巾がけレースＺ－１グランプ

リ」の運営など、各地域でのイベント運営では、

多くの部員が参画をしております。 

 また、消防団や学校ＰＴＡ活動、自治会活動な

どにおいても、地域の若手代表として、時には主

体となり、時には縁の下の力持ちとして活動をし

ています。 

 本年７月に私と立場を同じくする愛媛県内の商

工会青年部の現役部員である市議会議員、町議会

議員の仲間たちと、商工会青年部議員連盟を立ち

上げました。若手経営者たる商工会青年部の思い

を議会を通じてスピード感を持って政策提言し、

その実現を目指そうとしております。 

 この動きは、全国への広がりとなっており、各

地域で若手議員たちの交流が始まることを期待し

ております。 

 地域の持続的発展なくして事業所の成長はあり

得ません。また、地域の持続的発展のためには、

事業者のさらなる成長と活躍が必要です。商工業

の今後は、西予市の将来に大きな影響があると考

えます。 

 ここで商工会青年部宣言と誓いの言葉を紹介さ

せていただきます。 

 商工会青年部宣言 

 かけがえのない人たちと、かけがえのない地域

のためにわれわれは、自己の利益追求のみなら

ず、国家を基盤とした社会の恒久的な平和と繁栄

を実現する。 

 若き事業家として、何人にも侵されない自立し

た経営を確立し、地域の商工業を躍動させ、地域

の一員としてその責任を自覚すると共に先人の教

えに学びつつ、未来に向けた活力ある社会を創出

する。 

 この美しい国、日本に生きる者として、地球の

環境問題を捉え、われわれだけでなく、次世代の

人々の為にも、継続的な運動を推し進める。 

 そして全ての国家、民族との交流を積極的に図

り永続的共生を同じ時代を担う者としてここに誓

う。 

 誓いの言葉 

 １．われわれ商工会青年部は、創造力と行動力

をいかし、地域振興発展の先駆者となる。 

 １．われわれ商工会青年部は、商工会の後継者
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であり、将来の中核として、地域活性化の推進力

となる。 

 １．われわれ商工会青年部は、社会一般の福祉

の増進に努め、新しいまちづくりの原動力とな

る。 

 この宣言と誓いを実現するため、青年部員は西

予市内で、愛媛県内で、全国で日々精進をしてい

ます。今定例会の質問は、このことを念頭に行い

たいと思います。 

 まず、最初の質問ですが、地域経済の振興につ

いてお尋ねをいたします。 

 第２次西予市総合計画において、社会経済状況

を端的にあらわす基本指標として定められている

のが、人口と市内総生産であります。２０２５年

の人口は３万５，０００人弱、市内総生産は８０

０億円弱との数値目標が設定されています。２０

２５年には西予市の６５歳以上の高齢者の割合は

４５．１％になると予測されており、経験したこ

とのない超少子高齢化社会を迎えます。 

 こうした人口減少や人口構造の変化は、地域経

済の縮小だけでなく、集落の消滅、社会保障費の

負担増加、税収の減少による財政収支の悪化等な

ど、さまざまな社会的課題の最大の原因であると

考えます。 

 現在、子育て支援や移住政策などを拡充するこ

とで人口減少を食いとめようと、各自治体が競っ

ています。日本全体の人口が減少していく中で、

どのような対応ができるのか、我がまちだけでな

く、我が国にとって大変大きな課題であります。 

 人口減少を抑制するためには、強い地域経済を

つくることが必要不可欠です。企業誘致と同時並

行して地元密着型企業を育成し仕事と雇用を創出

することで、人口流出を減少させることに大きく

寄与できると考えます。 

 まず、地域経済振興に関して、基本的にどのよ

うにお考えなのかお伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 改めまして、おはようござい

ます。 

 ただいま経済振興、特に地域経済振興に関する

基本的な考え方についてのご質問をいただきまし

た。 

 西予市では、平成２８年３月に第２次西予市総

合計画を策定をしております。総合的かつ計画的

な市政運営を図るとともに、地域経済の活性化と

人口減少緩和に努めているところでございます、 

 先ほどもございましたように、２０２５年の人

口を３万５，０００人弱、そして市内総生産額を

８００億円弱というふうなところで目標の設定を

しているところでございます。 

 また、西予市の目指すところといたしまして、

西予市で生活を望む人がふえ、その望みがかなえ

られるまちづくりということや、また、安心が体

感できるまちづくりを早期に実現するためには、

議員ご質問のとおり、地域経済の振興に力を入れ

る必要がございます。 

 西予市や、そして四国西予ジオパーク等の魅力

や潜在力を再認識しつつ地域資源を最大限に活用

して、稼ぐ力を向上させることが重要というふう

に考えているところでございます。 

 そのために、第２次総合計画におきましては、

産業・雇用創出の施策としまして、地元密着型の

企業を育成することや、地域に根差した企業を育

てることを目標としております。 

 また、現在、地域を支えております企業の後継

者問題につきましては、官民が連携して、その課

題解決を図るとともに、農林水産業や、また商工

業など、異業種間の連携を強化しまして、適切な

役割分担のもと利益を生み出して、そして地域雇

用に結びつけ、市内産業、そして経済の維持、発

展に努めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ただいま地域経済の振興につ

いての基本的な考え方を答弁をいただきました。

これに基づき、さまざまな政策が行われているも

のと拝察をいたします。 

 地方創生実現のために、ただいまの第２次西予

市総合計画策定と並行する形で、西予市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略が、平成２８年３月に策

定をされております。仕事の創生に関してでは、

産業総論に始まり、商工業、農業、林業、水産

業、観光について、基本戦略と基本計画等が定め

られております。 

 この中で、商工業に関してでは、市の主要な産

業であり、雇用も大きく、これが衰退することは

市の活力が衰退することにほかならない。市外資

本の企業については、規模が大きいため、独自の

事業展開により経営安定を図られているが、特に
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地元企業については支援が必要であり、今ある企

業の成長力、競争力を強化する政策を基本戦略と

されております。 

 ２０１５年度から２０１９年度までの戦略期間

の半分が経過いたしました。本年度は計画期間の

３年目であり、大枠での事業の目的、目標や内容

の見直しをするための中間評価と事業のスケジュ

ール、内容や体制を調整するための年度評価が実

施される予定と認識をしております。 

 進捗管理や目標管理、年度評価と中間評価、事

業実施など仕事の創生に関して現状をお伺いいた

します。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま、まち・ひと・しご

と創生総合戦略のうち、仕事の創生に関する基本

戦略とか、あるいは基本計画等について、その進

捗管理、また目標管理、中間評価、現在の状況は

どうなっているのかというご質問でございまし

た。 

 西予市の地方創生に係る取り組みにつきまして

は、先ほどございましたように、平成２８年３月

に策定をいたしました西予市まち・ひと・しごと

創生総合戦略に基づきまして、計画的に推進をし

ているところでございます。 

 その進捗管理、また、目標管理につきまして

は、西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業

評価委員会という委員会を設置をしまして、施策

の実施状況、また目標管理である重要業績評価指

標の達成状況の評価検証等を行っているところで

ございます。 

 その評価委員には、効果検証の妥当性や客観性

を担保するため、産官学金から有識者７名で構成

をしております。平成２７年度におきましては１

１の事業を、平成２８年度につきましては９つの

事業の地方創生交付金事業を活用しました事業に

つきまして評価検証を行っております。 

 特に仕事の分野につきましては、起業・創業支

援や、また養蚕の振興、また、事業承継など、他

の自治体にはない先進的な取り組みを当市では推

進してまいりました。 

 評価員による事業評価結果につきましては、平

成２７年度、２８年度ともに全ての事業で地方創

生に相当程度効果があった、もしくは地方創生に

効果があったというふうな評価もいただいている

ところでございます。 

 西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、平

成２９年度で、先ほどございましたように、３カ

年目を迎え中間報告の時期となっております。ご

質問のございました仕事の創生も含めまして、こ

とし１０月までの取り組みの状況とか目標の達成

状況、また課題の分析、そして改善策などの調査

を現在行っているところでございます。 

 今後は、市内部での内部評価を適正に行った上

で、評価委員会による中間報告に関する評価をい

ただく予定となっているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ただいまの答弁に関連いたし

まして、事業評価委員会のほうで中間評価、そし

て報告を行うということで答弁があったかと思い

ます。 

 いわゆる中間報告の今後どういった形で評価さ

れていくのか、またどのような形で、当然公表の

ほうが必要になってくるかと思いますが、そのあ

たりについてと、各それぞれの基本計画にはリス

ケジュールとか見直し、もしくは事業の撤退等、

それぞれ撤退等の条件がございますが、見ていま

すと、なかなかこれは実現困難なものもあるよう

に見受けられますが、そのあたりについて、見直

し等、どのようにお考えかお尋ね申し上げます。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま評価の仕方といいま

すか、スケジュール等につきましてのご質問をい

ただきました。 

 先ほど申し上げましたように、ことし１０月現

在までの取り組みの状況や目標の達成状況、また

課題分析、改善策などを現在調査を行っておりま

すけれども、年度内にスケジュールの見直し、ま

た事業内容の見直し、また事業規模の見直し、事

業目標の見直し、そういった見直しを行うととも

に、また、廃止等につきましても検討を行い、内

部評価を行った後に事業計画の変更案を作成をし

まして、平成３０年度、来年度の早い時期に西予

市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業評価委員

会、先ほどの委員会ですけれども、それを開催を

しまして、中間報告に関する外部評価を受けまし

て公表をし、そしてその評価結果に基づきまし

て、平成３１年度の当初予算編成に反映をさせて

いくというスケジュールを考えているところでご

ざいます。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ありがとうございました。 

 見ていますと、非常に意欲的な計画がありまし

て、ちょうど総合計画を作成するときに同時につ

くられておりますので、例えばそこの具体的な見

直しが、例えば総合計画の変更につながるような

可能性もあるかと思いますが、できるだけ柔軟に

時期を伸ばしてでもやるべきことはやる必要があ

ると思いますし、合わないものとかをいかにして

柔軟にご対応いただければと思っております。 

 それでは、次に、２つ目の項目になりますが、

小規模事業者の振興についてをお尋ねいたしま

す。 

 平成２６年６月に国におきまして、小規模事業

振興基本法が制定、交付され、３年半が経過しよ

うとしております。この基本法は、超少子高齢化

社会が進展する我が国において、地域経済を支え

る小規模企業の持続的発展を支援しないと、地域

の疲弊はとめられないとの観点から制定をされた

と感じております。 

 小規模事業者を支援対象として捉え、国と地方

が協力し、支援体制を整備し、日本経済の中心と

して活躍できるよう、環境整備をするための法律

であります。 

 日本企業の約８６．５％は、小規模事業者が占

めています。そしてその事業者は、地域経済とそ

の事業により生計を立てる従業員や、その家族、

合計約３，０００万人の生活を支え続けていま

す。 

 こういった事業者の多くは、ほとんどの場合、

同じ市区町村内、隣町、同一県内という非常に狭

い商圏の中で活動をしています。そして地方にな

ればなるほど、人口減少、高齢化、地域経済の低

迷といった問題に直面をし、顧客が減り続けてい

る状況であります。 

 こういった状況を早期に打開し、地方の活性化

を促すためにも、まず、小規模事業者が元気にな

って、活力を取り戻すことが必要不可欠だと思い

ます。 

 これまで右肩上がりの成長発展を基本として政

策が行われてまいりました。現在では、人口減少

の影響から、現状維持をするだけでも非常に大変

な状況であります。何の手だてもなく進むだけで

は、下りのエスカレーターのようにどんどん悪く

なる方向に引っ張られていきます。これを何とか

頑張って現状を維持することの重要性を国が初め

て認めたからこそ、この基本法が制定されたと考

えます。 

 西予市の状況を見ると、総務省、統計局の経済

センサス等をもとに作成された平成２８年度西予

市統計書によれば、平成２６年の市内事業所総数

は、２，３２３であります。そのうち従業者総数

が４人以下の事業所は１，５１１、５人から９人

が４０８、１０人から１９人は２４２事業所であ

り、実に約９３％が２０人以下の事業所でありま

す。まちの持続的発展には、大多数を占める小規

模事業所の育成、振興が不可欠であると考えま

す。 

 そこでお尋ねをいたします。西予市では、小規

模事業所の育成、振興に関して、支援策や補助金

制度など、どのような事業が行われているのかお

伺いをいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 源議員からの小規模事業所

の育成、振興に関して支援策や補助金制度など、

どのような事業を現在行っているのかというご質

問につきまして、ご答弁を申し上げます。 

 小規模事業者への支援策や補助制度として、西

予市産業活性化４事業のうち、地域内発型産業創

出事業、農林水産物加工品開発事業、市産品販売

促進支援事業の３事業において補助対象経費への

支援や補助、また各種振興資金といたしまして、

中小企業振興資金、緊急経営資金、商工業振興資

金、新規企業振興資金の利子補給及び保証料補給

金制度があります。 

 さらに、今年度から、新たに既存の店舗の集客

力向上や店舗環境の改善のために、市独自の店舗

リニューアル補助制度と、空き店舗を利用して、

店舗として新規出店しようとする方に対しまし

て、新規出店者店舗改修補助制度を創設いたしま

した。 

 また、補助ではありませんが、西予市からの出

資として、最大２，０００万円を出資する経済循

環モデル事業もございます。 

 また、小規模事業者の代弁役として位置づけら

れ、地域の経済や雇用を支えていただいておりま

す西予市商工会への補助、小規模事業者を含め市

内の消費拡大や事業者の活性化を図るために発行

するプレミアム商品券に対する補助などもありま
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す。 

 そのほか、経営上の困りごとを一緒に考える経

営相談窓口として設置されている愛媛県よろず支

援拠点のサテライト相談拠点を市役所内に設置し

まして、毎月２回、専門知識豊富で多彩なコーデ

ィネーターが対応をしていただいております。 

 このほかにも、厚生労働省の委託事業として、

本年の６月に採択を受けました、３年間継続して

実施予定の西予市雇用促進協議会が行う実践型地

域雇用創造事業によりまして、雇用の拡大、人材

育成、就職促進、雇用創造の実践の各メニューで

事業を実施しまして、雇用創造を図ることにも取

り組んでいるところでございます。 

 先ほど説明いたしました支援策や補助制度を効

果的に活用していただくために、経済振興課内に

創業者を対象とした創業支援ワンストップ相談窓

口も設けておりますので、それぞれの支援体制を

有効に活用いただければと期待しているところで

ございます。 

 先ほど紹介しました新規出店者店舗改修補助金

につきましては、現在も募集を継続しておりま

す。これは補助対象経費について、２種類の補助

がございますけれども、２分の１と３分の１の補

助で上限１５０万円、２００万円でございます

が、合計７００万円、まだ予算がありますので、

有効にご活用いただいたらというふうに思ってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ありがとうございます。 

 何点かちょっと再質問をさせていただければと

思います。 

 まず、１点目なんですが、先ほど、今年度から

実施されたと伺いました店舗リニューアル補助金

について、今年度からの事業ということでござい

ましたが、採択件数や、どういった内容の申請が

あったのか、そのあたりがわかりましたらご答弁

を願いたいと思います。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 源議員からの西予市店舗リ

ニューアル補助金の概要と効果についてのご質問

についてご答弁を申し上げます。 

 まず、概要でございますが、この補助金は平成

２９年度、本年度に新設した補助金でして、市内

の小規模事業者を対象に、建築５０年以上経過し

ている店舗のリニューアル等工事費３０万円以

上、備品２０万円以上に対しまして、２分の１で

上限５０万円の補助をするものでございます。予

算額は２５０万円でございます。 

 本年度の採択は７件でございまして、その内訳

といたしましては、店舗、外壁リニューアルが２

件、店内のリニューアルが１件、エアコンやボイ

ラーなどの設備機具の取りかえが４件となってお

ります。 

 次に、効果といたしましては、店舗だけではな

く、付近の商店街も明るくなったとか、廃業を考

えていたけれども後継者のめどが立ちそうになっ

ているとか、店内の雰囲気、設備がよくなった

り、お客さんから喜ばれている、また従業員の職

場環境がよくなったなどの声をいただいておりま

して、既存の店舗の集客力向上や店舗環境の改善

につながっているところでございます。 

 今後もこの補助金制度が単なる点で終わらない

よう、市内の商店街が線でつながり、全体が活性

化できるように充実できればと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 この補助事業自体、募集期間

が１カ月程度だったかと思います。潜在的に恐ら

く希望される方というのは、まだまだいらっしゃ

るのではないかと思いますので、また引き続き継

続してこの事業を継続していただければと考えて

おります。 

 もう一点なんですが、先ほどよろず支援拠点、

サテライトというお話があったかと思います。こ

れは県内で見ますと、ほぼ、例えば県の財団法人

の産業支援センターでありますとか、各商工会議

所内に置かれている例はありますが、自治体内に

こういった窓口があるのは、県内で西予市だけか

というふうに思っております。 

 非常に先ほど山岡部長の答弁にもありましたと

おり、市としてもさまざまな補助事業はあります

が、一体どの事業が使えるのか、内容がわからな

いというためにも、相談拠点として、このような

窓口は非常にすばらしいことだなというふうに思

います。 

 そこでお尋ねなんですが、いわゆるよろず支援

拠点で、各年度の相談件数、またどういった内容

の相談があったのか、事業の詳細についてわかり

ましたら答弁をお願いいたします。 
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○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 源議員からよろず支援拠点

についてのご質問に対しまして、ご答弁を申し上

げます。 

 平成２６年の６月に経済産業省が小規模事業者

の経営相談窓口として、全国一斉に設置して、愛

媛県が経済産業省のよろず支援拠点事業の委託を

受けまして、中小企業、小規模事業者の支援のた

めに総合相談窓口を設置いたしました。事業にか

かわる悩み、困りごとを一緒に寄り添い考える民

間手法を取り入れた無料の経営相談窓口でござい

ます。 

 この窓口は、公益財団法人えひめ産業振興財団

内にある常設の窓口のほかに、県内では７市で設

置されておりますが、市役所が窓口を引き受けて

いるのは本市だけでありまして、そのほかは商工

会議所内に窓口がございます。 

 市が窓口になることのメリットといたしまし

て、相談状況や概要など事業所の動向が市として

把握しやすくなりまして、また、よろず支援拠点

やそのコーディネーターとのパイプが構築され、

市の業務にもプラスになっていると感じておりま

す。 

 また、西予市での窓口では、想定していたより

相談件数が多いことから、これまでの月１回から

平成２９年度からは毎月第２月曜、第４木曜日の

月２回設置していただいております。相談対象者

は自営業、農業、漁業、サービス業、製造業、地

域づくり団体など多種多様でございまして、相談

内容は、新規起業、販路拡大、雇用対策、許認

可、補助、融資制度、登記、事業承継、就労支援

などさまざまでありまして、相談件数で、平成２

８年度には３６件、平成２９年度は現在２０件で

あります。秘密厳守が基本ですので、相談内容や

結果の詳細についてはわかりませんけれども、相

談者の課題を分析して、一定の解決策を提示さ

れ、フォローアップがされております。 

 また、支援専門家と支援機関の連携や、より専

門的な支援ができる機関、専門家の紹介もありま

して、その結果、相談開始後の新規起業者が数

件、継続相談も多数ありまして、好評で効果が上

っていると認識をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ありがとうございました。 

 次の質問に移りたいと思うんですが、最後の質

問になるかと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、現在国が行って

いる小規模事業者持続化補助金というのがござい

まして、これの西予市の状況についてお尋ねをし

たいと思います。 

 この補助事業は、持続的な経営に向けた経営計

画に基づき、新たな市場への参入に向けた売り方

の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改

良、開発等、また、業務効率化による生産性向上

を支援するため、それに要する経費の一部を補助

する事業であります。 

 小規模事業者が商工会の助言等を受け、経営計

画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等

に取り組む費用の３分の２について、５０万円を

上限に補助されるものであります。 

 この事業につきましては、あくまで商工会や商

工会議所が窓口でありますが、市内事業者の応募

状況や採択状況がどうなっているのかお伺いをい

たします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 源議員からご質問のありま

した小規模事業者持続化補助金の応募状況及び採

択状況についてお答えをいたします。 

 小規模事業者持続化補助金の概要につきまして

は、先ほど議員のほうからご説明をいただいたと

おりでありまして、西予市商工会での応募状況、

採択状況につきましては、事業が始まった平成２

５年度、これ全て国の補正予算によるものなんで

すが、各年ですね。平成２５年度、申請件数９件

で、採択が９件。平成２６年度、申請件数２７

件、採択が１８件。平成２７年度、申請件数１６

件、採択９件。平成２８年度が申請件数３１件、

採択が２０件。平成２８年度の２次補正分、これ

が実際今年度の事業でございますけれども、申請

件数１６件、採択件数１０件でありまして、県内

でも申請また採択も非常に多いほうで、積極的に

事業者及び西予市商工会が取り組まれていると伺

っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 今ありました小規模事業の持

続補助金等、先ほど市の独自の事業でありました

店舗リフォーム事業というのは、ちょっと似てい

るような事業であるのかなというふうにも思える
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んですが、その違いはどのようなところにあるの

かお尋ねをしたいと思います。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議員からご質問のありまし

た市独自の店舗リニューアル補助金と持続化補助

金の違いはということについてお答えをいたしま

す。 

 まず、持続化補助金活用の事例、ちょっと具体

的なところですけれども、例えばホームページ作

成による販路拡大、あるいは客室のトイレ改修な

どによる顧客獲得、また新商品の販売戦略の策

定、あるいは広告による販路拡大、また店内のＬ

ＥＤ改修による集客力向上と販売力向上などでご

ざいます。 

 このように小規模事業者を対象に、ホームペー

ジ作成や販売、パンフレットの作成、あるいは折

り込みチラシ等広告など、販売促進、宣伝活動や

店舗改装にも使えるとても使い勝手のよい補助金

であると、この持続化補助金につきましては、そ

のように思っているところでございます。 

 また、西予市の店舗リニューアル補助は、市民

及び市内に住所を有する事業者に対して、既存店

舗の集客力や店舗環境改善のための改修工事、備

品購入に特に限っておりまして、それに対する補

助でございます。 

 内容によっては、持続化の補助事業で不採択の

場合でも、市のリニューアル補助が対象となるも

のもあるというふうに考えております。 

 しかしながら、補助率については、市は２分の

１で上限５０万円、持続化補助金のほうは３分の

２で５０万円となっております。また、市の申請

は１回に限るというふうになっておりまして、持

続化のほうは規定がありませんが、２回目の採択

は厳しい状況であるというふうにも伺ってはおり

ます。 

 いずれにいたしましても、それぞれの制度の中

で、有効にご活用をいただきたいというふうに思

っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ありがとうございました。 

 おのおのの事業は補完する関係とは言えないま

でも、先ほど言われたとおり、国の補助金がだめ

でも、西予市に可能性があるというお話でしたか

ら、ぜひさまざまな形で、活発な形で事業が進め

ばよいと考えております。 

 もうこれ本当に最後なんですが、ちょっと通告

はしていないんで、関連にはなるんですけれど

も、例えば東温市であるとか松山市、東温市では

中小零細企業の振興基本条例、お隣の八幡浜市で

は、本年６月になりますが、中小企業小規模企業

振興基本条例など、県内各自治体で小規模企業の

振興に関する条例が制定されつつあります。西予

市として、そのあたり、どのようにお考えかとい

うことを最後お尋ねをしたいと思います。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 源議員からご質問のありま

した小規模企業振興に関する条例の市の今後の対

応についてお答えをいたします。 

 平成２６年６月に公布されました小規模企業振

興基本法では、小規模企業の円滑かつ着実な事業

の運営を適切に支援することが定められまして、

国、地方公共団体、支援機関等、関係者相互の連

携及び協力の責務等も規定をされたところでござ

います。 

 県内では、平成２９年１１月現在で、松山市、

東温市、八幡浜市、新居浜市の４市で条例を制定

済みでありまして、当市におきましても、平成２

９年、本年の９月に西予市商工会から小規模企業

振興に関する条例制定の要望書が提出されました

ことから、条例制定に向けて検討を始めていると

ころでございます。 

 なお、小規模企業振興に関する条例は、理念条

例でありまして、条例を制定することだけが目的

ではなく、市内の小規模企業の振興を図る施策に

ついて検討することが重要と考えております。 

 今後は、商工会や企業関係者の意見を踏まえる

必要があるため、そのような場を設けながら、な

るべく早期に制定ができればというふうに考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 源正樹君。 

○１１番源正樹君 ありがとうございます。 

 理念にとどまらず、実効性のある条例制定を目

指すという答弁だったかと思いますので、また、

検討をお願いしたいと思います。 

 最後になりますが、今回の一般質問なんですけ

れども、冒頭に申し上げました商工会青年部の議

員連盟に所属する議員がいる内子町議会、東温市

議会、久万高原町議会において、同じ内容にて質
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問通告を行い質問を行っているところでございま

す。 

 それぞれの自治体で本当に厳しさを増す状況を

打破すべく、さまざまな施策が行われております

が、せっかく同じ県内ですし、自治体同士が切磋

琢磨することで、力を合わせていく必要があるの

ではないかと考えております。 

 それと同じで、行政と民間事業者、市民の皆さ

んなど、皆さんそれぞれ立場は違いますが、我が

まちをよくしたいという思いは同じだといつも考

えております。私自身も至らぬことばかりではご

ざいますが、少しでもまちの発展に寄与できるよ

う、微力ですが尽力をしてまいりたいと思いま

す。 

 以上をもちまして、今定例会の一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時００

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時１

０分） 

 ただいまから、議案順に質疑を行いますが、質

疑の内容は大綱のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第９３号「財産の無償譲

渡について」及び議案第９４号「財産の無償譲渡

について」の２件を一括議題といたします。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第９５号「西予市

認定こども園条例制定について」を議題といたし

ます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９６号「西予市

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」から、議案第１０５号「西予市単独市営住宅

条例の一部を改正する条例制定について」までの

１０件を一括議題といたします。 

 これより本案１０件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 ８番山本英明君。 

○８番山本英明君 議案第９８号「西予市職員の

育児休業に関する条例の一部を改正する条例制定

について」について質問をしたいと思います。 

 前の説明で、２歳まで育児休業がとれるように

するというようなことをお伺いしたんですが、そ

の間、育児休業が伸びたところの処遇改善で、給

与とか手当の、何割か出すとか、そういうような

対応はどうなっておられるのでしょうか。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、育児休業を取得したときの手当はと

いうご質問でございましたけれども、今回、非常

勤職員に対して、特に必要と認められる場合に

は、条例で定めるところによりまして、２歳に達

する日まで育児休業を取得ができるという改正で

ございますけれども、その間の給料につきまして

は、無給ということでございます。西予市には臨

時職員が５５０名おりますけれども、そのうち今

回の育児休業対象になってくるのが５１３名ほど

になるのではないかと考えております。 

 ただ、給料は無給でありますけれども、雇用保

険がありまして、その雇用保険で育児休業給付金

という制度がありまして、それで６カ月までは給

料の約６割程度、そしてその後は５割程度給付を

受けられるというふうなことになっておるようで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第１０６号「西予

市野村茅葺き民家交流館の指定管理者の指定につ

いて」及び議案第１０７号「西予市大野ヶ原育成

牧場の指定管理者の指定について」の２件を一括

議題といたします。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 
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○議長 次に、日程第６、議案第１０８号「愛媛

県市町総合事務組合規約の変更について」及び議

案第１０９号「愛媛県市町総合事務組合の共同処

理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分につい

て」の２件を一括議題といたします。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１１０号「平成

２９年度西予市一般会計補正予算（第７号）」を

議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １４番中村敬治君。 

○１４番中村敬治君 中村です。 

 補正予算のページ数で１３ページ、児童福祉総

務費の箇所でございますが、右側の事業概要のと

ころの３段目、保育所（園）管理事業４２６万

６，０００円とございますが、議案の９３号、９

４号にもこれ関連しておるわけでございますが、

今回、多田保育園と石城保育園の民営化に伴い、

和式トイレを洋式化すると、また、炊飯器の交換

などをすると伺っておるわけですが、保育所や保

育園が統合、あるいは民営化されるということ

は、市の計画どおりに進んでおるようでございま

すが、これは財政上からも非常に大変よいことで

はないかと思っております。 

 こういうように管理事業として移管するに当た

って、やはり常識的に見て、いろいろ施設を整備

して、つまり化粧直しをしてお渡しするというの

は、これは当然のことだと思っておりますが、こ

ういうようなトイレとか、あるいは炊飯器となっ

た経緯といいますか、何か基準があってこういう

ようになるのか、やはりどういう手続を踏んでこ

うなったのかということをまずお伺いしたいと思

います。 

 そしてまた、今後これ移管して後、屋根の改修

とか外壁の改修とか、大規模な改修になったとき

に、市としてはどういう対応をされるのか、この

２点についてお伺いします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 中村議員お尋ねの保育所の

民営化に伴う部分の修繕、工事請負費につきまし

て説明をさせていただきます。 

 まず、お尋ねの炊飯器とか修繕費の天井からの

扇風機の関係にございましては、これはもう今現

在、ちょうどもう冬になりまして、上から暖房を

おろしていくというのが修繕が必要となっており

ますので、これはもう今、公立のままでも必要な

修繕でございますので、説明を省かせていただき

ます。 

 その中であるのが、トイレの改修につきまして

は、平成２７年ごろからずっと今の子どもたち、

洋式のトイレでないとできないというようなこと

が多くなっておりまして、古くなった順から、平

成２７年度では三瓶の改修を２５０万円ぐらいか

けてしとるんですけれど、そういうもので、今回

も民営化をしていただく法人より、トイレの改修

だけはしてほしいというような要望がありまし

て、うちのほうでそういう規約はございません

が、常識の範囲で見させていただきまして、お渡

しするまでにトイレの改修だけはやりましょうと

いうようなことで、今回計上をさせていただいて

おります。 

 それから、２点目の、今後大きなもの、屋根の

ふきかえであるとかいろんなものがあると思うん

ですけど、このことは今回説明させていただく中

で、このまま公立であったら国にも県にも修繕の

補助金がございませんが、民営化になった場合、

法人になった場合は、国、県の補助金があります

ので、大きな改修が発生した場合には、例えば国

が２分の１、県が４分の１、市が４分の１という

ような、こういう補助要綱に基づいて修繕をして

いただくというような形になろうかと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第１１１号「平成

２９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）」から議案第１１４号「平成２９年度

西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」までの４件を一括議題といたします。 

 これより本案４件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 
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 ただいま議題となっております議案２２件につ

いては、お手元に配信いたしております常任委員

会付託表のとおり、各常任委員会に付託いたしま

す。 

 各常任委員会は、議案について十分に審査を行

い、最終日の本会議において、委員会審査の経過

と結果について、各委員長の報告を求めることと

いたします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 １２月２１日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時２３分 
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   議案第１０４号 西予市営住宅管理条例の
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   議案第１０５号 西予市単独市営住宅条例

の一部を改正する条例制
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   議案第１０６号 西予市野村茅葺き民家交
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   議案第１０７号 西予市大野ヶ原育成牧場

の指定管理者の指定につ

いて 
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規約の変更について 
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分について 
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   議案第１１３号 平成２９年度西予市農業

集落排水事業特別会計補
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   議案第１１４号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

 

追加 

 １ 議案第１１６号 西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１１７号 西予市特別職の職員で常

勤のものの給与等に関す
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第９３号「財産の無償譲

渡について」から、議案第１１４号「平成２９年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」までの２２件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長菊池純一君の報告

を求めます。 

 菊池純一君。 

○菊池純一総務常任委員長 総務常任委員会審査

報告をいたします。 

 去る１２月１１日の本会議において当委員会に

付託されました議案８件について、１２月１３日

に審査を行いましたので、報告いたします。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会報告書の

とおりであり、議案８件はいずれも原案のとおり

可決決定いたしました。 

 議案第９７号、総務課所管の「西予市一般職の

任期付職員の採用に関する条例及び西予市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例制定について」では、今、実際に職員の応募

があると考えるが、今の応募状況と、給料表に１

級から７級まであるが、級別の違いを教えてもら

いたいとの質疑があり、今回の准救急隊員の任期

付短時間職員の募集については、今議会で議決後

に公募をするようにしている。 

 したがって、この任期付短時間職員は、今はま

だ一般公募していない。ただ、任期付短時間職員

とは別に、現在の市職員の中で併任という形で一

部進める計画もしている。これらは応募が１１名

あったが、それについては、今後、最終的に決定

していきたい。また１月１日の異動を目指して進

めていきたいと考えている。 

 ２点目の職務の級の関係は、西予市職員の給与

に関する条例の行政職給料表に準じている。今回

採用を計画している准救急隊員は給料表の１級、

給料月額１８万７，６１０円の該当となるが、短

時間勤務となるため、その勤務時間数に応じた額

となるとの答弁でした。 

 議案第１０８号「愛媛県市町総合事務組合規約

の変更について」では、交通災害共済の事務を組

合に委ねているところが県内で２市９町というこ

とで、その中の１市はこの西予市ということだ

が、あとの市はどこなのか。また西予市は約３万

９，０００人の人口がいるが、その中でどれくら

いの加入者があるのか。また、年間の共済の支払

い金額はどのくらいなのかとの質疑があり、加入

をしている市町の状況は、このたび脱退する東温

市を除くと、残りは大洲市、上島町、久万高原

町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、

鬼北町、愛南町になる。 

 ２８年度において、加入者数は１万２，３９３

人、そのうち、大人が１万１，２８１人、中学生

以下が１，１１２人という状況であった。その中

で、２８年度における災害見舞金の支払いの状況

は、全て大人で３３件の支払いがあった。金額に

すると４３２万５，０００円の支払いという状況

になっている。 

 また、２９年度の加入者は、合計１万１，９１

３人。そのうち大人が１万８３１人、中学生以下

が１，０８２人という状況である。１２月１日現

在の災害見舞金の支払い状況は、大人が２０人、

中学生以下は現在のところ支払い実績はない。災

害見舞金の支払い金額については２６６万５，０

００円という状況になっているとの答弁がありま

した。 

 また、今回、東温市が脱退するということだ

が、脱退等について西予市での今後の見通し、意

向等があるのかとの質疑があり、各地域の方から

特に強いご要望があるわけではないが、加入掛け

金を持ってきていただく方々からは、このような

形のものを続けていただきたい。 

 また、見舞金支払いを受けている方からは、非

常によかったというお声もいただいているので、

当面はこのまま続けていきたいと考えているとの

答弁がありました。 

 次に、議案第１１０号「平成２９年度西予市一

般会計補正予算（第７号）」の総務常任委員会所

管分について、抜粋して報告します。 

 財政課所管分の市有財産維持管理事業では、ジ

オパークの拠点施設の建設工事に関連して、新駐

車場は現在の総合センター城川及び城川市民プー

ルが存在している城川支所の正面付近に予定して

おり、老朽化しているこれらの２つの施設を解
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体、除去した後に駐車場として整備する計画で、

新しく駐車場がプールのところにできるようにな

っているが、そこのプールを廃止するということ

に関しての住民の理解は得られているかとの質疑

があり、城川支所で住民説明会を行っている。１

つ目は、城川地区の公共施設利活用検討委員会

で、一般の市民を含めて２０人程度の検討会を開

催し検討している。それと、行政区の総務区長を

中心の総務区長会でも２回話し合っている。そし

て、地元の下相地区への住民説明会も行ってお

り、合計で３つの会合で説明を行っている。 

 その中で特別に質問や反対意見はなかったの

で、住民の理解は得られているものと考えている

との答弁でした。 

 情報推進課所管分の電算システム開発導入事業

では、電算関係は法改正などによりシステムの仕

様が変わるごとに委託をしないといけないのかと

の質疑があり、システム改修が発生するたびに業

者と契約をして委託料が発生している。業者につ

いては保守を委託している業者との契約になると

の答弁でした。 

 まちづくり推進課所管分のせいよ地域づくり手

上げ型交付金では、手上げ型交付金はことしも

４，０００万円だったと思うが、実際に今年度手

上げ型交付金４，０００万円のうち、幾らまで認

めて執行されているのかとの質疑があり、平成２

９年度の手上げ型交付金事業では、１９地域の組

織から３７の事業申請を受け、そのうち採択にな

ったのが３０事業であり、手上げ型４，０００万

円のうち３，９２３万８，０００円を交付決定し

ているところであるとの答弁がありました。 

 また、７事業が不採択ということであるが、７

事業の内容を説明願いたいとの質疑があり、今回

の申請の中で不採択となった主な傾向として３点

が上げられる。 

 １つ目は、イベントの実施が目的になっている

内容であり、組織側がイベントを企画し住民が参

加するという、興行的な構図のものであって、地

域住民のかかわりが特定のものだけにあるものと

か、地域が活性化するような将来性が見えない消

化型のイベントであるというものがあった。 

 ２つ目は、その目的の達成のために自分たちが

やるのではなく、ハード整備の業者任せになった

計画とか、住民がその価値を理解して自分たちが

守っていこうという部分が見えづらかった申請が

あった。 

 それから、３つ目は、地域づくりの視点という

より、経営という部分のハード整備、備品購入が

目立ち、特定の者の自立支援に係る分野が多い申

請があり決定できなかった。 

 ２９年度においては、２７組織中、１９組織が

申請をいただいているが、３０年度ではこの手上

げ型が採択されてない地域においても、今回この

債務負担行為によって４月１日から事業が実施で

きるようにしたい。来年１月中旬に新規要望の勉

強会を実施するよう計画している。それにより１

月下旬くらいから実際に相談を受けて申請を受け

付けていくような方向であるとの答弁がありまし

た。 

 さらに、今回、市民と議会との意見交換会とい

うところで惣川地区に入ったが、手上げのプレゼ

ンをする人材がいないため、もとに戻してほしい

という意見も出たわけだが、今は相談できるとこ

ろもあるため、そちらに相談するかもしれない

が、申請が出ていない地域に関しては、行政側か

らも、こういうことをすれば採択できますよとい

う説明を望むとの質疑があり、手上げ型の分で申

請を１回もしてないところについては地域の事情

があり難しいという意見もいただいているが、そ

れぞれの地域には行政側の担当職員もいるので、

勉強会を通して担当職員と連携しながら進めたい

との答弁がありました。 

 学校教育課所管分の小学校費及び中学校費のう

ち教育振興費３２９万９，０００円の補正につい

ては、準要保護児童生徒への新入学学用品費とい

うことだが、どういうものが対象になるのかとの

質疑があり、小学校や中学校に入学する児童また

は生徒が通常必要とする学用品や通学用品費が対

象となるとの答弁があり、具体的には体操服等も

含むのかとの質疑に対し、学用品にはノート、鉛

筆といった文房具類や体操服等の費用が含まれる

との答弁でした。 

 また、今回の準要保護児童生徒に対して新入学

用品費の支給について、小学生３７人、中学生２

２人を見込んでいるということであったが、子ど

もが減る中で近年の人数的な傾向がどうかとの質

疑に対し、これまでの認定者数は、２８年度は小

学生８９名、中学生６３名、合計１５２名、全体

の児童生徒数の割合からいうと５．７％程度の支

給である。さらに２７年度は、小学生１１１名、
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中学生５７名、合計１６８名で、全体の６．

２％、２６年度は全体の６．０％、２５年度は全

体の６．２％、２４年度は全体の６．１％であ

り、年によって若干の数値の差はあるが、おおよ

そ全体の６％前後で推移しているとの答弁でし

た。 

 消防総務課所管分の消防吏員制服等貸与事業に

ついては２１２万１，０００円となっているが、

１人当たりどのくらいの経費がかかるのか。また

制服等となっているがどのような物が入るのかと

の質疑があり、今回の准救急隊員には救急活動用

の被服のみ対応することにしている。 

 具体的には、正職員と同様の活動服、防寒衣、

アポロキャップ、ヘルメット、長靴、雨具などで

ある。正職員には、これ以外に火災活動用の防火

衣や救助活動用の救助服、式典用の制服などを貸

与している。合計で正職員に必要な貸与品は１人

分５０万円程度必要で、准救急隊員１人分約２０

万円の費用ということになっているとの答弁があ

りました。 

 また、准救急隊員の万が一のときの補償は正職

員と同じなのかとの質疑に対し、正職員と全く同

じである。これは今回の法令改正で消防職員等の

災害補償に係る分野も改正されており、准救急隊

員が消防吏員と同様の補償を受けることについて

改正があったものであるとの答弁でした。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年１２月２１日、総務常任委員会委員

長菊池純一。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長中村一雅君

の報告を求めます。 

 中村一雅君。 

○中村一雅厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告。 

 去る１２月１１日の本会議において当委員会に

付託されました議案９件について、１２月１３日

に委員会を開催し審査を行いましたので、その経

過と結果についてご報告申し上げます。 

 議案９件については、お手元に配信のとおり原

案可決決定いたしました。 

 これより、議案審査の過程において、委員より

出された質疑並びに部課長の答弁等を抜粋して報

告いたします。 

 議案第９３号「財産の無償譲渡について」及び

議案第９４号「財産の無償譲渡について」では、

対象施設である多田及び石城保育園の耐震基準は

満たしているのかとの質疑があり、多田保育園は

平成２年３月、石城保育園は昭和６０年２月に建

築されており、どちらの施設も耐震基準を満たし

ているとの答弁がありました。 

 議案第９５号「西予市認定こども園条例制定に

ついて」では、平成３０年４月から開所される西

予市認定こども園しろかわ保育所の申し込み状況

について質疑があり、現時点での申し込み状況

は、定員６５名に対し６３名であるとの答弁があ

りました。 

 また、城川地域の保育所２園が１つに統合移転

されることで園児の送迎はどうなるのかとの質疑

があり、統合移転に関して保護者や地元住民と話

し合いを持ち、送迎については保護者が行うよう

協議ができているとの答弁がありました。 

 議案第１０１号「西予市乳幼児及び児童医療費

助成条例の一部を改正する条例制定について」で

は、以前、医療費助成制度の対象を拡充すると地

方交付税が減額となるため実施しないと説明があ

ったが、国の状況はどうなったのかとの質疑があ

り、医療費助成制度の対象拡充に伴う国からのペ

ナルティーのうち、６歳未満までについては、平

成３０年度から廃止となるとの答弁がありまし

た。 

 また、条例改正による財政負担はどの程度想定

されているのかとの質疑があり、当改正に伴う予

算は１，７００万円程度を想定しているとの答弁

がありました。 

 さらに、今回対象となる助成には、先に自己負

担をした上で、市担当窓口で申請し、払い戻しさ

れるという形になるのかとの質疑があり、立てか

え払いをしない方法を選択すると、電算システム

等の関連から導入費用や時間が発生するため、よ

り早く当助成に取りかかるため窓口に来ていただ

き返還する方法を選択したとの答弁がありまし

た。 

 議案第１０２号「西予市保育所条例の一部を改

正する条例制定について」では、担当課から西予

市が設置する土居保育所及び魚成保育所を統合

し、就学前の教育と保育を一体的に行う認定こど

も園を平成３０年４月から開園することとなり、

開園に向けて所要の整備を図るため本条の一部を

改正するとの説明がありました。 

 議案第１０３号「西予市国民健康保険診療所条
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例の一部を改正する条例制定について」では、明

浜地区の３つの診療所について、民間移譲による

診療時間はどうなるのかとの質疑があり、現在、

狩江診療所は週３回、高山歯科診療所は週３回、

俵津歯科診療所は週２回の診療体制になってい

る。民間移譲されても現在の日数を確保できるよ

う協議を行っているところであるとの答弁があり

ました。 

 また、平成３０年８月から移動診療車を導入

し、惣川地区は惣川公民館で診療することとなっ

ているが、将来的に現在の診療所など惣川公民館

以外で診療を行うような計画はあるのかとの質疑

があり、地元説明会を行った際に住民からそのよ

うな希望は多々いただいているが、関係機関との

協議等も必要となることから、今後、検討を進め

ていきたいとの答弁がありました。 

 議案第１１０号「平成２９年度西予市一般会計

補正予算（第７号）」のうち子育て支援課所管分

では、放課後児童健全育成事業の委託料７６２万

２，０００円の増額補正理由について質疑があ

り、当初は実績見込みでなく登録数で人数を算定

していたが、要綱にのっとり算出を見直したため

人数に差異が生じ基準額が増額となった。それに

加え、長時間加算や日数加算についても基準額が

少しずつ変わっており、合計基準額が増額となっ

たとの答弁がありました。 

 福祉課所管分では、国や県の補助金を受けて市

が指定している福祉避難所へ訓練などに必要な用

具を支給するために福祉避難所強化整備促進事業

を創設し、今年度は市内の福祉避難所１６施設の

うち５施設に必要な用具を整備すると説明があっ

たが、用具を支給するための今後の計画はとの質

疑があり、福祉避難所の用具の整備は、年に５施

設ずつ整備する計画としており、補助金が継続す

る限り継続的に整備していきたいとの答弁があり

ました。 

 また、関連として、福祉施設避難所の収容人数

はとの質疑があり、施設の面積などに応じ、通常

入所されている方に加えて、１６施設で３０５人

の受け入れが可能となっているとの答弁がありま

した。 

 議案第１１１号「平成２９年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）」では、担当課

から平成３０年３月末をもって廃止する狩江診療

所のＡＥＤや心電図機器のリース機器を解約する

ための手数料及び狩江診療所を民間移譲すること

に伴うレセプトコンピュータを導入するための費

用を計上するため増額補正する旨の説明がありま

した。 

 議案第１１２号「平成２９年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第３号）」では、保険給付に

関して実績見込み額に基づき、認知症対応型共同

生活介護や地域密着型通所介護等の各種サービス

給付費の見直しを行ったことによる増額補正であ

るとの説明がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年１２月２１日、厚生常任委員会委員

長中村一雅。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長宇都宮

俊文君の報告を求めます。 

 宇都宮俊文君。 

○宇都宮俊文産業建設常任委員長 それでは、最

後に、産業建設常任委員会よりご報告いたしま

す。当委員会に付託されました議案については、

１２月１４日に審査いたしました。 

 審査した議案第１０４号から第１１４号につき

ましては、お手元に配信のとおり、原案どおり可

決決定いたしました。 

 それでは、審査経過及び内容等を申し上げま

す。 

 議案第１０４号「西予市営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定について」は、主に公営住宅

法の一部改正に伴うものと、市営住宅設置におけ

る名称変更及び用途廃止による内容になります。 

 市営住宅の入居者には毎年収入申告を義務づけ

ていますが、認知症者・知的障害者・精神障害者

等の諸手続において、一部柔軟に対応できる緩和

措置が図られるようになったほか、子育て世帯向

け住宅では、利用者の世代にも認知されやすい名

称に変更したとの説明を受けました。 

 続きまして、議案第１０５号「西予市単独市営

住宅条例の一部を改正する条例制定について」

は、条例の基準を明確化する改正と、西予市公営

施設等総合管理計画に基づき、廃止された旧教員

宿舎の６団地１６戸を単独市営住宅として有効活

用するとともに、老朽化が著しい３団地４戸の住

宅を用途廃止する内容になります。 

 建設課で管理している住宅戸数について質疑が

あり、全体で８５５戸を管理しているが、政策空

き家として管理しているのは６６戸、空き家の中
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で家の改修について未整備のものは１０戸となっ

ているとの答弁がありました。住宅の長寿命化計

画では３５年度までを計画しており、改修及び統

廃合等の計画などとあわせて整備を進めていると

のことでした。 

 議案第１０６号「西予市野村茅葺き民家交流館

の指定管理者の指定について」は、先般開催した

指定管理者審査会に基づき、非公募により惣川自

治振興会を選定するに至った経緯の説明があり、

委員から指定管理の対象である「土居家」の利用

者数と施設利用啓発について質疑がありました。

平成２８年度は、来訪者数が６，３８５名、宿泊

者数は８７名となっており、市のホームページ・

観光物産協会のサイト等で利用の啓発をしている

との答弁がありました。 

 さらなる啓発活動により、利用者の増加を図る

とともに、指定管理費の削減を目指し頑張ってほ

しいとの意見が出ました。 

 続きまして、議案第１０７号「西予市大野ヶ原

育成牧場の指定管理者の指定について」は、農業

水産課より説明がありました。本施設は昭和４５

年に国営草地改良事業により設置され、昭和５１

年からは愛媛県酪農業協同組合が３０年にわたり

管理運営を行い、平成２２年度からは東宇和農業

協同組合が管理運営に当たっている施設で、生乳

生産の基礎となる育成段階の牛を大野ヶ原育成牧

場で約２０カ月間預かり、種付けをして返すこと

で、酪農家のコスト低減・労力軽減を図るととも

に丈夫な牛に育成を図る役目を担っています。 

 飼養管理や種付けといった特殊技術を要するこ

とから、非公募により東宇和農業協同組合を指定

し管理運営を引き続き行わせるものですが、収益

性にも配慮し、しっかりとした運営をしてほしい

との意見が出されました。 

 議案第１１０号「平成２９年度西予市一般会計

補正予算（第７号）」では、建設課所管分として

土木費、災害復旧費を中心に詳細な説明がありま

した。今回、特に道路橋梁維持費では、野村地区

における除雪経費を４３７万３，０００円計上し

ているほか、道路橋梁河川災害復旧費では３，３

７５万円を増額し、１０月２２日の台風２１号に

より被災した道路及び河川の災害復旧に当たる方

針で、道路（野村２件、城川１件）・道路河川

（城川１件）の修繕に早急に対処したいとのこと

でした。 

 農業水産課所管分では、農用地利用集積事業に

おける農業経営の法人化について質疑がありまし

た。農業経営を法人化することにどういったメリ

ットがあるのかとの問いに対し、経営管理能力が

向上し経営発展につながるほか、税制・融資・後

継者確保などの面で有利になるといった内容が資

料で示されました。また、現在、市内の集落営農

組織は５２団体で、そのうち法人は１０組織に上

るとの答弁がありました。 

 議案第１１３号「平成２９年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）」について

は、平成３０年度の宇和地区７処理区の施設維持

管理業務における債務負担行為を設定する内容に

なります。現在、稼働中の永長・神野久・田之

筋・中川・石城・多田・明間浄化センター、中継

ポンプ施設の受託業者決定等の事務を進める必要

があるため、債務負担行為の期間限度額を設定し

ているとの説明がありました。 

 最後に、議案第１１４号「平成２９年度西予市

公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」で

は、公共下水道の加入者促進に係る方策について

質疑がありました。加入者は宇和処理区・野村処

理区合わせて平成２８年度末で５，００６名で、

加入率は宇和５２．４１％、野村６１．１２％、

西予市全体では５６．２％となっており、公共下

水道接続奨励金・水洗便所の改造資金利子補給金

制度などを設け対処しているそうです。今後と

も、加入者数をふやすため啓発に努めていきたい

との答弁でした。 

 以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

 平成２９年１２月２１日、産業建設常任委員会

委員長宇都宮俊文。 

 以上でございます。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより、議案順に採決を行います。 

 まず、議案第９３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第９３号「財産の無償譲渡について」は委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９３号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９４号「財産の無償譲渡について」は委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９４号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９５号「西予市認定こども園条例制定に

ついて」は委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９５号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９６号から議案第１０５号までの

１０件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９６号「西予市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例制定について」から議案第１０５号

「西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条例

制定について」までの１０件は委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第９

６号から議案第１０５号までの１０件は原案のと

おり決定いたしました。 

 次に、議案第１０６号及び議案第１０７号の２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０６号「西予市野村茅葺き民家交流館

の指定管理者の指定について」及び議案第１０７

号「西予市大野ヶ原育成牧場の指定管理者の指定

について」の２件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０６号

から議案第１０７号の２件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第１０８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０８号「愛媛県市町総合事務組合規約

の変更について」は委員長報告のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第１

０８号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０９号「愛媛県市町総合事務組合の共

同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分に

ついて」は委員長報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第１

０９号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１０号「平成２９年度西予市一般会計

補正予算（第７号）」は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１０号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１１号から議案第１１４号まで

の４件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１１号「平成２９年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）」から議案第１

１４号「平成２９年度西予市公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）」までの４件は委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１１号
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から議案第１１４号までの４件は原案のとおり決

定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時４５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時００

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１６

号「西予市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について」から議案第１１９号「平

成２９年度西予市一般会計補正予算（第８号）」

までの４件並びに議員派遣の件についてを本日の

日程に追加し、追加日程として議題にいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、５件を本

日の日程に追加し、議題とすることに決定いたし

ました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第１１６号

「西予市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」から議案第１１８号「西予

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定について」までの３

件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 議案第１１６号「西予市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」、議案第１１７号「西予市特別職の職員

で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正

する条例制定について」、議案第１１８号「西予

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定について」関連がご

ざいますので、一括して提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の

勧告に準じて、それぞれの条例の一部を改正する

ものであります。 

 主な改正内容でございますが、まず、人勧に伴

うものでは、民間給与との格差を解消するため、

職員の月例給につきまして、昨年度に引き続き、

若年層に重点を置いて引き上げを行うもので、現

行の給料表を愛媛県人事委員会勧告に準じて平均

０．２４％改定し、平成２９年４月１日にさかの

ぼって適用させるものであります。 

 勤勉手当につきましては、平成２９年度の１２

月期支給割合を０．１月分引き上げ０．９５月分

とし、平成３０年度以降においては、６月期と１

２月期をそれぞれ０．９０月分とし、年間０．１

月分引き上げ、期末勤勉手当は４．４月分として

おります。 

 また、平成３０年４月から行政職給料表４級、

医療職給料表（二）５級及び（三）５級におい

て、それぞれ８号級の創設を行うものでありま

す。 

 また、市の特別職、議会議員の給与につきまし

ても、国・県の給与改定に準じ、期末手当を年間

で０．０５月分引き上げを行うものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより、本案３件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 お尋ねいたしますが、先

ほどの、ちょっと説明がありましたけれども、西

予市の職員の給与は、他の近隣の市の給与とラス

パイレスを含めてどれぐらいの差があるか、お聞

きをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまラスパイレス指数は

どういうふうな状況かというご質問がございまし

た。西予市の平成２８年度におけるラスパイレス

指数は９２．７という数字になっております。 

 また、近隣の状況でございますけれども、宇和

島市におきましては９５．３、八幡浜市におきま

しては９７．８、大洲市におきましては９４．８

となっておりまして、県内の市の平均におきまし

ては９６．９というふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 近隣の一番近い八幡浜と

５ポイントも違うということでございますね。こ

れはどういう情勢からこういうことがなってきた

のか、ちょっと私も検討つきませんけれども、一

番近くの市と５ポイントもラスパイが違うという

のは、今後、是正していって、そしていろんな事

務組合の問題とか、そういうものの関係もござい
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ますので、その当たりも含めて、将来的に対応で

きるような形にしといていただきたいと思います

が、答弁をお願いします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、近隣の自治体と比較して、非常に数

字が低いんではないかというご質問でございまし

たけれども、合併時における調整等も、合併後し

てきましたけれども、合併前におきましても、旧

５町の給与はラスパイレスの指数は低いという状

況でありました。その後、合併をしまして、給与

の調整等も行いましたけれども、自治体としまし

ては、まだまだ他の自治体と比較しまして西予市

の給与につきましては低いという状況でございま

す。 

 今現在は、愛媛県準拠の給与体系を採用してお

りまして、それに基づいて給与等を支給しており

ますけれども、こういった実態がございますの

で、今後、また、こういった実態も踏まえなが

ら、給与については検討していきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１６号から議案第１１８号までの３件

は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第１１６号から議案第１１８号ま

での３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１１６号「西予市職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について」から議案第１１８号「西予市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの３件は原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１６号から議案第１１８号ま

での３件は、原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第１１９号

「平成２９年度西予市一般会計補正予算（第８

号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第１１９号「平成２９年度西予

市一般会計補正予算（第８号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 その前に、合併特例債の再延長につきまして、

大きな動きがございました。そのことにつきまし

てお知らせをしたいと思います。 

 先般、自民党総務部会では、合併特例債の発行

期限を５年程度延長するという方針を決定いただ

きました。与党公明党の皆さんとともにその方針

をご確認中でございまして、来年中の通常国会で

議員立法による法改正を目指すとされました。 

 当市におきましても、合併特例債を予定財源と

した建設事業の積み残しがありますので、今回の

方針決定は非常にありがたく、そして、再延長の

実現に向けて活動をされてきた関係団体及び国会

議員の皆様方に敬意と感謝を申し上げる次第でご

ざいます。 

 今回の決定を受けまして、本市におきまして

も、改めて建設計画の見直しを行い、再延長期間

中に実施すべき事業の精査及びスケジュールの調

整等に取りかかりたいと考えているところでござ

います。 

 さて、今回の補正予算の主な内容でございます

が、先ほど条例改正でご説明いたしました人事院

及び愛媛県人事委員会の勧告に伴います人件費の

調整及び明浜地区の歯科診療にかかわる補助金に

ついて債務負担行為を設定するものであります。 

 まず、人勧に伴う人件費の調整でありますが、

実施いたします職員給与の増額改定及び勤勉手当

の支給割合の引き上げに係る経費、並びに特別職

及び市議会議員の期末手当の改正に伴う経費を調

整するもので、現予算の組み替えにより対応する

ことから、歳入歳出予算の増減はございません。 

 また、高山歯科診療所及び俵津歯科診療所につ

きましては、先ほど議決をいただきましたとお

り、平成３０年３月末をもって廃止することとい
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たしております。廃止後の診療所施設でございま

すが、治療器具等を十分に使える状態でありまし

て、地域の皆様のためにも民間の医療機関、また

は医師で施設の運営に協力いただけるところはな

いかと考えているところでございます。 

 施設の運営を引き継いでいただく上で、市とい

たしましても相応の条件整備が必要と考えてお

り、民間経営に際しまして１診療施設当たり上限

３００万円の開設支援補助金制度を設けることと

いたしました。 

 今後、具体的に民間経営の意向を示していただ

く医師の方々と協議、調整を行うため、今回、補

助金に係る債務負担行為を設定するものでありま

す。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１９号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１９号「平成２９年度西予市一般会計

補正予算（第８号）」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１９号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、「議員派遣の件に

ついて」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配信いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって「議員派遣

の件について」は、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には議

長に一任を願いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 以上で、全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会の挨拶があります。 

 管家市長。 

○管家市長 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を

申し上げさせていただきたいと存じます。 

 去る１２月１日から２１日間の会期で開催され

ました第４回定例会は、本日、全ての日程が終了

の運びとなりました。会期中、議員各位におかれ

ましては、本議会並びに各常任委員会を通じまし

て慎重なご審議を賜り、条例の制定及び一部改

正、補正予算などの重要な案件をいずれも原案の

とおり可決いただきました。ここに衷心より厚く

御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、西予市の子どもたちの夢と希望につなが

る取り組みについて少し触れさせていただきたい

と存じます。 

 １つは、去る１２月１１日に城川小学校で行わ

れましたＡＲＩＳＳスクールコンタクトで同校の

児童が地上４００キロメートルの上空に建設され

た国際宇宙ステーションの宇宙飛行士とアマチュ

ア無線を使って交信を行ったプロジェクトでござ

います。 

 昨年度、城川小学校が開校した記念事業として

企画されたものですが、申し込んだ世界中の学校

が順番待ちとなっており、子どもたちも待ちわび

ておりましたが、今回、幸いにも願いがかなった

ものであります。時速約２万８，０００キロで移

動する宇宙ステーションが地球を１周するのに約

９０分間かかります。そのうち、日本の上空を通

過するのがわずか１０分であり、その間に交信に

挑戦するもので、愛媛県内では初の開催、四国で

３番目、全国では９１番目の取り組みとなりまし
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た。 

 私もこの貴重な瞬間に立ち会うことができまし

たが、こちらから呼び出しに、はるか４００キロ

メートルの上空からイタリア人の宇宙飛行士タオ

ルメスポリさんから会場に声が届きました。その

声が響いたとき、子どもたちを初め会場の誰もが

同じ感動を共有いたしました。つながるまでの祈

り、宇宙とつながった感動、英語での緊張した交

信成功後の子どもたちのときめいて満足そうな笑

顔が強く印象に残っております。 

 先日１９日には、日本人宇宙飛行１２人目とな

る金井飛行士による国際宇宙ステーションでの長

期滞在が始まり関心が高まっているとこでありま

すが、子どもたちがこの貴重な体験により、物事

への関心を深め、目標に向かって努力する大切さ

を学び、将来に生かしてくれることを願うととも

に、ご協力をいただきました関係者の皆様に改め

て感謝を申し上げたいと存じます。 

 ２つ目は、２０２０年開催のオリンピック・パ

ラリンピック東京大会におけるマスコットの選定

への投票です。これは史上初めて全国の小学生が

投票して大会マスコットを決定するという試みで

あります。 

 １９日現在では、全国で１１８の自治体、県内

では唯一西予市が投票宣言をしている状況であり

ます。小学校は各校単位で投票宣言をすることが

でき、登録すれば各種広報媒体で使用可能な投票

宣言ロゴマークが付与されることになっていま

す。 

 今後、小学校の投票参加を後押しする取り組み

を進め、東京オリンピックと身近につながること

で、子どもたちが大会の価値や理念について学

び、充実感や夢を育んでもらいたいと考えており

ます。 

 西予市の未来を託す子どもたちの夢がかない、

夢が、希望がかなえられる西予市づくりに向けた

取り組みをより一層進めてまいりたいと考えてお

りますので、今後ともご理解とご協力をお願い申

し上げます。 

 終わりに、これからの季節、寒さが一日一日増

し、一層厳しさを増してまいりますが、議員各位

におかれましては、どうかご慈愛いただきまし

て、来る平成３０年が希望に満ちあふれる幸多き

年になりますようご祈念申し上げまして、閉会の

ご挨拶とさせていただきます。 

 １年間、まことにありがとうございました。 

○議長 これをもって、平成２９年第４回西予市

議会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時２６分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西 予 市 議 会 議 長 

 

   同     副議長 

 

   同     議員 

 

   同     議員 
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平成２９年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

認定第  １号 
平成２８年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
29.12.１ 認  定 

認定第  ２号 
平成２８年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の

認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ３号 
平成２８年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ４号 
平成２８年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳

入歳出決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ５号 
平成２８年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ６号 
平成２８年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ７号 
平成２８年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ８号 
平成２８年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第  ９号 
平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第 １０号 
平成２８年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

認定第 １１号 
平成２８年度西予市水道事業会計決算の認定につい

て 
29.12.１ 認  定 

認定第 １２号 
平成２８年度西予市病院事業会計決算の認定につい

て 
29.12.１ 認  定 

認定第 １３号 
平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

決算の認定について 
29.12.１ 認  定 

議案第 ９３号 財産の無償譲渡について 29.12.21 原案可決 

議案第 ９４号 財産の無償譲渡について 29.12.21 原案可決 

議案第 ９５号 西予市認定こども園条例制定について 29.12.21 原案可決 

議案第 ９６号 

西予市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の一部を改正する条例制定について 

29.12.21 原案可決 

議案第 ９７号 

西予市一般職の任期付職員の採用に関する条例及び

西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

29.12.21 原案可決 

議案第 ９８号 
西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
29.12.21 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ９９号 

西予市企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産

税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

29.12.21 原案可決 

議案第１００号 

西予市農村地域工業等導入地区における固定資産税

の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

29.12.21 原案可決 

議案第１０１号 
西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正

する条例制定について 
29.12.21 原案可決 

議案第１０２号 
西予市保育所条例の一部を改正する条例制定につい

て 
29.12.21 原案可決 

議案第１０３号 
西予市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条

例制定について 
29.12.21 原案可決 

議案第１０４号 
西予市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
29.12.21 原案可決 

議案第１０５号 
西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条例制定

について 
29.12.21 原案可決 

議案第１０６号 
西予市野村茅葺き民家交流館の指定管理者の指定に

ついて 
29.12.21 原案可決 

議案第１０７号 
西予市大野ヶ原育成牧場の指定管理者の指定につい

て 
29.12.21 原案可決 

議案第１０８号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 29.12.21 原案可決 

議案第１０９号 
愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

らの脱退に伴う財産処分について 
29.12.21 原案可決 

議案第１１０号 平成２９年度西予市一般会計補正予算（第７号） 29.12.21 原案可決 

議案第１１１号 
平成２９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
29.12.21 原案可決 

議案第１１２号 
平成２９年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

３号） 
29.12.21 原案可決 

議案第１１３号 
平成２９年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 
29.12.21 原案可決 

議案第１１４号 
平成２９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 
29.12.21 原案可決 

議案第１１５号 移動診療車の取得について 29.12.１ 原案可決 

議案第１１６号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
29.12.21 原案可決 

議案第１１７号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
29.12.21 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１１８号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
29.12.21 原案可決 

議案第１１９号 平成２９年度西予市一般会計補正予算（第８号） 29.12.21 原案可決 

 議員派遣の件について 29.12.21 承  認 
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